
秋合宿判例ゼミ用資料 

2013 年度  

○ ２～７コ 目 判例ゼ を行います 参加者 事前 本

資料を通読し おい く さい  

○ 時間が い場合 も 最低限 以下 最高裁判例 全文を通

読し く さい  

 剣道受講拒否事件 最判 成 8 3 月 8 日民集 50 巻 3 号 469

頁  

 児童扶養手当 奈良事件 訴訟 最判 成 14 1 月 31 日民

集 56 巻 1 号 246 頁  

 参議院議員定数訴訟 最大判 成 21 9 月 30 日民集 63 巻 7

号 1520 頁  

 

○ 余裕 あ 場合 下級審 判断 合宿要項 記載さ 参考

書 該当部分やそ ら 掲載さ 参考文献を参照し く さ

い  

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 剣道受講拒否事件 

最判 成 8 3 月 8 日民集 50 巻 3 号 469 頁  
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 全 文全 文全 文全 文

文献番文献番文献番文献番   

進級 否処 消請求 件

戸地裁 行ウ 第一

第 民 部 決

原告 林邦人

法定 理人親権者父 林哲男

林 子

原告 米村

法定 理人親権者 米村 子

原告 石和利昭

法定 理人親権者 石和和子

原告 岡本 郎

法定 理人親権者父 岡本 志

岡本玲子

原告 訴訟 理人弁護士 川 昭

坂本文

口勇

佐々木健

被告 戸 立工業高等専門学校長 村尾 信

被告訴訟 理人弁護士 俵

郎

苅 彦

草 一

坂口行洋

寺内則

川洋一

主 文主 文主 文主 文

一 原告 請求 い 棄

訴訟費用 原告 負担
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実 理由実 理由実 理由実 理由

第一 請求 趣旨

被告 原告 対 成 五日付 進級 否処 い

消

第 案 概要

被告 信教 理由 体育 剣 実 履修 絶 原告

い 体育 単 認定 原告 対 第 学 進級

否 旨 処 原告 被告 信教 信条

参 い原告 剣 実 履修 強制 履修

原告 替措置 採 課扱い 体育 単 認定 原告

原級 留置 処 信教 自由 侵害 あ

信条 当 差 禁 教育 機会均等 う 教育基本法 条

九条一項 憲法一四条 い 原告 戸 立工業高等専門学

校 戸高専 いう 学生 教育 権利や学習権

侵害 憲 法 あ 主張 各処 消 求

一 前提 実 処 存 経緯等

当 者 処 存 等 当 者間 い い

一 原告 い 成 四 一 日 戸高専 入学 記

処 当時 原告 林邦人 電気工学科 米村 応用 学科

岡本 郎 機械工学科 石和利昭 電子工学科 各第一学

籍 い 者 あ 被告 校 校長 あ

被告 成 五日 原告 対 戸高専 第 学

進級 い措置 本件処 いう

処 経緯等

一 戸高専 い 進級 認定 当 学 い

習得 い い 科目 全部 い 認定 い

必要 あ 学業成績評価 進級並 卒業 認定 関 規程

進級等認定規程 いう 一 条 科目 認定

科目担当教員 生 学習成績 学習態 出席状況等 総 評

価 試験成績 総 一 法 評価 学業成績 進級等認定規

程五条 五五 未満 場 あ 進級等認定規程 条 認

定 一科目 あ 進級 認定 い者 原級措置 学

授業科目全部 再履修 進級等認定規程一四条

休学 場 連 回原級

進級等認定規程一五条 校長 連 回原級 留 置 者 退学

退学 関 内規 戸 立工業高等専門学校学則
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学則 いう 一条 当 者間 い い 書

証番 略

戸高専 い 保健体育 単 体育 いう

全学 い 必修科目 各学 単 割 当 い

校 成 第一学 体育 課程 種目 中 剣

入 剣 い ス 第一学 前期又 期

い 実施 剣 い ス い 各期

う 七 配 配 割 第一学 体育全

体 五 セント 占 い 書証番 略 被告本人 問 結

果

原告 い エホ 証人 キ スト教信者

あ 聖書中 あ 関 限 人 対

和 求 い 彼 剣 刃 槍

打 変え 国民 国民 向 剣 彼

や戦い 学 い 教え 基 絶対的 和主義 考え

持 格 参 い 確信 い 原告 剣

実 種目 体育 授業時間 い 当初 準備運動 参

剣 実 い 武 場 自主的 見学

参

学校側 原告 保護者 対 剣 実 講 う説

得 原告 入 書証番 略

原告 林邦人 被告各本人 問 結果

四 原告 前述 う 剣 実 参

成 剣 含 第一学 体育全体 成績 い 五

五 未満 原告 林邦人 四 米村 五 岡本 郎 五

石和利昭 四四 評価 い 体育 単 認定

学校側 進級認定会議 経 原告 含 体育 認定

者 対 救 措置 剣 補講 実施 原告 講

被告 成 五日 前記規程 基 原告

第 学 進級 い旨 措置

書証番 略 被告本人 問 結果

本件 主 本件処 法審査 対象 う

本件処 行政処 う 本件処 法 う あ

前提 剣 必修 否 被告 原
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告 体育 単 認定 否 被告 原告 対

替措置 採 否 問

第 対 断

一 被告 高等専門学校 校長 学生 前 学 留置 う

前提 単 認定 う 一般 民法秩序 直接関

い教育 措置 あ 高 教育的 専門的評価 関 措置

あ 法審査 対象 本件訴え 適法 あ 主張

本件処 原告 戸高専 第一学 留 置

自体 学校 内部処 あ 原告 第一学

授業科目全部 再履修 第 学 教育

相応 い時期 利益 あ

う 利益 単 学校内部 問 い 一

般 民法秩序 直接 関 いう 処

前提 単 認定 う い 記 一科

目 単 認定 あ 本件処 直接結 あ

様 あ

本件処 一般 民法秩序 関 い教育 措置

自 的 処理 項 いえ 法審査 対象 い いう

被告 主張 採用 い

本件処 行政処 う い

被告 本件処 但 被告 原級留置処 称 い 行

政処 当 い 主張

措置 原告 前述 う 利益

原告 戸高専 い 本来 定 い 時期 第 学 教

育 権利 制約 あ 本件処 行政処 あ 解

相当 あ

本件処 法 う い

原告 被告 本件処 い う 主張

一 原告

憲法 条一項 信教 自由 保 い 戸高専 学生

又信教 自由 含 基本的人権 あ 人権 教

育 場 い い 教育基本法一条

憲法 保 信教 自由 内面的 信教 自由

信仰告白 自由 教儀式 自由 教結社 自由 伝 教 自由等 含

う 内容 信教 自由 保 権力

自由 制限 理由 い 利益
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課 い 意味 い

信仰 自由 内心 い 場 保 絶対的 あ

う 場 信仰 基 い 国法 義務 行

行 行う 否 場 法的義務 実質的 大

共 利益 え あ あ い 人 人権

制限 結果 い限 対 利益

課 信教 自由 侵害 許 い

国家行 信教的信条や信仰告白 触衝突 場 当 国家

行 憲審査基準 国家行 高 必要性 信教 自由 侵害

強行 い 必要性 実質的 共的利

益 実現 必要 決 否 替性 無 仮 国

家行 高 必要性 基 あ 目的 成

替性 い唯一 手段 否 国家行 侵害 性質

程 侵害 教 利益 要性 程 比較衡

当 教的行 自体 国民 権利 侵害 否 各要件 審

査検討 あ

本件 い 各要件 検討 あ

体育履修 目的 各種 運動 理的 実践 運動 能 高

経験 通 協力 任 態 育 強健

心身 発 生涯 通 的 運動 実践 能力 態

育 学習指 要領 あ う 目的 剣 実

強要 必然性 出 い 現 戸高専 い 成

剣 カ キュ ム 組 い あ 戸高専 工業専門

学校 工業等 術 い あ 警察学校 体育学校

い 参考 高等学校学習指 要領 い 来必修

い 格 選択制 変更 剣 実

履修 必要性 認 い

原告 信教 自由 制約 国家行 高 必要性 認

い

原告 被告 対 再 再四剣 実 否 理由 説明

剣 実 わ 替授業 実施 求 被告 一顧

因 東 大阪 良 全国 多 高専 高等学校

替措置 進級卒業 認 い 原告 剣 実 参

級 行う剣 実 見学 い あ 身体

害 理由 実 参 見学 い 人 準 評価

あ う 場 見学 実績 あ 日当 見学者 ポ ト
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提出 求 少 科目認定 差 支え い何 評価 え

通例 あ 原告 一部 者 剣 実 見学 自主的 ポ ト

作成 提出 う 領 え 被告 否

者 ポ ト 提出

替性 存

本件処 当 学 全授業科目 再履修 要求 あ 体育

外 比較的優秀 成績 単 得 科目 再履修 課 無駄

余 教育費 支出 時間 空費 いう著 い 利益 更 来春 一 理由

再 体育科目 蓋然性 原告 剣 実習 否 理由 信

教 確信 基 再 第一学 課程 履修 再 留

能性 極 大 い 高 う 連 回原級

い 定 退学 余儀 いう 利益

考え

被告 留 前提 五 う 五五 獲得 う 力

い いう 配 う 五 セント 成 電気工

学科 第一学 学業成績 五 獲得 学生 い い

獲得 い 自 信教 徹 抜

運動能力 持 主 いう 背理 あ

武 強要 原告 教信条 著 い良心

呵

剣 行わ い いう信念 エホ 証人 教え 聖書 原則

基本原理 派生 あ 信仰 要 内容 形成 い 剣

実 講 原告 信仰生活全体 帰結 あ 認

い 原告 信教 自由 全面的 否認 等 い

剣 履修 義務 教的禁 項 行わ 原告 戒

侵 要求 本件 剣 実 原告 義務

原告 対 極 大 自由 抑

原告 進級 信仰 剣 実 講

信教 自由 実践 剣 実 進級 否 いう 利益 甘

厳 い選択 迫 う あ 原告 信教 自由

根本的 侵害 い いわ い

え 本件 戸高専 措置 場 見学

い 原告 剣 実 参 い 席 扱い

体育 単 認定 信教 自由 否 あ

被告 本件処 原告 信仰 高 侵害 あ

い 原告 利益 大 い いう
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原告 剣 実 ス 剣 授業 行う

学生 当 理由 実 否 拾

いう 実 少 い 学生 身体 理由

外 理由 体育 授業 い いう 教師 申 出 例

原告 教 理由 剣 実 行わ い い 学生

原告 悪 言 う や い い 成

四 剣 実 行わ エホ 証人 学生 数 進級

学生 間 混乱や教育 弊害 生 い い う

弊害 存 い 信教 理由 格 い学生 生

対 救 策 実施 い 高等学校 高等専門学校 い いえ

あ

戸高専 い 剣 履修 強制 高 必要

性 剣 目的 成 能 あ 本

件処 侵害 教 利益 大 あ 原告 剣 実

履修 国民 権利 何 侵害 い あ

い 本件処 憲 いう あ

一般論 教育機関 い あ 科目 単 認定

う 担当者 極 専門的 教育的 価値 断 属 行 あ

専門的 教育的 領域 い 裁 権 認 裁

権 行使 逸脱又 濫用 あ 認 単 認定

法 裁 権 制約 最大 憲法 規定 あ 行政行 一

般 憲審査 本来 法 行政 原理 法審査 方法 い

限界 あ 行政裁 論 優先 あ 憲審査 行政

裁 属 い

戸高専 い 成 四 体育科目 中 剣 入

エホ 証人 学生 本校 多数入学 来 懸

念 抱い い 被告 剣 体育科目 採 入 エホ

証人 学生 原告 戸高専 排除 う 企 あ い 排除

方 望 い あ 認識 想通 原告

剣 実 履修 や 表面 繰 返 説得活動 い

原告 聖書 教え 遵 翻意 望 い いう

知悉 原告 替措置 求 声 対 校

広 行わ い 替授業 眼中 易 原告 体育

科目 い 獲得 い状況 作出 結果剣 実 未了

いう 作 比 余 均衡 留 処 あ

被告 え 裁 権 著 い逸脱濫用 いわ 得 い

被告
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戸高専 剣 授業 学校教育法 法施行規則

い 高等専門学校設置基準 高等学校学習指 要領 参考 体育 授

業 一種目 入 あ う 高等学校

い 必修 あ 格 種目 選択 健全 スポ

大多数 一般国民 広 入 い 剣 体育 授業 中 一

種目 行う 決定 戸高専 措置 何 裁 権 逸脱 濫用

い

原告 信教 理由 格 否 い いう

剣 体育 内容 敏捷性 巧 性 育成 瞬発力 育

成 持久力 育成 い姿勢 育成 身体的 側面 気力 育成

中力 決断力 育成 礼儀 育成 自主的精 育成 社会的態 発

側面 優 体育効果 持 格 類 い

竹刀 使 行うスポ あ 剣 日本刀 使用

武 考え い 者 い い 戦闘 個人装備

武器 銃 あ 個人間 格闘 あ 柔 や ス ン

手 用 武 あ

う 剣 原告 信教 基 い う評価 原告

自由 あ う 評価 一般 通用 い あ 前記高

等学校学習指 要領等 体育 内容 相当 剣 挙

剣 体育 内容 相当 あ 認知

い いう

教育 行 い 被告 対 原告 特定 信教 押 教育

あ 方 曲 許 い

剣 授業 教的 無色 行 あ 行う

憲法 条 項 教 行 参 強制 教教育 教的活

動 行う い いう い

原告 信教 剣 う評価 自由 あ 原告

信教 理由 剣 授業 体育 授業

総 評価 い 所定 数 進級 あ 被告

原告 進級 う誠意 再 説得 試 原告 信

教 自由 い

原告 対 措置 信教 自由 保 憲法 条

全 理由 い

逆 原告 信教 理由 授業 特 扱い

教育 行 い 被告 学生 信条 差 扱い

憲法一四条 教育基本法九条 項

原告 信教 自由 関 考え方 基本的 信教 自由
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う 場面 い 全 制約 い 誤 前提 立 あ

確 信教 自由 内心 い 限 何 制約

い あ 信教 自由 外部 表出 何 行動

伴う う 人 人権や諸種 義務等 緊張 衝突関 生

あ 程 制約 当然 定 い

あ 制約 基本的人権 内 制約 あ 日本国憲

法一 条 又 国民 憲法 国民 保 自由 権

利 濫用 い あ ，常 共 福祉 利用

任 負う 規定 一 条 生 自由 福追

対 国民 権利 い 共 福祉 い限 立法

国政 最大 必要 規定 い 明

あ

本件 場 い 原告 う 教 信仰 全

自由 あ 被告 原告 対 エホ 証人 信者 あ

う 強制 い わ 剣 授業 講 強制

い 学校 勉学 単 得 進級 い

あ 剣 授業 講 否

発生 効果 わ 講 否 部 い

学業成績 評価 いう 利益 当然自 任 い

負担 筋 い あ 要 原告 主張 信教 自由 根

拠 何 許 いう 到底 入 い極 偏 議

論 あ

戸高専 地方 共団体 設置 学校 あ 教

育 行わ 高等専門学校 深 専門 学芸 教授 職業

必要 能力 育成 目的 義務教育 い

学校教育 性質 定 算 定数 教職員

現行法制 編成 教育課程 団的教育 行 い

あ 考慮 必要 あ

戸高専 義務教育 実施 い 学生 授業 い

自由 進級 い自由 退学 自由 い 方 被告 学生 対

授業 い 授業科目 履修 い 到 十 評価

者 単 認定 い措置 進級 認定 い措置 学校教育法施行規

則一 条 項各 当 学生 対 退学処 権限 い

原告 信教 理由 特定授業 講 否 自由 あ

結果 現行法制 単 認定 進級 認定 結果 招来

や 得 い結果 あ 教育 機会 え

原告 否 あ 原告 負う あ
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原告 替措置 講 主張 被告

理由 応 わ い い

原告 信教 理由 特 扱う 立学校 い 信教

理由 学生 差 扱い 逆 等 扱い 原則や 教教育

禁 精 結果

替措置 講 算 教員数 関 困 あ

個人的理由 替措置 認 学生

場 替措置 認 いう要求 生 結果

体育 体 動 教育効果 授業 あ

病気 い ポ ト え い

明白 現実 教員 指 説得 わ い学生 対 学生 様

単 認定 学生全体 対 規 維持

教育 一定 規 効果 得 あ 団教育 中

規 無視 教育 効果

原告 教 寛容 いう 現 法制 立学校

戸高専 原告 対 既 述 理由 単 認定 い

や 得 い措置 あ

逆 原告 立学校 団教育 場 指 否 悪例 学生

示 戸高専 秩序 教育効果 悪影響 え い 省

い

被告 対 辛抱強 再 誠意 説得 補講 用意

原告 規 対 何 懲戒処 行 い い

被告 寛容 態 表 いう あ

学 制 採 い 戸高専 い 学生 進級 学生

当 学 い 習得 項 習得 認定 場 認

あ う 成績 評価 関連 断 高 術的 教

育的 断 あ 断 直接教育 携わ い 教育的

術的 裁 任 い 解 相当 あ

校長 進級 否処 進級 要件 無 断 全

実 根拠 基 い 認 場 あ あ い 教育的 見

地 社会観念 著 妥当 断権者 任 裁 範 超

え 認 場 除 断権者 裁 任 い 解

相当 あ 原告 主張 諸要素 処

い 校長 裁 権 逸脱又 濫用 あ う 断 諸要素 一部

考慮 相当 あ

剣 必修 定 い
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一 原告 信教 信念 格 実習 参

い 確信 い 原告 対 被告 格 実習 参 強制

原告 信教 自由 侵害 主張

憲法 条 規定 い 信教 自由 基本的 人権 内心

限 保 絶対的 いわ い

本件 う 基 い 法的義務や社会生活 義務

履行 絶 外形的行 社会生活 関連 場

教 対 中立的 一般的法義務 必要最 限 制約 免

い いう い

戸高専 原告 対 剣 実 履修 求 校

い 体育 必修 い 体育 い 一 時 履修

種目 剣 選択 い あ 戸高専

う 根拠 基 い 学生 対 剣 実 必修 課

い い 検討

証拠 戸高専 授業科目 単 数 い

各 実 認

高等専門学校 い 高等専門学校 所轄 文部大臣 学校

教育法七 条 一 四条 教育課程 大綱 高等専門学校

設置基準 設置基準 いう 定 い 高等学校

学習指 要領 相当 存 各高等専門学校 具体

的 展開 い 参考 昭和四 行政指 いう形

示 高等専門学校教育課程 標準 教育課程 標準 い

う 昭和五一 七 七日 出 高等専門学校 設置基準

学校教育法施行規則 一部 改 省 い いう文部省大学局長

通 併 通 等 いう あ い

設置基準 い 授業科目 列挙 い 体育 種目中 柔 剣

等 格 掲 い い 採用 対 程

数 割 当 定 規程 設置基準 教育

課程 標準や大学局長通 中 存 い 書証番 略 被告本

人 問 結果

戸高専 い 剣 実施 検討 い 舞

子 校舎 武 場 備 い 昭和 武

場 設備 計画 あ 成元 剣 授業 行わ

い 戸高専 成 前 舞子 学園都 新校

舎 移転 新校舎 武 場 備 剣 授業

能 体育 一種目 剣 実 実施

証拠番 略 被告本人 問 結果
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戸高専 武 場 実施計画 着手 昭和 降 入

試説明会 い 新校舎移転 格 実施 明 被告

阪 間 各中学校 学校紹介等 訪問 説明

成 校 学生募 入学願書類

剣 授業 実施 掲載 書証番 略

実 第一 高等専門学校 い 一般科目

体育 必修 設置基準 基 あ 本件高専 い

体育 必修 設置基準 認

い 特 法 当 窺う い

四 体育 種目 剣 選択 法

否 必修科目 あ 体育 授業 教育内容 う

い 教師 完全 自由 認 い いう い

方 教育的 見地 専門的価値 断 必要 行 あ 一定

範 内 教師側 裁 認 否定 い

前記認定 実 高等専門学校 い 体育 種目

何 採用 採用 種目 対 程 数 割 当

い 各高等専門学校 自主的 断 委 い 解

五 対 学校教育法四 条 法施行規則 基 い 文部大臣

告示 現行 昭和五 高等学校学習指 要領 現行要領

いう い 格 主 男子 各学 一 選 指

規定 現行 高等学校学習指 要領 特例

い 成元 高等学校学習指 要領 新要領 い

う 種目 選択 武 ダンス 含 う

規定 現行要領 新要領 い 格 武 種目

剣 規定 い 書証番 略

う 高等専門学校 高等学校 間 い 履修

教育課程 内容等 文部大臣 指針 差 見 普通教育

行う高等学校 対 設置 歴 新 科学 術 絶え

い進展 常 入 い い高等専門学校 教育課程

い 具体的 細 指 要領 変 定

大綱 示 中 各学校 時 応 適 指 行う

う 高等専門学校教育 充実 う あ

考え う 文部省 指針 差 見

体育等 一般科目 い 高等学校 高等専門学校 間 期中等

教育 普通教育 行う いう 共通 考え

内容面 い 高等学校 学習指 要領 定 い 高
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等専門学校 い 参考 決 誤 い

七 前述 高等学校 い 格 武 選択

定 い うえ 剣 自体 教 全 関 い性格

健全 スポ 大多数 一般国民 広い支持 得 い

知 実 あ 剣 文部大臣 示 教育課程 標準

参考 必修科目 戸高専 措置自体 何 裁 権 逸脱

認 い

原告 現行要領 格 必修 い 新要領 必

修科目 い 扱い う 改 十 留意

あ 主張 高等学校学習指 要領 高等専門

学校 い 参考 誤 い いう い あ

高等専門学校 い 高等学校学習指 要領 変更内容

入 い 措置 直 法 い

前記認定 実 戸高専 い 来 剣

授業 行わ 成 新 採用 あ

戸高専 い 剣 入 意思 あ 剣 場

行う 武 場 あ 新校舎 移転

剣 授業 能 あ エホ

証人 嫌悪 特 剣 必修 いう エホ

証人 嫌悪 認 う 特段 情 窺う い

戸高専 い 必修科目 体育 種目 剣 選択 裁 権

逸脱又 濫用 あ いう い

体育 単 認定 い

一 本件 い 前述 原告 体育 単 認定

本件処 要 要件 い

原告 信 エホ 証人 教義 格

スポ 許容 え学校 体育 種目

参 い 考え 剣 授業 準備体操 参

剣 実 参 武 場 自主的 見学 い 結果

第一学 体育 単 認定 あ

高等専門学校 教育課程 い あ 科目 い 単 認

定 う 教科担当者 極 専門的 教育的 価値 断 属

行 あ 見地 担当者 相当 広い裁 権 認 い

解 裁 権 行使 逸脱又 濫用 あ 認

単 認定 法 いう い

体育 単 認定 関 格 実習 参 理由

教 信条 基 場 特 扱い 通常 参 様
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扱い 裁 権 逸脱又 濫用 当 いえ う 問

証拠 戸高専 体育 成績 評価方法 原告

体育 成績等 い 各 実 認

戸高専 い 体育 授業 四人 体育担当教員

担 実施 い 学業成績 評価 体育担当教

員 委 い 均 七 前 う 教員間 統一

い 書証番 略 被告本人 問 結果

校 い 体育 学習成績 評価方法 実施 全

種目 い 格 体育 単 認定 い いう評価

方法 採 素 講態 考慮 入 うえ 全種目 計

格 い 体育 単 認定 総 評価方式 採用 い

校 い 剣 講 種目 力

格 能 あ 書証番 略 被告本人

問 結果

原告 授業時間当初 準備運動 参

教員 剣 スポ 一種 あ いう説得 わ

剣 実 参 自主的 場内 見学 体育担当教員

説得 中 剣 実 履修 単 認定 い いう趣旨

強い口調 あ

体育担当教員 一時限目 出席 扱い 行 準

備運動 い 五 評価 え 時限目 席 扱 書証

番 略 原告 林邦人 被告各本人 問 結果

戸高専 成 一 生 う 剣 講 否

学生 一五人い う 一 人 体育 格 得 書

証番 略 被告本人 問 結果

実 総 原告 自己 信教 信条

剣 実習 参 い いう立場 置

剣 実 講 体育 単 認定 いう

戸高専 原告 対 剣 実 履修 求 格

禁 教義 行動 求 実 様 結果

原告 信教 自由 一定 制約 否定 い

原告 実習 参 い い 準備体操 一緒 行

い 自主的 あ 剣 実 見学 い 剣

実 参 断 体育全体 数 足 体育 単

認定 結果 進級 え 退学処
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能性 あ いう 大 結果 発生 い いう

四 前述 剣 履修義務自体 何 教的意味 持

信教 自由 制約 いうえ 戸高専 体

育科目 担当者 体育 成績 評価 当 剣 実 参

否 いう理由 直 体育 単 認定 わ

剣 実 参 否 剣 い 準備体操 い

五 第一学 全体 五 評価 現実 参 い い剣

実 い 評価 一 間 授業や試験 基

体育 数 計 五五 総 評価 結果 体育 単 認

定 いう い う 体育担当者 現実 参

剣 実 い 評価 いう

い 剣 実 講 否 対 利益 課 評価

い

被告 必修種目 原告 履修 求 由来

現 い 健全 スポ 大多数 一般国民 広い支持

得 い 剣 あ 兵役又 苦役 求 う 場

比 信教 自由 対 制約 性質 全 異 あ

制約 程 極 い いわ 得 い

戸高専 い 単 認定 方法 総 評価方式 採 い

原告 戸高専 い 第一学 定 い 種目

割 当 数 計 五 あ い 約 割 数

獲得 単 認定 あ

容易 い 決 能 現 成

い 第一学 剣 実 講 絶 一五人 う

当 一 人 体育 単 得 一五人 う 成

剣 実 講 絶 体育 単 認定 第一学 原級留置

学生 原告 含 五人い う 人 剣 実 講

否 わ 体育 単 認定 い 認

被告 措置 原告 信教 自由 え 制約 程 高

いわ い いう

五 原告 戸高専 い 体育 当 い 授業時間 全部

時間 あ う 剣 講義 行わ 時間 成 一

時間 時間 あ う 剣 関 講義 準備運動

原告 参 い あ 被告 措置 処 利益措

置 余 ンス 主張 あ 剣 授業

現実 何時間行わ 授業 行わ 曜日 祭日 関 や学校行

関 異 あ 現実 授業時間 配 割 異

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

い い 間 ンス いう 独立

意味 持 い準備運動や剣 講義 い 時間数 相当 評価

い い ンス いう い

原告 教 いう 者 自己 拠 立

基盤 生存 匹 要性 あ 教的信

条 行 行わ 信仰者 堪え い苦痛

過去 歴 教的信条 行 死 甘

人々 い あ う 何

い いう 教的信条 様 教的信条 程 者 理解

い あ う い 人々 感 尺 当 行

普通 行わ い 教的信条 あ い いう

い い う 教 少数派 多数派 考え

や社会通念 い 社会常識 わ い

憲法 保 信教 自由 日本 い い

い許 い 主張

本件 原告 内心 自由 あ 信仰心 問 い

学校 いう一 社会 い 原告 教的信条 基

行 者 行 調 問 い 教的信条 基

行 自由 社会生活 権利 内 制約 免 い あ

原告 主張 理由 い

逆 剣 実 参 い い わ 信教

自由 理由 参 様 評価 又 剣

五 基準 評価 教 理由 基 い

利 扱い 信教 自由 一内容 生 消極

的 信教 自由 緊張関 生 教育 要求 い

教的中立性 損 い い 政教 原則 抵触

い 教育基本法九条一項 定 教 関 寛容等 あ

教的中立性 前提 あ 教 教育 理由 対 絶対優

先 地 認 い

原告 剣 数 い 剣 実 行 学生

剣 均 え 剣 実 行 学生 う 最

人 剣 数 え 主張 い

剣 実 席扱い 避 替措置 少

単 認定 能 最 え 主張 い

う 措置 剣 苦 わ い 教

い 無 教 学生 比較 利 わ い 主張

通常 行わ い特 扱い 単 認定 あ
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自体 利 扱い あ 否定 い

原告 政教 原則 いわゆ 制 的保 規定

あ 間接的 信教 自由 保 確保 う あ 国家

教的 中立 あ 要求 国家 教 完全 実

能 近 え 社会生活 各方面 理 態 生

い 国家 教 わ あい 持 全 許 い

教 わ い 行 目的 効果 鑑

わ い わ 国 社会的 文 的諸条件 照 相当

限 超え 認 場 許 い 解

あ 憲法 条 項 いう 教的活動 目的 当 行

行わ 場所 当 行 対 一般人 え 効果 影響等 諸般

情 考慮 社会通念 観的 断 教的意義 持 評価

効果 教 対 援 長 進又 迫 う

行 限 解 信教 理由 基 い 剣 実

参 否 原告 体育 数 い 剣 実 参 い い

わ 参 様 評価 又 剣

五 基準 評価 目的 原告 信教 自

由 擁護 戸高専 体育 設置目的 適う あ

的 得 措置 いう 効果 原告 信教 援 長

進 又 学校 迫 え 認 い 政教

原則 い 主張

確 原告 体育 単 認定 自体 教的意義 持 わ

戸高専 原告 体育 単 認定 剣 実 履修

準 評価 直 政教 原則

わ い 原告 主張 あ 原告

信 教 根 部 実践 剣 実 履修 否 い

わ 履修 準 評価 ， 教 実践

力 い いう評価 あ 自然 いう 政教 原

則 緊張関 あ 否定 い 仮 講 い い

剣 実 対 履修 準 評価 政教 原則

い 評価 い 逆 う 政教 原則

緊張関 あ 行 義務付 いう

緊張関 回避 う 行 い 裁 権

逸脱又 濫用 あ いう い

原告 本件 教 良心 世俗的義務 衝突 いう

良心的兵役 否 国家 徴兵制 関 類似 国家 存立 関わ 基

本的 義務 あ 国防 兵役義務 教 理由 免除 場
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政教 い い い あ 必要性 乏 い格

履修 い 教 良心 履修 い原告 特 配慮

政教 原則 い 主張

兵役義務 高等専門学校 剣 履修義務 様

相当 い 前 述 あ 良心的兵役 否 場

兵役義務 履行 強制 い いう 対 本件 場

剣 履修 履行 免 わ 剣 実 履

行 準 評価 う いう 求 い あ

比較 相当 例 いう い

七 必修科目 あ 剣 実 履修 わ

剣 実 い 数 え 学校側 い 履修 絶

教 理由 基 う 断 う

必然的 教育機関 あ 高等専門学校 教 内容 深 わ

教育 教的中立性 触 あ

原告 教 個人 究極的関心 わ 心情 体験 定

義 教 う 断 高等専門学校 行う 排除 あ

主張 う 教 定義 個人 内面 深 立

入 心情 妥協 許 い う 断 学校側

う 見解 採用 い

う 原告 信教 自由 対 制約 必要や

得 い あ 認 被告 原告 体育 単

認定 措置 裁 権 逸脱 認 い

替措置等 い

一 原告 戸高専 教務内規 い 学習成績 学習態

出席状況等 総 評価 科目担当教員 必要

応 ポ ト 等 成績 試験成績 え

教育的配慮 生 柔軟 対応 採 う い

信教 理由 剣 実 履修 い原告 剣 履修

体育 単 認定 体育担当教員 活用 い態 一

示 法 あ 主張

証拠 格 対 替措置等 い 各 実 認

原告 保護者 再 わ 格 外 替種目 履修又

ポ ト 提出等 替措置 実施 戸高専 申入 校 剣

実 補講 実施 原告 参 う 替措置 採

原告 自主的 提出 剣 ポ ト 領 書証

番 略 原告本人 問 結果
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戸高専 病気 身体 理由 体育実 参

い場 見学や ポ ト提出 体育 単 認定

経緯 あ 被告本人 問 結果

全国 高等学校や高等専門学校 中 教 理由等 基 い

格 参 者 い 見学 ポ ト ンニン 又 サ

キ トト ニン 等 替措置 実施 体育 単 認定

少 存 学校 い 参 格 や 替

措置 い う 評価 単 認定 必 明

い 書証番 略

う 替措置 前述 う

剣 参 い い わ 参 準 扱う 様

信教 自由 理由 利 扱い あ 替措置 実施 全

確保等 人員や 算 確保 必要 替措置

い限 法 あ いう い

前記認定 実 戸高専 い 身体 理由 体育実

参 学生 見学等 単 認定 信教 理由

参 場 様 扱い 問 身体

理由 体育実 参 参

い場 う い場 異 扱い 理的理由 基

いう

格 替措置 実施 体育 単 認定 校 い

替措置 対 う 評価 必 明 い

校 措置 直 参考 い

う 被告 原告 対 替措置 採

法 あ いう い

本件処 法性 い

一 本件処 裁 権 逸脱又 濫用 あ う い

検討

証拠 書証番 略 被告本人 問 結果 本件処 い

前記認定 実 各 実 認

戸高専 成 学 成績評価 結果 原告 含

剣 講 否者 体育 授業科目 単 認定 原告

体育 総 評価 評 格 未満 あ 成 一四

日 開催 第一 進級認定会議 い 剣 講 否者 対 剣

補講 実施 決定

剣 授業 補講 成 一 日 一九日 実施

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

剣 実 履修 否 う 一 参 原告 含 残

五 参

成 日 第 進級認定会議 開催 補講

一 進級 補講 体育 単 認定 原告

含 五 進級 認定 い 結果 被告 原告

第 学 進級 認定 決定

前述 戸高専 い 被告 裁 権 行使 基

準 定 内規 あ 被告 進級 認定 一科目 認

定 科目 あ い い 内規自身 特段 法

認 い 被告 内規 定 手 い わ

進級認定会議 開催 原告 体育 単 認定 い 慎 手

うえ 原告 体育 単 認定 単 認定 体

育担当教員 定 相当 あ 確認 うえ 本件進級 否処

あ 被告 処 裁 権 逸脱又 濫用 認

本件進級 否処 何 法 い

原告 戸高専 い 進級 卒業 認定 進級 卒業

認定会議 審議 経 校長 決定 学校 教育 必要

あ 認 学生 対 懲戒 え 規定

進級 否 退学処 い 校長 権限 い 進級 卒業 認

定あ い 退学処 学校内規等 機械的 処理 避 具体

的 案 学生 学習権 侵害 い う 校長 教員 慎

検討 委 最終的 任 権限 校長 求 趣旨 あ

被告 学則 い 規定 いう学校側 管理必要 一方的 定

い 原告 対 漫然 機械的 適用 明 裁 権

逸脱 あ 旨主張

被告 規定 漫然 適用 問

慎 検討 回 わ 進級認定会議 開催 教員

意見 約 十 審議 うえ 本件処 あ

漫然 処 いう原告 主張 理由 い 剣 否

対 優遇措置 場 学生間 広 感や動揺

決 軽微 いう 本件処 要考慮 項 考慮

いう い

四 戸高専 義務教育 行う学校 い 原告

自 自由意思 入学 あ 入学 戸高専 存立

活動等 保護 内部規 原告 権利 一定 制約

や 得 い いう 前記認定 実
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被告 入学 説明等 原告 含 験希望者 対 成

剣 必修 周知 措置 原告

知 うえ入学 あ 体育 単 認定 関 原告

信教 自由 対 利益 程 い いう

原告 高専 高等学校 教育 法 義務教育 い

進学率 九五 セント 超え 国民 ベ 普通教育 い

原告 高専 入学 い自由 行使 求 当 あ

原告 入学前 戸高専 剣 い 知 い いう

体育 科目 剣 採 入 あ 信教 理由 あ

剣 実 否 許 種目や見学 ポ ト提出等 替措置

認 実 い 剣 評価 う いう

教的 寛容 教育的無配慮 直面 考え い

あ 剣 実 採 入 知 い 制約 程

い いう い 主張

述 戸高専 い 剣 必修 周

知 措置 採 単 認定 学校側 幅広い裁

認 入学 学校側 配慮 う 期待 持 い

いう 直接意味 い 原告 主張 採用

い

五 総 必修科目 あ 体育 種目 剣 採用

評価 割 定 等 指 要領 大綱 示 中

各学校 時 応 適 指 行う う

高等専門学校教育 充実 う 趣旨 う あ

趣旨 徹 原告 信教 自由 前記 利益 比 著 い

均衡 あ いう い

あ 原告 対 ポ ト 替措置 講

行 一連 被告 措置 い 行 原告 信教 自由

あ 程 制約 否定 い 信教 自由全体 特 教育

教的中立 要請 見 決 許容 い措置 あ いう

いえ い

等原則 い

前述 被告 原告 信条 特 扱い

あ う 特 扱い 理性 いわ い

本件処 等原則 いう い

教育 権利 い

原告 原告 学生 憲法 条や教育基本法 条 基 教育

権利， 信教 自由 含 精 的自由 人権 十
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うえ 等 教育 評価 進級 各学 教育

いう内容 持 学習権 認 い 被告 替

種目 履修 認 本件処 学習権 侵害 主張

確 憲法 条 子供 学習権 規定 い 原告 主張

あ 教育 権利 充足 う 立場 あ 者 務

解

教育内容 誰 う 決定 当然

出 わ 高等専門学校 教育内容 前述

国 定 大綱 教師 裁 的 決定 あ

戸高専 い 裁 権 逸脱 濫用 教育内容

適 決定 運用 い あ 利益 生

学習権 侵害 いう い

被告 エホ 証人 多数 入学 懸念 い 認 又 推認

足 証拠 本件処 法 あ 窺わ 足

証拠 い

第四 結論

原告 本訴請求 い 理由 い 棄 訴訟

費用 負担 行政 件訴訟法七条 民訴法九 条一項本文 九条 適

用 主文 決

裁 長裁 忠 裁 孝義 裁 川和郎

 

Ｘ／ インターネットに関する知的所有権そ 他一切 権利 株式会社Ｔ および情報提供者に帰属します。
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 全 文全 文全 文全 文

文献番文献番文献番文献番   

進 拒否処 消請求 訴 件 退学命 処 等 消請求 訴 件

大阪高裁 五 行コ 第 五 五 行コ 第

第 民 部 決

訴人 林 郎

右法定 理人親権者父 林哲男

林 子

右訴訟 理人弁護士 川 昭 坂 文 口勇

被 訴人 神戸 立 業高等専門学校長 信

右訴訟 理人弁護士 俵 郎 苅 彦 草 坂口行洋

寺内則雄 川洋

主 文主 文主 文主 文

第 五 件

原 決 消

被 訴人 訴人 対 成 五日付 訴人 第 学 進

い 処 消

第 件

原 決 消

被 訴人 訴人 対 成四 日付 訴人 第 学 進

い 処 消

被 訴人 訴人 対 成四 七日付 退学命 処 消

訴訟費用

訴訟費用 第 審 被 訴人 負担

実実実実

第 当 者 求 裁

訴 趣

主文
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訴 趣 対 答弁

件 訴 い 棄

訴費用 被 訴人 負担

第 当 者 主張

請求原因

当 者

訴人 成 四 〇日 神戸 立 業高等専門学校 神

戸高専 いう 入学 電気 学科 籍 い 者 あ 被 訴

人 神戸高専 校長 あ

処

被 訴人 成 五日 訴人 対 訴人 第 学

進 い 処 件第 進 拒否処 いう

被 訴人 成四 日 訴人 対 訴人 第 学

進 い 処 件第 進 拒否処 いう

被 訴人 成四 七日 訴人 対 日

神戸高専 退学 命 処 件退学命 処 い

う

件各処 法性

神戸高専 学生 進 認定 進 認定会議 審議 経 校長

決定 認定基準 進

当 学 い 修得 科目 認定 い 校長

連 回原 留 置 学生 対 退学 命

い

神戸高専 学業成績 各科目 〇〇 満 評価

五五 満 当 科目 認定 保健体育科目 全学

い 必修科目 い

訴人 成績通知表 訴人 最初 第 学 保健体育科

目 成績 四 あ 件第 進 拒否処 履修 第 回目

第 学 保健体育科目 成績 四 あ い 体育科目 認

定

右最初 第 学 保健体育科目 配 五 セント 当 部

剣 占 い 右保健体育科目 成績 訴人 剣 実 参

拒 断 ，剣 実 準備運動 参 除い 剣

成績評価 零 あ 第 回目 第 学 保健体育科目

前期 剣 水泳 期 球 等 あ 右前期 配 割 剣
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七 水泳 剣 準備運動 配転 右剣 配 四

あ 訴人 や 剣 実 参 拒 断 右

前期 成績 期 成績 七〇 評価 均四

あ

訴人 エホ 証人 あ キ スト教信者 あ 聖書

中 教え 基 あ ゆ 格闘 防御用 いわ あ 攻撃

用い あ 武力 頼 最善 方法 い 聖書 自

衛手段 全 禁 い い 自衛手段 行使 前 十 注

意 払 危険 態 遭遇 い う配慮 方 適 あ

信条 持 訴人 信仰 幹部 あ 訴人

信教 理 格闘 当 考え 剣 実 参

拒否 あ

四 訴人 う 剣 実 参 拒否 準備運動

行い 武 場 他 学生 剣 実 見学 い

担当教授 対 再 参 理 説明 終始 剣 実 参

わ 措置 替措置 いう 履修 出あ い

ポ ト 提出 願い出 全 聞 入 自主的 作成

提出 う 領 拒否

五 件各処 憲法 〇条 条 四条 各保 規定及び教育基

法 条 法 あ

わ 神戸高専 立 五 制 業高等専門学校 あ 文部

省 告示 学習指 要領 い 第 学 高等学校指 要領

運営 右指 要領 体育履修 目的 各種

運動 理的 実践 運動 能 高 経験 通

協力 責任 態 育 強健 心身 生涯

通 的 運動 実践 能力 態 育 あ 体

育学校 異 神戸高専 い 訴人 剣 実 参 強い 必

然性 い 高 必要性 神戸高専 身体 理

体育実 い学生 対 見学等 替措置 認 評 い

訴人 前述 う 替授業 実施 求 ポ ト 提出

出 対 被 訴人 顧 訴人 神戸高

専 剣 保健体育科目 採用 批 い わ 訴

人 剣 実 参 神戸高専 教育秩序 混乱

考え い 現 混乱 い い 他方 神戸高専 い

訴人 進 卒業 果 剣 実 履修

訴人 前記信仰 幹部 抵触 入

い あ 訴人 剣 実 履修 義務 訴
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人 棄教 迫 あ 憲法 保 信教 自 侵 等原

則 あ

訴人 学生 憲法 条 教育基 法 条 基 神

戸高専 い 教育 権利 神戸高専 訴人 学習

権 保 訴人 対 信教 自 含 精神的自 十 尊

等 教育 評価 行 各学 学習

い 自己 信条 剣 実 行え い

他 学習 機会 求 訴人 対 替授業 履修 認

課扱い 保健体育科目 評価 被 訴人 訴人

わ 原 留 置い 訴人 対 件退学命 処

訴人 神戸高専 い 教育 権利 学習権 侵

あ 信条 教育 当 差 禁 教育 機会均等

謳 教育基 法 条 法 あ

件各処 い 被 訴人 裁 権 逸脱 あ

前述 う 進 認定及び退学 処 進 認定会議等 審議 経

校長 あ 被 訴人 権限 い 右各処 被 訴

人 教育裁 目的 学校内規等 機械的 適用 学生 精神的

自 や学習権 最大限保 あ 被 訴人

訴人 剣 実 参 いう 実 回 件各

進 拒否処 行い 成 成績 単 得 認定 保健体育

数 え 均 九〇 あ 訴人 学力劣等

成業 見込 い者 当 い 明 あ わ

回 進 認定者 退学 いう内規 機械的 適用 訴人

対 件退学命 処 あ 被 訴人 教育的裁

大 逸脱 件各処 あ

訴人 被 訴人 対 件各処 消 求

被 訴人 案前 主張

件各進 拒否処 法審査

高等専門学校 深 専門 学芸 教授 職業 必要 能力 育成

目的 授業科目 単 認定 担当教授 評価 基礎

最終的 校長 行う い う 単 認定 学生

当 授業科目 履修 履修効果 相当程 確認 教育

措置 あ 当然 般 民法秩序 直接 関

い 右単 認定 高 教育的 専門的 断 伴う あ

被 訴人 行 件各進 拒否処 法審査 対象 え

い
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件各進 拒否処 行 処 性

被 訴人 訴人 対 第 回目 進 い 口頭 告知

い 訴人 第 回目 進 体育 単 認

定 伴う教育 措置 あ 被 訴人 行 処 存

い 被 訴人 成四 日 進 認定会議 経

訴人 第 学 進 い決定 定 い 神戸高専 学

業成績評価及び進 並び 卒業 認定 関 規程 進 等規程

いう 五条 休学 場 連 回原

い 規定 い 被 訴人 右進 い決定

訴人 対 件退学命 処 前提 意味 決

定 訴人 権利義務 直接形成 又 範 確定

い 件第 進 拒否処 行 処 いえ い

請求原因 対 認否

請求原因 当 者 実 認

処 実 否認 実 認

件各処 法性 実 認

実 う 体育科目 う 剣 種目 配 〇〇 中

五 あ 訴人 最初 第 学 体育科目 成績 四

あ 第 回目 第 学 体育科目 成績 四 あ い 体

育科目 認定 訴人 剣 実 前 準備運動 〇

間 行 剣 実 講 拒 認

実 知 い

四 実 う 訴人 剣 実 講拒否 対 替措置

及び ポ ト提出 認 認

五 実 う

四 件各処 適法性

教育課程 編成 単 認定及び進

文部省 高等専門学校教育課程 標準 高専教

課標準 いう 示 い 文部省大学局長通 高等専門学校設

置基準及び学校教育法施行規則 部 改 省 い 昭和五

七 七日文大 第 五五 高等専門学校 教育課程 編成

い 各学校 自主性 尊 創意 十 活

時 教育課程 編成や授業科目 内容 検討 右高専教

課標準 参考 適当 あ う い

右高専教課標準 体育科目 目標 自己 体力 応

自主的 各種 運動練習 適 行う能力 態 養い 体力 向
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健全 精神 養う 各種運動 い 科学的 理解 基

理的 練習方法 運動 能 高 生活 体

育 意義 い 理解 深 社会生活 健全 豊 能力 態

養う 運動 競 や共 経験 通 態 養い

自己 最善 相互 協力 精神 養い社会生活 望 い

行動 身 科目内容 手体操 器

械運動 陸 競 格 柔 剣 弓 う ス ン 球

水泳 スキ ス ト 体育理論 挙 い

神戸高専 所管 神戸 教育委員会 神戸 立 業高等専門学

校学則 昭和 教育委員会規則 〇 制定 第四章教育課

程等 い 保健体育 必修科目 単 数 各学 単

い

進 等規程 学業成績 〇〇 法 評価 五五

満 認定 当 学 い 修得 科目 認定 あ 者 進

認定 い 休学 場 連 回原

い 規定 校 退学 関 内規

退学内規 いう 連 回原 留 置 者 退学処

対象者 規定 い

剣 授業

保健体育 授業科目 編成 前記 各学 単 単

神戸高専 自主性 委 い 神戸高専 体育

授業 種 剣 採用 剣 前述 う 高等学校

必修 い 格 種目 あ 健全 スポ 大多数 般国

民 広 入 い あ

剣 授業 場 広 担当 教員 数 第 学 前期

履修 ス 期 履修 ス 実施 授業 五〇

単 必要単 単 あ 〇〇 授業 行い 授業 初

〇 間 準備体操 行 前期 期 通 体育 授業内容

大 剣 水泳 球 他 あ

剣 授業 実施 入学前 周知

神戸高専 昭和 校 験 生 存学 中学校

校長 進学担当教員 生 保護者 対 神戸高専 成

体育科目 剣 授業 行う 機会あ 説明 成

学生募集入学願書類 入学案内 教育課程 注 武 館 新設 伴

い 格 体育授業 入 記載 訴人 成 格

者 格 表時 渡 入学 指定教 器具 覧表 剣

面 記載 訴人 格者招集日 保護者 校
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剣 面 購入 い 右 格者招集日 訴人 学生便

覧 配付 神戸高専 前期学則や進 等規程 載

い 訴人 保護者 入学 学中 高等専門学

校教育 体 学則 他 諸規則 誓約 い

う 訴人 神戸高専 い 剣 授業 あ 知

験 入学 許可 人 自 意思 義務教育 い神戸高専

入学 者 あ 訴人 神戸高専 成績評価方法 基 い 評

価 進 行わ 異議 いえ い 学関 設定 い

あ

成績評価 訴人 履修状況

進 等規程 成績 評価 学習成績 試験成績 総 学期

行う 学習成績 学習態 出席状況等 総 評価 学 成績

評価 各学期 成績 総 行う い 保健体育科目 配

〇〇 う 剣 配 五 あ 体育 授業 四人 教員 担

当 学習成績評価 担当教員 任 い 均 七〇 前

う統 い 学習成績評価 実施 全 種目

定 数 必要 講態 考慮 入 全種目 計

格 あ 五五 あ い総 評価方式 採用 い

剣 科目 講 他 種目 力 格

可能 あ 因 成 生 体育 成績

学生 剣 講 場 想定 格

者 四 中五九 約 五 セント あ 剣 講

体育 数 あ 他 種目 い 力 考え

右 格 得学生 増え 定 現 成

生 剣 講 拒否 五人 う 〇人 約 七 セント

体育科目 格 い

訴人 準備運動 参 担当教員 説得 わ

頑 剣 実 講 許可 場内 実 見学

時限目 出席扱い 時限目 席扱い 準備運動

自体独立 意味 単独 評価 い 訴人 利

考慮 五 学 単 五 評価

訴人 説得 救 措置 実施等及び退学処 手

被 訴人 成 い 訴人 保護者 剣 講

拒否 い 学生 保護者 対 教務主 学生主 体育担当教員

四回 体育授業 剣 意義及び 学生 留

必至 状況 あ 説明 特 救 措置 剣 補講 行う

参 う説得 講拒否学生 対 授業 参 及び補講
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参 説得 進 認定会議 訴人 体育科目 単 認定

補講 決定 計 回 補講 機会

え 訴人 全 参

成 い 神戸高専 前記関 者 ス担任 成

様 訴人 剣 講 拒否 学生 保護者 対

剣 授業 参 う説得 第 進 会議 結果

訴人 単 認定者 対 剣 補講 参 う説得

訴人 剣 授業及び補講 参

成四 日 開 成 第 進 会議

い 訴人 体育 総 評価 数 四 あ 被 訴人

訴人 第 学 進 い 認定 決定 日 神戸高

専 表彰懲戒委員会 開 訴人 退学処 相当 あ 決議

被 訴人 答 被 訴人 七日 訴人 対

退学命 書 手渡 件退学命 処

剣 授業 信教 自

体育 剣 授業 学生 身体面 育成及び社会的態 育成

見 優 教育効果 スポ あ ゆえ 前記高専教

課標準や学習指 要領 体育科目 内容 相当 剣

挙 い あ 訴人 剣 う 評価 認識

自 あ 訴人 剣 対 評価 般社会 通用

いえ い

訴人 神戸高専 い 教育 訴人

あ 剣 講 拒否 学業成績 得 い

責任 訴人 負担 あ 被 訴人 訴人 信教

自 進 う誠意あ 説得 試

あ

え 被 訴人 訴人 信教 理 剣 授業

い 訴人 特 扱う 教育 行 い 被 訴人 信条

学生 差 扱い 憲法 四条 教育基 法九条

エホ 証人 いう特定 教 信者 剣 実 講

免除 右 教 対 援 長 進 当 や 憲法

〇条 剣 講 免除 認 被 訴人

講拒否 理 い 断 教育

教的中立性 損 う あ

件各処 教育 権利 侵害

神戸高専 神戸 設置 学校 あ 義務教育 実施

訴人 神戸高専 学生 授業 進 退学
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自 方 神戸高専 学習到 十 評価 者 対

単 認定 進 認 学校教育法施行規則 条 各

当 学生 対 退学処 権限 い あ 件

処 訴人 教育 権利 侵害 い

替措置

訴人 剣 講 拒否 対 替措置 講 信教

理 訴人 特 扱う 憲法 等原則や 教

教育 禁 精神 替措置

訴人 授業拒否 理 教 あ 否 断

可能 あ

替措置 措置 い 指 監督 担当 教

員 配置 い 神戸高専 算 教員数 関

う 可能 あ 替措置 講 困 あ

あ 体育 授業 体 動 教育効果 あ

授業 あ 病気 い ポ ト 提出 体育実

え い

訴人 う 個人的理 講 拒否 教員 指 説得

わ い学生 対 授業 わ 措置 単 認定 学

生 他 場 替措置 要求 生 結果 学生全体 対

学校 規 維持 集団教育 効果 あ 可

能

あ 被 訴人 訴人 進 い 件

各決定 定

仮 行 処 当 件各進 拒否処 及び退学命 処

適法 あ 被 訴人 い 裁 権 逸脱 濫用

い

五 件各処 適法性 主張 対 論

入学前 剣 授業 実施 周知

高等専門学校教育 高等学校 様 制 的 義務教育 い

高校進学率 九五 セント 超え い 現状 国民 般 意

識 義務教育 視 い 高等専門学校及び高等学校

体育 種目 格 採用 訴人 神戸高専 入学 当

時 信教 理 格 授業 拒否 認 い 高

校や高専 訴人 通学及び 験可能 範 訴人

期中等教育 う 限 信仰 棄 い

あ 訴人 自 意思 神戸高専 入学 理 格 授

業 拒否 い いう被 訴人 論理 訴人 信教 自 対
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大 差 容認 あ

神戸高専 入学前 格 必修 伝え

格 講 場 学校 対応や 利益 程 い 訴人

知 い 神戸高専 学 エホ 証

人 学生 う 進 拒否や退学処 者 い 訴人

体育 種目 あ 格 行わ い 原因 件各処

想 当然 あ

義務教育 い 訴人 自 意思 神戸高専 入学

件各処 適法 あ いえ い

剣 講 件各処 因果関

体育 配 〇〇 う 剣 配 五 あ 訴人 行 準

備体操 五 採 い 訴人 単 認定

他 体育種目 う 最高 数 七 五 う 五五

約 五 セント 数 い 普

通 運動能力 能力 持 学生 剣 実 講 い

体育 単 認定 可能 あ 訴人 剣 実

講 拒否 件各処 間 因果関 あ

履修拒否 理 断 教育 中立性

信仰 理 授業 拒否 い 場 学生 主張

理的 理 あ 否 断 い 教 意義 教義及び当

授業 関連性 応審査 足 学生 信仰 内面 立 入

般的 概括的 調査 学生 主張 真偽及び当否 十 断

あ 被 訴人 右 程 い 拒否理

真偽及び当否 断 教育 中立性 抵触

い

現実 訴人 担当教員等 対 剣 実 行う エホ 証

人 教義 相容 い 細 具体的 繰 返 説明 い

被 訴人 訴人 教 理 剣 実

い 十 認識 い

第 証拠

証拠関 原審及び当審 証拠関 目録記載 あ

理理理理

第 件各進 拒否処 法審査

神戸高専 深 専門 学芸 教授 職業 必要 能力 育成 学
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校教育法七〇条 般 民 利用 供 教育施設 あ

般 民法秩序 直接関わ い 校 内部的 問題 い 法

格 規程 い場 あ 右施設 設置目的 沿 自

的 処理 権能 あ 右 う 内部的 問題 関

法審査 対象 い いう あ

単 学校 内部問題 学生 権利又 法

利益 直接 要 関 場 右 い

法審査 対象 解 あ

件 神戸高専 学生 あ 訴人 被 訴人 件各

進 拒否処 及び退学命 処 消 求 い あ

高等専門学校 大学 う いわゆ 単 制 学 制 採用

高等専門学校設置基準 設置基準 いう 条

四条 定 授業科目 授業総時数 学 配当 編成 学生 各学

課程 修了認定 経 学 進 あ 設置基準 五

条及び施行規則七 条 五 準用 設置基準 七条 学生

当 学 い 履修 授業科目 い 修得

認定 い 学 課程 終了認定 進

い 配当 授業科目 修得認定 学 進 前

提 い あ 単 当 授業科目 履修 履修効果 相

当程 確認 教育 措置 い あ

ゆえ 授業科目 修得 認定 わ 進 い決定 学生 対

学 授業 機会 延期 効果 あ

神戸高専 退学 関 内規 休学 場

連 回進 学生 退学処 対象者 定

い い い 連 学 授業科目 修得

認定 退学処 前提要件 構成 あ

実 基 神戸高専 含 高等専門学校 学生

対 退学処 進 い処 学生 般 民

教育施設 あ 高等専門学校 い 授業 利用

権利 侵 あ 件各処 法審査 対象 いう

あ

第 件各進 拒否処 行 処 性

高等専門学校 い 学生 進 い処 単 教育的措置

，学生 高等専門学校 いう教育施設 利用 権利 制限 え

あ 右第 い 断 あ 件各進 拒否

処 行 件訴訟法 条 いう行 処 当

被 訴人 被 訴人 訴人 対 行 第 回目 進
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い決定 定

訴人 対 件退学命 処 前提 意味 決

定 訴人 権利義務 直接形成 又 範 確定

い 主張 被 訴人 訴人 対 行 第 回目 進

い決定 定 訴人 前記権利 制限 あ う 拘

束力 形成 前提 件退学命 処 行わ あ 各

処 目的や効果 異 右第 回目 進 拒否処 独立 行

処 あ 解

第 各当 者及び 件各処

訴人 成 四 〇日 神戸高専 入学 学生 あ 被 訴

人 校 学校長 あ 被 訴人 校長 件各処

当 者間 い い

訴人 学生 電気 関 興味 あ 電気 関

知識及び 術 修得 い 希望 神戸高専 入学 校 電気

学科 第 学 籍 い 学生 あ 訴人 原審

第四 件各処 至 経過

訴人 信仰

エホ 証人 聖書全体 霊感 記 神 言葉 あ

信 自 信条 基準 聖書 固 う いう信仰 持

者 あ 訴人 両親 訴人 幼少 エホ 証人

あ 訴人 学校 入学 前 集会 出席 両親 聖

書 基 い 教育や生活訓練 学校五 生 訴人 両親

訴人 考え 躊躇 訴人 強い希望 訴人

エホ 証人 訴人 原審 乙 各証及

び供述 い 原審 件 乙 証及び供述 指 原審

件 特記

神戸高専 進 認定及び退学 関 定

高等専門学校 い 学 制 い 前記第 述

あ 神戸高専 進 等規程 学生 学 進

認定 当 学 い 修得 い科目 全

部 い 認定 い 必要 あ 右科目 学業成績 〇〇 法

評価 五五 満 あ 科目 認定 学業成績 科

目担当教員 学習態 学習態 出席状況等 総 試験成績

総 学期 評価 学 成績 原則 各学期 成績

総 行う 定 学期 前期 期 い

い い 実 乙 七

神戸高専 進 等規程 休学 場 学生 連
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回 学 学則及び退学内規 校長

当 学生 対 退学 命 い

い い 実 件 乙五

神戸高専 学生 必修科目 科目 学業成績 五

五 満 あ 進 連 回 校長

学生 対 退学 命 い あ

神戸高専 保健体育科目及び剣 種目 授業

高等専門学校 授業科目 般科目 専門科目 科目

い 前述 う 設置基準 定 い 般科目 あ 保健体

育科目 全学 い 必修科目 五 間 〇単 各学

単 配当 単 体育科目 授業 五〇 間 時間

授業時間 間 〇授業時間行わ 単 授業 間

〇授業時間行わ 神戸高専 具体的 連 時間

〇〇 授業時間 間 通 行う あ

体育科目 授業 い う 種目 採用 い 高専

教課標準 い 掲 体育授業 目標 沿う 各種

運動種目 体育理論 示 い 法的 拘束力

標準 各高等専門学校 教育内容 創意 生 う弾力的

各高等専門学校 右標準 参考 体育種目 選択

採用 当 種目 学 学期 実施 決

い 乙 七 被 訴人

訴人 神戸高専 学当時 高専教課標準 体育種目 格

柔 四種目 剣 例示 神戸高専 成 四

武 場 整備 い 校舎 武 場 整備 新校

舎 移転 定 あ 遅 昭和

訴人 入学 成 降 第 学 体育 種目 他 種目

格 剣 採用 第 学 ス ス

前期又 期 剣 授業 履修 計画 立 い

授業 主 剣 心構え 剣 日常生活 関連 成

立 用具 全 扱 逐 説明 あ 準備体操 剣

実 行う あ

剣 授業 配 前期又 期 体育科目 配 〇〇 う 七〇

当 第 学 体育科目 数 〇〇 う 五

配 神戸高専 各 ス 学生 得 数 均

約七〇 う採 い 乙 七 被 訴

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

人 訴人 原審

前記高専教課標準 保健 授業 い 学習目標 掲

内容 人体 生理 人体 病理 精神衛生 労働 健康

全 衆衛生 挙 留意 示 い 神戸高専

独立 保健 授業 行わ い い 被 訴人

被 訴人 各体育種目 授業 中 講 い 供述

訴人 供述 部 原審 あ 授業 右標準

示 う 保健 授業目的 内容や留意 具体的 う 関連 い

認 う 体育 授業 行わ 保健

講 対 評価 保健体育科目 評価 う 含 い

認 う 証拠 い

四 成 訴人 剣 実 参 拒否 神戸高専 対応

前認定 う 神戸高専 成 体育授業 種目

剣 行う 既定 あ 被 訴人 成元 秋 降

中学校 対 入試説明会 他 機会 神戸高専 成 剣

授業 行う 説明 験者 対 交付 学生募集 入学願書

類 記載 い 教育課程 説明欄外 注記中

書 格 体育授業 入 いう 被 訴

人 他 高等学校 い 信仰 理 生 格 拒

否 い 実 知 い 神戸高専 い 告 剣 授業

実施 入学 学生 う 様 信仰 理 格 参

い学生 満 起 想 混乱 然 防

右中学校 対 説明や願書類 記載 理 あ 乙

被 訴人

訴人 エホ 証人 前認定 う 聖書 説

固 う いう信仰 持 中学時 聖書中 あ

関 限 人 対 和 求 い 彼

剣 刃 槍 込 打 変え

国民 国民 向 剣 彼 や戦 学 い い

う教え 基 格 参 見学 ポ ト 提出

え 措置 い 神戸高専 入学 訴人 剣

現 スポ 性 入 い 武闘性 否定 い 信

う 剣 実 参 自己 教的信条 的 相

容 い 信念 入学直 剣 授業 開始 前

成 四 旬 他 エホ 証人 あ 学生 体育教

室 行 四 体育担当教員 対 教 理 剣 実 参

い 説明 他 ポ ト提出等 替措置 認 い い
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入 右教 学校 いう 聞 い 出 い

え 学校 いう 聞い 剣 学校 替わ

日中 決 来い 言 拒否 訴人

実 剣 授業 行わ 体育担当 教員 趣 入

繰 返 教員 剣 実 い あ 席扱い

言わ 訴人 原審 当審

被 訴人 訴人 剣 実 参 い

出 い 知 四 旬 体育担当 教員 協議

学生 対 剣 実 わ 替措置 い 決

被 訴人

訴人 ス 成 前期 体育種目 剣 水泳

あ 剣 履修 い 水泳 季節的 問題 あ

剣 授業 成 四 始 実 授業

授業開始 ャイム 鳴 前 学生 教室 服装 着替え ャイ

ム 鳴 武 場 集 サ キ トト ニン

間 担当教員 来 学生 サ キ トト ニン 終わ

学生 集 保健 体育又 剣 関 講義 学生 準備体

操 あ 剣 実 指 いう 通常 内容 あ

右講義 準備体操 費や 時間 剣 授業時間 あ 〇〇 う

約 〇 程 あ 被 訴人 件 訴人 原

審

訴人 右前期 剣 授業 服装 替え サ キ トト ニン

講義 聞 準備体操 行 前記信仰 理 剣

実 終始参 他 学生 剣 実 行 い

間 最初 時間 担当教員 指示 場 隅

教員 足 疲 足 崩 い 言 い

ポ ト 作成 用意 い 用 剣 実

授業 内容 記録 い 記録内容 竹刀 構造 使用方法

危険性 防具 付 方 実 構え 竹刀 打 方 足 運び

い う 細 観察 あ 訴人 右授業

右記録 基 ポ ト 作成 授業 行わ 前 日

体育担当 教員 提出 う 領 拒否

い 訴人 原審

右剣 授業 担当 教員 訴人 剣 実 参 い

席扱い 神戸高専 実験 授業 様 体育

科目 う 種目 格 い場 体育科目 履修 あ

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

認 い 訴人 う 格 参 い

場 体育科目 い 認定 可能性 あ 被 訴人 体

育担当教員 右前期 剣 授業 全部終了 成 九 協議

体育科目 う 種目 仮 格 他 種目 得

総 格 得 い 方針 変更

成 〇 訴人 前期 保健体育 成績評価 留

保 七 乙 七 被 訴人

他 体育担当教員又 被 訴人 訴人 剣 実 参 い学

生 対 替措置 い 告 参 う説得 試

あ 被 訴人 含 訴人 う 学生 保護者 対

少 回 様 説得 試 剣 実 参 留

必至 あ 替措置 い あ い 留 参

い あ 留 自体 問題 あ いう学校側 方針 説

明 対 右保護者 計四回 替措置 い

陳情 あ 学校 回答 替措置 い いう あ

間 被 訴人 体育担当教員等関 者 協議 剣 実

参 者 対 特 救 措置 剣 実 補講 行う 回

わ 参 当 学生又 保護者 勧 訴人

全 参 い 乙 七 被 訴

人 訴人 原審

う 体育担当教員 訴人 剣 実 履修 い

席扱い 訴人 行 準備体操 対 剣 種目

〇〇 満 五 学 成績 五 評価 第 学

訴人 他 体育種目 評価 総 四 評価

成 四日 被 訴人 教務主 学生主 学科主任

学 主任 学 担当 教科担当 教員 構成 第 進 認定会議 開

会議 い 訴人 五 学生 い 体育 成績 認定

い 時 学生 対 剣 実 補講 行う

決 実施 訴人 四 参

日 開 第 進 認定会議 い 進 等規

程 訴人 四 学生 い 進 い

被 訴人 進 等規程 基 五日 訴人及び 保護

者 対 口頭 訴人 原 留置 進 い 告知

件第 進 拒否処 七 七 乙 七 被 訴人

い い 実

訴人 体育 成績 四 あ 右 認定
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あ 課時数 授業時間 あ 右体育 成績 え 均

四〇 ス中四番 成績 あ 右体育 数

評価 い い 業実験 評価 優 あ 外 数 均

約 五 七 あ 授業態 真摯 あ 七 被 訴人

原審

五 成 訴人 剣 実 参 拒否 神戸高専 対応

成 い 第 学 体育科目 授業 成

訴人 前期 最初 い 剣 種目 授業

訴人 前記信仰 理 剣 種目 授業 い

剣 実 参 外 準備体操 行い 実 行わ い

間 場 見学 記録 い 体育担当 教員及び被

訴人 神戸高専側 方針 訴人 剣 実 講 拒否 学生 剣

実 授業 わ 替措置 い いう

前 変わ 前認定 成 状況 全

あ 乙 七 被 訴人 訴人 原審

成 い 四 剣 実 参 表明 い 訴

人 学生 保護者 対 説得 行わ 右学生 対 説得

行わ 訴人 剣 実 拒否 乙 七 被

訴人 訴人 原審

体育担当教員 成 様 評価方法 訴人

剣 種目 評価 成 第 学 い 訴人 他 体育

種目 評価 総 四 評価 評価 成四

日 神戸高専 第 進 認定会議 開 訴人 四 い

体育 成績 認定 学生 対 剣 実

補講 行う 決 実施 定 訴人

四 参 日 開 第 進

認定会議 い 進 等規程 訴人 四 学生 い 進

認定 件第 進 拒否処

い 日 神戸高専 表彰懲戒委員会 乙 九 件 開

催 訴人 い 退学 措置 相当 あ 決定

両 対 自主退学 意思 あ 否 確認 被 訴人

七日 自主退学 訴人 対 日 退学 命

件退学命 処 告知 乙 七 被 訴人

被 訴人 件退学命 処 訴人 回連 原 留 置

退学内規 わ 学力劣等 成業 見込 い 認

者 学則 条 当 断 行わ あ

乙五 被 訴人
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右認定 う 訴人 体育 成績 四 あ 成

訴人 成績 数 含 均 九〇 あ 右

体育 数 評価 い い 学実験 評価 Ａ あ

除 全科目 均 約九 五 あ 五〇 訴人 授業態

良 あ 認 う 証拠 い

第五 訴人 剣 実 授業 参 件各処 因果関

被 訴人 神戸高専 少 成 成 い

保健体育科目 い 学 履修 体育種目 全体 総

評価 あ 訴人 う 剣 種目 い 格

い場 他 種目 い 力 保健体育科目 い 修得認定

主張 確 抽象的 可能性 否定

い

前第四 認定 実 成 及び 成

訴人 剣 種目 数 五 配 中 五 あ 訴人 保

健体育科目 修得認定 五五 得 残 配

計 五 あ 他 各体育種目 い 五 五 わ 右他 各

体育種目 数 い 〇〇 満 各約 〇

い 神戸高専 保健体育科目 数 均値

約七〇 辺 う採 実 成 訴人

ス四〇 保健体育科目 数 う 示

五 者 〇 い 四 者 四 割 七五

い 七九 及び七〇 い 七四 者 各九 五 い 九 者

〇 い 四 者 〇 あ 訴人 外

〇 満 者 い 〇 満 者 九割 占

い あ

被 訴人 剣 実 授業 参 い学生 神戸高専 体

育科目 い 修得認定 い 前記総 評価制 採用 い 認定

可能性 あ 実 認定 い 想 い

被 訴人

実 剣 外 体育種目 講 特 熱心 あ

認 う 証拠 い 訴人 力 成

両 い 右 う 剣 種目 評 保健体育科目

格 あ 五五 獲得 実 殆 可能 あ

いう 既 認定 う 訴人 剣 実 参

剣 種目 い 右 う 評 あ 訴人

右剣 種目 学習評価 前提 限 訴人 剣 実 参

成 成 保健体育科目 認定及び 件各処 間
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因果関 あ いわ い

確 成 い 訴人 様 剣 実 講 拒 学

生 五 う 〇 体育課目 修得認定 い 被 訴

人 訴人 他 体育種目 講 い 真面目 あ 認 う 証

拠 い 件 い 右認定 実 右因果関 あ 断

右 足 いえ い

第 件各処 法性

問題 整理

件各処 適法 あ 否 断 当 件 い 当

者間 い 問題 整理

訴人 神戸高専 体育科目 種 剣 採用 自体

法 あ 主張 生 あ い 学生 競 会等 剣

スポ 競 行わ い 周知 あ 前述 う

高専教課標準 い 体育 種目 掲 い 剣

身体的 体育効果 期 乙七 少 学

校 授業 行わ 剣 訴人 考え 武闘性 強い

柔 様 スポ 種 授業 行わ い いう

あ

弁論 過程 い 訴人 剣 授業 準備体操 い

わ 対 五 いう い評価 え 保健体育

科目 認定 い 理的 い 主張 い 窺え

あ 学習 修得 評価 い 評価 基 客観

的 実 把握 大 誤 評価 明 著 い

い い 評価 教育専門的 術的 あ 定

的 い性質 原則 評価 教員 裁 委 い

あ 件 い 剣 授業 スポ 行わ

あ 剣 授業 い 剣 実 行う 意義 大 訴人

剣 実 参 あ 右評 著 理

あ いう い

訴人 件各処 法 あ 主張 要

神戸高専 教育 い 信仰 自 保 あ

訴人 信仰 理 剣 実 参 拒否 対 神戸高専

右剣 実 わ 何 替措置 あ 措置

講 い 被 訴人 件各処 行 法 あ いう

あ 神戸高専 訴人 対 右 替措置

前認定 あ

訴人 主張 対 被 訴人 剣 実 スポ あ 訴
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人 授業 拒否 自 あ 利益 訴人

神戸高専 替措置 必要 信仰 理

剣 実 授業 拒否 訴人 対 替措置 教育基

法 いう 等 扱や 教教育禁 原則 教 原則

教員 指 説得 わ い 訴人 授業 参 認

学生全体 規 維持 い 神戸高専 現実 替措

置 算及び人的余裕 ， 可能 あ 主張 い

あ

う 件 い 件各処 適法 あ 否

関 神戸高専 い 訴人 対 替措置

あ う 斂 あ

い 検討

替措置 講 必要性 無

前認定 う 訴人 神戸高専 学 い あ

学関 あ 訴人 神戸高専 い 必修 授業

科目 講 義務 あ 学校 秩序 乱 行動 い

あ 他方 訴人 エホ 証人 あ 信仰 理

剣 実 授業 いう あ

前記第四認定 実 訴人 剣 実 参 拒否

右理 真摯 あ 訴人 内心 信仰 心的部

密接 関連 あ いう

憲法 保 信教 自 内心 信仰

限 制約 許 い 信仰 外部 対 積極的又

消極的 形 表 場 他 権利や利益 害

常 自 保 いう い う 場

信教 自 制約 得 共的利益

失わ 信仰者 利益 い 利益 法的 認 目

的 要性 各利益 制限 程 等 軽 比較考

信教 自 制限 適法 あ 否 決 あ

件 い 神戸高専 訴人 対 剣 実 わ

替措置 保持 う 共的 利益 訴人 剣

実 講 拒否 利益

わ 件各処 軽 比較考

高等専門学校 い 文部省告示 学習指 要領 第 学

い 高等学校指 要領 参考 乙 弁論 全趣

高等学校指 要領 体育科目 履修 目標 各種 運動

理的 実践 運動 能 高 経験 通
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協力 責任 態 育 強健 心身 生涯 通

的 運動 実践 能力 態 育 い 〇

前認定 実 体育科目 必修科目 あ 学生

履修 種目 右目標 沿 高等専門学校 実情 応

各校 選択採用 あ 高等教課標準 格 い

剣 外 四種目 掲 右高等学校指 要領

主 男子生 武 柔 剣 履修 い

成元 五日 文部省告示第 高等学校指 要領 各

学校 武 ンス い 採用 武 必 履修

い 九 〇

う 神戸高専 い 体育科目 剣 種目 採用

理 深 専門 学芸 教授 職業 必要 能力 育成

高等専門学校 あ 高等学校 生 高等専門学校 学

生 体育科目 履修 要性 否定 い 目的 見

剣 実 修得 え い必要 可 あ 剣

実 替措置 体育 教育効果 あ い

いう い

確 神戸高専 教育 義務教育 学生 自

意思 入学 あ 神戸 前記設置目的

設置 教育施設 あ 広 授業 他施設 利用 い 門戸

開 い あ 神戸高専 入学 認 学生 対

右設置目的 沿 可能 限 定 い 授業 施設利用

い 十 機会 え 教育的配慮 義務 あ 教

育基 法 条 条及び右設置目的 趣 う あ 解

義務教育 い い 右教育的配慮 必要 い いう

い

神戸高専 成 入学 い 体育科目 種

剣 種目 採用 関 中学校や生 保護者 説明

前認定 訴人 保護者 入学 剣 面 面 頭 被

購入 い 訴人 原審

右 述 う 神戸高専 剣 種目 実施 い

関 外部 周知 訴人 面 購入 い 右教育的配慮

要 情 いえ 訴人 剣 実 講 諾 い

いえ い

剣 面 神戸高専 学生 対 入学前 指定日時 販売

場所 あ 校 体育館 購入 う指定 教 教具 乙

四 訴人 保護者 他 教 教具 セ ト 袋 入 販売
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い 面 購入 あ 訴人 原審

神戸高専 訴人 対 剣 実 わ 替措置

い 場 措置 内容及び実施方法 い 前記体育

科目履修 目的 実現 範 内 右教育的配慮 神戸高専 裁

い 採用決定 あ 訴人 対 替

措置 場 訴人 剣 実 講 場 比較 担当教

員等 負担 多少増 あ 外 被 訴人 主張

う 神戸高専 教育秩序 維持 い 学校全体 運営

看過 い 大 支 生 あ 認 う 証拠 い

あ 高等専門学校 い 訴人 う 学生 対 ポ

ト 提出又 他 運動 替措置 採用 い 学校 あ 被 訴

人

被 訴人 訴人 入学 前 信仰 理 格

授業 拒否 学生 入学 想 被 訴人

神戸高専 い 現実化 体育教員 訴人 対

剣 実 拒否 認 い 明確 表明 被 訴人 様 方針

明 訴人及び 保護者 替措置 い

出 対 終始 拒否 訴人や 保護者 対

剣 実 講 うあ い う説得 剣 実 補講

外 措置 前認定 あ 訴人 い 右教育

的配慮 替措置 必要性 あ 否 い 決定

権限 被 訴人 十 検討 い 可能性

高い いわ 得 い 被 訴人 救 措置 剣 実 補講

実施又 定 主張 補講 いえ 剣 実 あ

教 信条 基 い 剣 実 授業 参 拒 い 訴人

替措置 いう 値 い あ

訴人 信仰 理 剣 授業 拒否 消極的 形 訴人

信仰 外部 対 行動 示 い あ 訴人 拒否

行 訴人 信仰 心的部 密接 可 い あ 前

認定 右拒否 神戸高専 教育方針 相容 訴人 件各

処 わ 件各進 拒否処 訴人 第 学 学 各

科目及び体育科目 剣 実 外 種目 学習 無 再学習

余儀 効果 持 あ 被 訴人 考え 件各処

い 裁 余地 連 回 進 認定 退学処 い

う あ 被 訴人 前認定 剣 実 講 拒否

神戸高専 い 教育 う 訴人 被 利益

極 大 件退学命 処 訴人 神戸高専 排除 右教
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育 機会 全 剥奪 処 い 訴

人 被 利益 余 甚大 あ 明白 あ

う 右 い 認定 実及び 断 総 前 述

う 神戸高専 教育施設 共的 利益 訴人 失う利益

比較考慮 件 場 被 訴人 信仰 理 剣 実

授業 参 い 訴人 対 替措置 い 法的 実 的

害 い限 教育的配慮 基 剣 実 授業 わ 替措

置 あ いわ い

替措置 い 法的 実 的 害 無

憲法 〇条 定 教 教育基 法九条

立学校 特定 教 教教育 教活動 禁

被 訴人 訴人 対 右 替措置 教 理

訴人 剣 実 授業 参 結果 認 前提

あ

前述 う 替措置 目的 あ 可能

訴人 神戸高専 い 信教 自 侵 い状況 教育

機会 保 う いう あ 措置 訴人 講拒否 対

他 学生 比 利 学習条件 設 求 い

被 訴人 前記体育科目 教育目標 教育効果や他 学生

等 考慮 教育的配慮 行う裁 委 い あ

裁 適 行使 替措置 訴人 対

特 利 地 付 身体 理 等 体育実 参

い学生 対 替措置 講 場 実質的 庭 い

あ 右 替措置 教的色彩 び い 被

訴人 替措置 採用 実施 い 訴人 信奉 教

エホ 証人 援 長又 進 効果あ い 他 教 信仰者

や無 教者 対 迫や 効果 生 可能性 い いう あ

被 訴人 訴人 対 剣 実 講拒否 認

拒否理 断 い 教育 教的中立

性 主張 被 訴人 行う 拒否理 い

断 教育者 十 経験 教員 あ 訴人 いう

理 単 怠学 口実 あ 否 訴人 説明 教

信条 剣 実 講拒否 関連性 い 理的 拠

認 否 い 程 調査 必要 十 あ

当 教 教義 内容 立 入 審査 必要

い あ 右程 調査 教育

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

教的中立性 いえ い

神戸高専 体育担当教員及び被 訴人 訴人 拒否理

い 調査 エホ 証人 あ 学生 格 授業 信仰

理 強 拒否 前又 十 知 い あ

前第四認定 実 被 訴人

被 訴人 い 教 理 訴人 剣 実

授業 参 対 替措置 右憲法及び教育基 法 規

定あ い 趣 又 憲法 四条 原則 あ

いえ い 被 訴人 右 替措置 法的 害

あ いえ い

被 訴人 神戸高専 算 教員数 訴人 対 替措置

主張 述 う 被

訴人 訴人 対 う 内容 替措置 採用 裁

あ 当裁 所 い 特定 替措置 前提

害 あ 否 断 い 被 訴人

い 替措置 前提 右主張 い 必 明

い 件 い 仮 右主張 実 認

被 訴人 替措置 講 実 害 あ いう

い

被 訴人 剣 実 体 動 学習 授業 あ 替措置

う 学習内容 い いう考え 持 い

被 訴人 弁論 全趣 仮 う あ 算や教員数 制

限 考慮 範 柔軟 対応 善 方策 講 全

可能 あ 考え い 被 訴人 教育的配慮 環

右 う 学習 外 替措置 い 慎 考慮 認 う 証

拠 既 認定 う 被 訴人 成

い 剣 実 講拒否 認 い 方針 頑 維持 替措

置 可否 い 頭 検討 埒外 置い い あ

う 被 訴人 訴人 対 剣 実 わ 替措置 講

い 実 害 あ 実施 いう被 訴人

主張 採用 い

第七

認定及び 断 件 い 被 訴人 信仰 理

剣 実 授業 参 い いう 訴人 対 教育的裁

適 行使 右授業 わ 替措置 必要 あ 替措置

い 法的 実 害 あ いえ い

被 訴人 替措置 全 講 い 評価 訴人 体育科目
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認定 基 訴人 対 件各進 拒否処 連 わ

進 い 理 訴人 学業劣等 成業 見込 い学生

当 断 訴人 対 件退学命 処 あ

被 訴人 件各処 当 処 理 及び処 必

要性 定 い 行使 裁 権 著 逸脱 件処

あ 件各処 法 あ いう あ

第 結論

叙 あ 訴人 件請求 理 あ 認容

あ 異 原 決 当 件 訴 理 あ

原 決 消 訴人 請求 認容 訴訟費用 負担

行訴法七条 民訴法九 条 九条 適用 主文 決

裁 長裁 島 禮介 裁 大石貢 裁 岩谷憲

 

Ｘ／ インターネットに関する知的所有権そ 他一切 権利 株式会社Ｔ および情報提供者に帰属します。
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 全 文全 文全 文全 文

文献番号文献番号文献番号文献番号   

進級拒否処 消 退学命 処 等 消請求 件

最高裁 所 成七 行 第七四号

成 日第 小法 決

告人 神戸市立工業高等専門学校長

被 告人 小林邦人

主 文主 文主 文主 文

件 告 棄

告費用 告人 負担

理理理理

告 理人俵正市 郎 苅 彦 坂口行洋 寺内則雄

小川洋一 告理 い

一 原審 適法 確定 実関 概要 あ

被 告人 成 四 神戸市立工業高等専門学校 神戸高

専 いう 入学 者 あ

高等専門学校 い 学 制 採 学生 各学 修了

認定 あ 初 級学 進級 こ 神戸高専 学業成績

評価及び進級並び 卒業 認定 関 規程 進級等規程 い

う 進級 認定 け 修得 け い科

目全部 い 認定 いこ 必要 あ あ 科目 学業成績 一

〇〇 法 評価 五五 満 あ そ 科目 認定 学業成

績 科目担当教員 学習態 試験成績 総合 前期 後期 各学期

評価 学 成績 原則 各学期 成績 総合 行うこ

い 進級等規程 休学 場合 ほ 学生 連

続 回原級 こ 神戸市立工業高等専門学校学則

昭和 神戸市教育委員会規則第一〇号 学則 いう 及び

退学 関 内規 退学内規 いう 校長 連続

回進級 こ 学生 対 退学 命 こ こ
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い

神戸高専 保健体育 全学 必修科目 い 成

第一学 体育科目 授業 種目 剣 採用 剣

授業 前期又 後期 い い 履修 そ 学

期 体育科目 配 一〇〇 う 七〇 わ 第一学 体育科目

数一〇〇 う 五 配

被 告人 両親 聖書 固 従う いう信仰 持 キリスト教信者

あ エホバ 証人 あ こ あ 自 エホバ 証人

被 告人 そ 教義 従い 格技 あ 剣 実技 参加 こ

自己 教的信条 的 相い い 信念 神戸高専入学

直後 剣 授業 開始 前 成 四 旬 他 エホバ 証

人 あ 学生 共 四 体育担当教員 対 教 理 剣

実技 参加 こ いこ 説明 レポ ト提出等 替措置

認 欲 い旨申 入 右教員 こ 拒否 被 告

人 実 剣 授業 行わ 趣旨 申入 繰 返

体育担当教員 剣 実技 い あ 席扱い 言わ

告人 被 告人 剣 実技 参加 い 申出 い

こ 知 旬 体育担当教員 協議 こ 学生 対

剣 実技 わ 替措置 採 いこ 決 被 告人

こ 開始 剣 授業 服装 替え サ キ トトレ ニン

グ 講義 準備体操 参加 剣 実技 参加 そ 間 場

隅 正 レポ ト 作成 授業 内容 録 い 被

告人 授業 後 右 録 基 レポ ト 作成 授業 行わ

前 日 体育担当教員 提出 う そ 領 拒否

体育担当教員又 告人 被 告人 剣 実技 参加 い学生やそ

保護者 対 剣 実技 参加 う説得 試 保護者 対 剣

実技 参加 け 留 こ 必 あ こ 替措置 採

いこ 等 神戸高専側 方針 説明 保護者 替措置 採 欲

い旨 陳情 あ 神戸高専 回答 替措置 採 い いう

あ そ 間 告人 体育担当教員等関 者 協議 剣 実

技 参加者 対 特 救 措置 剣 実技 補講 行うこ

回 わ 学生又 保護者 参加 勧 被 告人 こ

参加 そ 結果 体育担当教員 被 告人 剣 実技 履修

関 席扱い 剣 種目 い 準備体操 行 五

学 成績 いえ 五 評価 第一学 被 告人 履修 他

体育種目 評価 総合 被 告人 体育科目 四 評価 第一
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進級認定会議 剣 実技 参加 い被 告人外五 学生 い

体育 成績 認定 こ い こ 学生 対 剣 実技

補講 行うこ 決 被 告人外四 こ 参加

そ 成 日開催 第 進級認定会議 い

人 進級 認定 告人 五日 被 告人 第 学

進級 い旨 原級留置処 被 告人及び保護者 対 こ

告知

成 い 被 告人 態 前 様 あ 学校

対応 様 あ 被 告人 体育科目 評価 総合 四

剣 実技 補講 参加 被 告人 成四 日開

催 成 第 進級認定会議 い 外四 学生 共 進級 認定

告人 被 告人 対 再 原級留置処 決定

日 表彰懲戒委員会 開催 被 告人外一 い 退学 措置

採 こ 相当 決定 告人 自主退学 被 告人

対 回連続 原級 留 置 こ 学則 一条 定 退学

あ 学力劣等 成業 見込 い 認 者 該当

断 七日 右原級留置処 前提 退学処 告知

被 告人 剣 外 体育種目 講 特 熱心 あ 認

い 被 告人 体育 外 成績 優秀 あ 授業態 真

あ

被 告人 う 学生 対 レポ ト 提出又 他 運動

替措置 採用 い 高等専門学校 あ

高等専門学校 校長 学生 対 原級留置処 又 退学処 行う

う 断 校長 合理的 教育的裁 ゆ あ

裁 所 そ 処 適否 審査 当 校長 一 立場 立

当該処 あ う 等 い 断 そ 結果 当該処

比較 そ 適否 軽 等 論 校長 裁 権

行使 処 全 実 基礎 又 社会観念 著 妥当

裁 権 範囲 超え又 裁 権 濫用 認 場合

限 法 あ 断 あ 最高裁昭和 オ 第五

五号 九 七 〇日第 小法 決 民集 巻七号一四 頁 最高裁

昭和 オ 第七四五号 九 七 〇日第 小法 決 民集 巻

七号一五〇一頁 最高裁昭和四 行 第五九号 四九 七 一九日第

小法 決 民集 巻五号七九〇頁 最高裁昭和四七 行 第五

号 五 一 〇日第 小法 決 民集 一巻七号一一〇一頁参

照 退学処 学生 身 奪 大 措置 あ 学校
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教育法施行規則一 条 項 四個 退学 限定的 定 い こ

当該学生 学外 排除 こ 教育 や 得 い 認

場合 限 退学処 選択 あ そ 要件 認定 他 処

選択 比較 特 慎 配慮 要 あ 前掲昭和四九 七

一九日第 小法 決参照 原級留置処 学生 そ 意 反

一 間 わ 既 履修 科目 種目 再履修 こ 余儀

級学 け 授業 け 時期 期 卒業 遅 神

戸高専 い 原級留置処 回連続 こ 退学処

あ そ 学生 え 利益 大 照

原級留置処 決定 当 様 慎 配慮 要求

いう あ そ 前 実関 い 説示

件各処 社会観念 著 妥当 裁 権 範囲 超え

法 いわ 得 い

教育 教育課程 い 学 応 一定 要 知識 能力等

学生 共通 修得 こ 必要 あ こ 教育水準 確保等 要請

否定 こ 保健体育科目 履修 そ 例外 い

高等専門学校 い 剣 実技 履修 必須 いい

難 体育科目 教育目的 成 他 体育種目 履修 替的

方法 こ 行うこ 性質 可能 いう あ

他方 前 実関 被 告人 剣 実技 参加 拒否

理 被 告人 信仰 心部 密接 関連 真 あ

被 告人 他 体育種目 履修 拒否 特 熱心

剣 種目 数 五 中 わ 五 え

他 種目 履修 体育科目 合格 こ 著 困難

あ 認 被 告人 信仰 理 剣 実

技 履修拒否 結果 他 科目 成績優秀 あ わ

原級留置 退学 いう 態 追い込 いう あ そ

利益 極 大 いこ 明 あ 件各処 そ 内容

そ 自体 い 被 告人 信仰 教義 反 行動 命

そ 意味 被 告人 信教 自 直接的 制約 いえ

い 被 告人 そ 大 利益 避け 剣

実技 履修 いう自己 信仰 教義 反 行動 採 こ 余儀

いう性質 あ こ 明白 あ

告人 採 措置 信仰 自 や 教的行 対 制約 特 目的

教育内容 設定及びそ 履修 関 評価方法 い

一般的 定 従 あ 件各処 右

性質 あ 告人 前 裁 権 行使 当 当
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然そ こ 相応 考慮 払う必要 あ いう あ 被

告人 自 自 意思 必修 あ 体育科目 種目 剣 授

業 採用 い 学校 選択 こ 理 先 う 著 い 利

益 被 告人 え こ 当然 許容 こ い

被 告人 レポ ト提出等 替措置 認 欲 い旨繰 返 申入

い あ 剣 実技 履修 い 直 履修 様 評

価 け こ 求 い い こ 対 神戸高専 い

被 告人 エホバ 証人 あ 学生 信仰 理 格技 授

業 拒否 旨 申出 や否や 剣 実技 履修拒否 認 替措

置 採 いこ 明言 被 告人及び保護者 替措置 採 欲

い 要求 一 拒否 剣 実技 補講 け こ 説得

いう あ 件各処 前示 性質 件各処

何 替措置 採 こ 是非 そ 方法 態様等 い 十

考慮 あ いうこ 件 い そ

い 到底いうこ い

所論 神戸高専 い 替措置 採 実 的 害 あ

いう 信仰 理 基 格技 履修拒否 対 替措置

採 い 学校 現 あ いう あ 他 学生 感 生

い う 適 方法 態様 替措置 採 こ 可能 あ 考え

履修拒否 信仰 理 基 う 外形的 情

調査 容易 明 あ う 信仰 理 仮 履

修拒否 う いう者 多数 考え難い こ あ

替措置 採 こ 神戸高専 け 教育秩序 維持 こ

い 学校全体 運営 看過 こ い 大 支 生

そ あ 認 い 原審 認定 断 是認 こ

そう 替措置 採 こ 実 可能 あ いうこ

い

所論 替措置 採 こ 憲法 〇条 項 反 主張

信仰 真 理 剣 実技 参加 こ い学生 対

替措置 例え 他 体育実技 履修 レポ ト 提出等 求

，そ 成果 応 評価 こ そ 目的 い 教的意

義 特定 教 援助 助長 進 効果 いうこ

他 教者又 無 教者 圧迫 加え 効果 あ い

え い あ そ 替措置 採 こ そ 方法 態様 い

問わ 憲法 〇条 項 反 いうこ いこ 明

あ 立学校 い 学生 信仰 調査 索 教 序列化

段 扱い こ 許 い あ 学生 信仰 理
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剣 実技 履修 拒否 場合 学校 そ 理 当否 断

単 怠学 口実 あ 当 者 説明 教 信条 履

修拒否 合理的関連性 認 う 確認 程 調査

こ 教育 教的中立性 反 いえ い 解 こ

こ 最高裁昭和四 行 第 九号 五 七 一 日大法

決 民集 一巻四号五 頁 趣旨 徴 明 あ

信仰 理 剣 実技 履修拒否 正当 理

い履修拒否 区 こ 替措置 可能 いうわけ い

替措置 い 何 検討 こ 体育科目 認定

担当教員 評価 け 原級留置処 認定 主 理

及び全体成績 い 勘案 こ 続け 原級留置

進級等規程及び退学内規 従 学則 いう 学力劣等 成業 見込

い 認 者 当 退学処 いう 告人 措置

考慮 項 考慮 又 考慮 実 対 評価

明白 合理性 そ 結果 社会観念 著 妥当 処

評 ほ 件各処 裁 権 範囲 超え 法

いわ 得 い

右 旨 原審 断 正当 是認 こ 原 決 所論

法 い そ 余 憲 主張 そ 実質 い 原 決 右 断

け 法 解釈適用 誤 いう い 右 断

所論引用 各 例 抵触 い 論旨 採用 こ

い

行政 件訴訟法七条 民訴法四〇一条 九五条 九条 従い

裁 全員一 意見 主文 決

裁 長裁 河合伸一 裁 大西勝也 裁 岸 治 裁

福 博
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 全 文全 文全 文全 文

文献番文献番文献番文献番   

児童扶養手当資格喪失処 消請求 件

奈良地裁 成 行ウ 第一

成 九 決

原告 原 美

被告 奈良県知

理人 川口泰 岸 温幸 前川 和 西川裕 西仲光弘 一

主 文主 文主 文主 文

一 被告 原告 対 成 一 七 付け 児童扶養手当

給資格喪失処 消

訴訟費用 被告 負担

実及び理実及び理実及び理実及び理

第一 請求 趣旨

主文 旨

第 案 概要

件 原告 婚姻 婚姻 届出 い い 実 婚姻関

様 情 あ 場合 含 右 う 情 実婚 いう

い 児童 右 児童 婚姻外 児童 いう 懐胎 出産

そ 児童 監護 被告 児童扶養手当 支給 け い こ

被告 右児童 父 右児童 認知 こ 理 児童扶養手当 給

資格喪失処 件処 いう 原告 被告 対

婚姻外 児童 父 認知さ 児童扶養手当 支給 い 規定

い 児童扶養手当法 法 いう 施行 施行 い

う 一条 第 尾 括弧書 件括弧書 いう 法

定 憲法一四条 無効 あ 主張 右規定 基

件処 消 求 案 あ

児童扶養手当法 昭和 法 第

一条 目的
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こ 法 父 生計 い い児童 育成さ 家庭 生活

定 自立 進 寄 当該児童 い 児童扶養手当 支給

児童 福祉 増進 こ 目的

条 児童扶養手当 趣旨

児童扶養手当 児童 心身 健や 成長 寄 こ 趣旨

支給さ あ そ 支給 け 者 こ そ 趣旨 従

用い け い

児童扶養手当 支給 婚姻関 解消 父 児童 対 履行

べ 扶養義務 程度又 内容 変更 い 昭和 法 第

四 追加

条 用語 定義

こ 法 い 児童 一 歳 満 者又 歳 満 者

定 程度 害 状態 あ 者 いい 一項 婚姻 婚姻

届出 い い 実 婚姻関 様 情 あ 場合 含

配偶者 婚姻 届出 い い 実 婚姻関 様 情

あ 者 含 父 母 児童 懐胎 当時婚姻 届出 い

い そ 母 実 婚姻関 様 情 あ 者 含

項

四条 支給要件

都道府県知 ア父母 婚姻 解消 児童 一項一 イ父 死亡

児童 一項 ウ父 定 程度 害 状態 あ 児童

一項 エ父 生死 明 い児童 一項四 オそ 前各

準 状態 あ 児童 定 一項 い 該

当 児童 母 い そ 養育者 そ 児童 監護 そ 母

対 児童扶養手当 支給 一項 右 規定 わ 父 生計

い 項 母 配偶者 養育さ い

項七 該当 児童扶養手当 支給 い 項

施行 一条 法四条一項 定 児童

一 父 母 児童 懐胎 当時婚姻 届出 い い そ 母

実 婚姻関 様 情 あ 者 含 い

引 一 遺棄 い 児童

父 法 引 一 拘禁さ い 児童

母 婚姻 婚姻 届出 い い 実 婚姻関 様 情

あ 場合 含 い 懐胎 児童 父 認知さ 児童

除

四 前 該当 う 明 い児童
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法制定当時 衆参両議院社会労働委員会 府 制度 実施

あ そ 原因 い 問わ 父 生計 い い

べ 児童 対象 児童扶養手当 支給 う措置 べ こ 附

決議 い 証拠略

件処 経緯 こ 実 当 者間 い い

一 原告 婚姻 実婚 含 い 原 裕 件児

童 いう 懐胎 成 一一 一 出産 現在 件児童

監護 い 件児童 成 一 そ 父 あ 開 邦夫

認知さ

原告 成 一 一 奈良県桜 市長 対 件児童 対象

児童 児童扶養手当認定請求書 提出 被告 給資格 認定さ

児童扶養手当認定通知書 交付 け 児童扶養手当

支給さ い こ 被告 原告 対 成 一 七 付け

件児童 認知 さ 件括弧書 成 一 児

童扶養手当 給資格 消滅 児童扶養手当資格喪失通知書 交

付 原告 件処 服 一一 被告 対 異議

申立 被告 成 一 付け 右申立 棄却 決定

点

件 点 主 件括弧書 法 定 憲法一四条

違 否 点 あ

原告 主張

一 憲法一四条違

父母 法 婚 解消 児童

父母 法 婚 解消 児童 父 扶養義務 民法 七七条一項

あ こ 父 認知 法七七九条 さ 遡及的 父子関 生

法七 四条 児童 場合 あ 父母 法 婚 解消

児童 監護者 児童扶養手当 支給さ 法四条一項一 対 認

知さ 実婚外 非嫡出子 監護者 児童扶養手当 支給さ い

法 定 憲法一四条 違背 件括弧書 無効 あ

婚姻外 児童 一般的 法 婚 解消 家庭 児童 比 劣悪 生

活環境 養育さ 父 認知 あ 生活環境 改善

さ 可能性 僅 あ 認知 理 児童扶養手当 支給 打

合理 あ 父 認知 一 遺棄 い 児童扶養手

当 支給さ こ 施行 一条 第一 こ 父母 法

婚 解消 児童 比較 明 合理 差 あ
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認知さ 実婚 内縁 児童

母 児童 懐胎 当時 実婚 内縁 関 あ 児童 い 父

母 実婚関 解消 児童 認知さ 場合 当該児童 監護

者 対 児童扶養手当 支給さ 認知さ 婚姻外 児童 児

童扶養手当 支給 い 明 合理 差 あ 憲法一四条 違

背

条約違

件規定括弧書 世界人権宣言 条 項 子供 権利宣言 一

条 市民的及び 治的権利 関 国 規約 昭和 四 条約第七

いわゆ Ｂ規約 四条一項 児童 権利 児童 権利 関

条約 成 条約第 条一項 女子 対 あ ゆ 形態 差

撤廃 関 条約 昭和 条約第七 一 条一項ｄ 違

児童扶養手当法違

法 前記 児童扶養手当 支給要件 四条一項一 い 四

ア父母 婚姻 解消 児童 イ父 死亡 児童 ウ父 定

程度 害 状態 あ 児童 エ父 生死 明 い児童 そ

条 そ 前各 準 状態 あ 児童 定 規

定 右ア い エ 外 支給要件 委任 い 法一条 目

的 衆参両議院社会労働委員会 附 決議 照 婚姻外 児童 認知

さ 父 生計 わけ 父母 婚姻 解消

場合 何 異 こ い 認知さ こ 支給要件

件括弧書 明 法 委任 範 逸脱 あ

被告 主張

一 憲法一四条違 い

理 件括弧書 合理性 憲法一四条 違背

い

婚姻外 児童 い 認知 前 そ 扶養状況 母

あ 父 認知 児童 扶養 義務 負う者 新 場

いう児童 好 い 情 生

父母 婚 場合 ，婚姻外 児童 父 認知 場合 父 児童

対 扶養義務 負うこ 何 差異 い 児童 福祉 い

う立法趣旨 あ 児童 父母 婚 結果 生活環境 変化

け 状況 想定 あ 児童 いわゆ 母子家庭 あ

新 父 現 扶養 増え いう状況 想定 そ 間

状況 異 こ 着目 父 認知 いう観点 児童 観

点 児童扶養手当 支給対象 関 差異 設け こ 合理性 あ
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父 認知 伴い 給資格 喪失 い 父 認知 児

童 扶養 意思表示 行 解 民法 扶養義務 履行

見 べ あ いう観点 あ 認知 扶養義務 負う父

場 いう児童 好 い状況 生 婚姻外 児童 父

あ 第一義的 そ 父 扶養義務 果 そ

児童 養育さ こ そ 児童 福祉 好 いこ 考え

こ う 場合 児童福祉手当 支給 逆 認

知 父 扶養責任 棄 い

認知 け 一 給資格 喪失 父 子 一 遺棄

い 場合 法施行 一条 第一 再び児童扶養手当 支給さ

こ 規定 存在 婚姻外 児童 認知 け 否 いう一

応 基準 示 父 扶養 い 否 いうそ 実態 着

目 婚姻外 児童 児童扶養手当 支給 考慮さ い あ

児童扶養手当 全 費 賄わ い あ 右 述べ う

第一義的 新 父 認知 者 児童 扶養義務 果 さ

こ 見 仮 こ 果 さ 遺棄 状態 場合

改 手当 支給 再考 こ 社会的 合意 得 範 あ

施行 一条 第 いわゆ 行 懐胎 出

生 児童 う 血縁 父 明 場合 想定 法四条一項

四 父 生死 明 い児童 準 場合 類型化さ

あ 父母 婚姻 解消 場合 児童 境遇 婚姻外 児童 境遇

相当異 あ そ 父 生死 明 実 児

童 対 扶養 可能性 生 段階 支給対象 除外さ こ 均

衡 婚姻外 児童 父 認知さ こ 父 養育 可能性

生 こ 支給対象 除外さ こ あ

血縁 父 明 い 場合 実 婚姻関 様 情 あ 場

合 扱わ こ 測

実婚 解消 場合 居あ い 定期的 訪問 送 父 一定

責任 あ 状態 従前存在 い こ 前提 こ 意味 認

知 無 わ 婚 家庭 様 状況 あ こ 対 婚

姻外 婚 母 い こう 責任 あ 者 存在 い状

態 あ 母 自 選択 児童 養育 引 け こ

あ 実婚状態 解消 母子家庭 間 一定 差異 あ こ 明

あ
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件括弧書 父 認知さ 婚姻外 児童 父母 婚

姻 実婚 含 解消 児童 間 生活状況 違い 着目 設け

父 認知さ 婚姻外 児童 父母 婚姻 解消 児童

当 差 相当 合理性 あ

条約違 い

原告 主張 う

児童扶養手当法違 い

原告 主張 う

第 点 対 断

当裁 所 理 件括弧書 法 定 憲

法一四条 無効 あ 考え あ

一 憲法一四条一項 べ 国民 法 あ 人種 信

条 性 社会的身 又 門地 治的 経済的又 社会的関

い 差 さ い 規定 い こ 合理的 理 差

さ いこ 個人 尊厳 立脚 民主的社会 可 要件 あ

考慮 考え 法 憲法 最 重要 基 原理

一 いうこ

前掲 法一条 こ 法 父 生計 い い児

童 育成さ 家庭 生活 定 自立 進 寄 当該児童

い 児童扶養手当 支給 児童 福祉 増進 こ 目的

定 い こ 当 者間 い い 件処 経緯 照

件児童 婚姻外 児童 あ 血縁 父 認知さ

結果 件括弧書 そ 児童扶養手当 支給 打

あ 法四条一項一 規定 婚姻 実婚 含 解消

母 監護さ 児童 児童扶養手当 支給 け 比 差異

あ こ 明 あ

そ 母 件児童 懐胎 当時 血縁 父 母 法 婚姻

い う や 実婚 関 あ う 件児童 い 自

選択 こ 可能 あ そ 出生 決定さ 柄 あ

前記 差異 件児童 立場 見 そ 社会的 地位又 身

経済的関 い 差 的 扱 け こ

児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨 実現 目的

設定さ 社会保 法 制度 あ 最高裁 所昭和 七 七 七

大法廷 決民集七巻一 九七 頁参照 憲法 条 規定 趣旨

こ え 体的 う 立法措置 講 選択決定 立法府

広い裁量 委 い 手当 支給対象者 決定 広い裁量 委

法 委任 手当 支給対象者 定
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そ 委任 範 内 広範 裁量 認 一定 差異 生 憲

法一四条違 問 起こ い あ 見解 考え い

い 法 前記 目的 そ 支給要件 法四条一項

定 項 い そ 前各 準 状態 あ 児童

定 法施行 一条 そ 支給要件 定 そ

支給要件 何 合理的理 い 当 差 的 扱 う 内容 あ

当該支給要件 定 施行 裁量 範 逸脱

憲法一四条 定 法 直 違 いうべ あ

わ 一 法 委任 法四条一項一 い 四 準

状態 あ 児童 該当 要件 定立 そ 定立 あ 裁

量 余地 あ こ 何 合理的理 当 差 的 扱

う 内容 あ いこ 当然 あ こ そ 裁量

範 内 余地 い そ こ う 差 的 扱 け 者 こ

違憲・無効 あ こ 主張 そ 救済 求 こ 解

相当 あ

そこ 前記 差 的 扱 合理的 理 基 否

検討

扶養義務 民法 七七条 児童扶養手当 い

民法 父 非嫡出子 認知 民法七七九条 場合 出生

遡 親子関 生 法七 四条 父 児童 対 扶養義務 法

七七条 負うこ 児童扶養手当法 児童扶養

手当 ア児童 父母 法 婚 解消 場合 イ児童 認知さ 父

母 実婚 解消 場合 ウ父母 実婚 解消 児童 認知さ

場合 い 場合 父 扶養義務 負う わ こ 支

給さ こ い こ 対 ア児童 父母 実婚関 あ

父 認知 い場合 民法 扶養義務 負う父 存在 いこ

児童扶養手当 支給さ イ児童 母 配偶者 養育さ

い 場合 当該配偶者 児童 対 扶養義務 い 児童扶養

手当 支給さ い 法四条 項七 こ 点 加え 前記 法一条

目的や法 条 項 児童扶養手当 支給 婚姻関 解消 父

児童 対 履行 べ 扶養義務 程度又 内容 変更

い 定 い こ 考慮 法 父親 在 家庭 経済状

態 いう 実 着目 児童扶養手当 支給要件 設け い あ

そ 支給 扶養義務 父 存在 否 いうこ 間 必

関連性 持 い い いうべ あ

児童 扶養義務者 父 現 い 児童扶養手当
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支給 打 こ 法 趣旨 こ 点 婚姻外 児童 婚姻

実婚 含 解消 母 監護さ 児童 扱 異 合理的

理 得 い

被告 法 父母 婚姻 実婚 含 解消 場合 児童 生

活環境 変化 け こ 想定 こ 緩和 いう考え 児

童扶養手当 支給 対 証拠略 父 認知 場合 児童

扶養 義務 負う者 新 場 いう児童 好 い

情 生 こ 考え 児童扶養手当 支給 打 あ

件括弧書 合理性 主張

法 児童 生活環境 悪化 捉え こ 支給要件

見 こ 認知さ こ 児童 好 い 情 生

いうこ う

法一条 目的や 法四条一項一 い 支給要件 見

例え 項 当初 父 害 状態 あ 場合 考え

法 児童 生活環境 悪化 捉え そ 支給要件 い

いこ 明 あ こ 点 認知さ こ 児童

好 い 情 見 要 婚姻外 児童 う 認知さ

児童 認知さ い い児童 比較 こ こ 既 述べ

件 い 認知さ 婚姻外 児童 婚姻 実婚 含

解消 母 監護さ 児童 比較 そ 間 差 合

理的 あ 否 検討 い あ 右 情 好転 直

件差 合理性 根拠 こ い

右 情 好転 件差 合理性 根拠 そ

婚姻外 児童 認知さ 結果 婚姻 実婚 含 解消 母

監護さ 児童 社会的 経済的 見 良好 状態 こ

必要 考え け 一般的 い 婚姻外 児童 認知さ

い 婚姻 実婚 含 解消 母 監護さ 児童 比較

社会的 経済的 恵 生活環境 養育さ 考え こ

そ う 実関 認 べ 資料 い 婚姻外 児童 認知さ

いうこ 右児童 父 間 法 親子関 生 結果 扶

養義務 負う父 存在 点 父母 法 婚 解消 児童 状態

い 実婚 解消 父 そ 解消 前 問わ 児童

認知 場合 様 状態 いうこ 被告 右主

張 採用 い

被告 婚姻外 児童 父 現 あ 児童 福祉 観点及

び児童扶養手当 全 費 賄わ い こ 第一義的 そ

父 扶養義務 果 さ べ あ 仮 こ う 場合 児童扶養
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手当 支給 逆 認知 い 児童 扶養 う 父 扶養責

任 棄 い 危惧さ こ 差 理 主張

右 理 父母 法 婚 解消 児童 場合や 実

婚 解消 父 そ 解消 前 問わ 児童 認知 い 場合 そ

父 扶養義務 果 さ べ あ 婚姻 実婚 含 解消 支給

要件 一 こ 問 あ いうこ 右 主張 当

得 い

父母 婚姻 届出 い 場合 婚 届出 い 実 婚

状態 あ 母 監護さ 児童 父 一 遺棄 い 児童扶養手当

支給 け い 扱 さ い 認 証拠略 こ

右 児童 比 婚姻外 児童 認知さ 児童扶養手当

支給 こ 婚姻外 児童 え 厚 保護 こ い

疑問 検討 加え こ 点 実婚 解消 母 監護

さ 児童 婚姻外 児童 差 影響 及 い 法一

条 条 項 四条一項一 照 法 婚 父母 実 婚状態

あ 母 監護さ 児童 児童扶養手当 支給さ 解 こ

十 可能 あ 前記 扱 行 能率 観点 支給要件 認定

容易 明確 う 要請 考え 前記 疑問

当裁 所 断 左右 い

被告 認知さ 父 引 一 遺棄 い 場合 法施

行 一条 第一 児童扶養手当 支給さ こ

え認知さ 時点 扶養手当 支給 け こ 合理的

あ 主張 父母 法 婚 解消 児童 場合や 実婚

解消 父 そ 解消 前 問わ 児童 認知 い 場合 そ

う 実 問わ こ 直 児童扶養手当 支給さ 対 認

知さ 婚姻外 児童 少 一 間そ 支給 け こ

さ 遺棄 いう 態 い 児童扶養手当 支給 け

い あ 当該差 合理的 いうこ い

被告 父 認知 伴い 給資格 喪失 認知 父

児童 扶養 旨 意思表示 行 こ こう 民法

扶養義務 履行 見 いう観点 あ 主張 認知

父 当該児童 自己 子 認 制度 あ こ 伴い父 扶養義務

生 こ 認知 こ 直 父 児童 現実 扶養

結び 限 特 強制認知 民法七 七条 場合 右 う

意思表示 あ いえ いこ 明 あ 婚姻 解消

父 扶養義務 果 扶養料 支払 い 児童扶養手当 支給
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打 こ い あ 婚姻外 児童 認知 父 そ 扶

養義務 果 扶養料 支払 い 児童扶養手当 支給 打

合理的 いえ い

こ 法四条四項 父母 婚姻 実婚 含 解消 児童

そ 解消 属 前 け 父 所得 定

あ 児童扶養手当 支給 い 定 い こ 規定 見

児童扶養手当 支給 否 父母 婚姻 実婚 含 解

消 児童 い 父 入 婚姻外 児童 い 認知 各基準

い こ 者 場合 前者 場合 父 生活状

況 把握 困 あ こ 父 経済的援助 意思 推測さ

認知 基準 あ 一応考え いこ い 法

四条四項 現在施行さ 現段階 右立法 あ こ 前提

断 べ 問 あ 前記 認知 父 経済的援

助 意思 推測 こ 項 そ 書 い

父 国内 住所 いこ 父 所在 長期間明 いこ

そ 特 情 母又 養育者 父 当該児童 い 扶養義務

履行 求 こ 困 あ 認 こ 限 い

定 い こ 照 婚姻外 児童 そ 父 入や扶養義

務 履行可能性 全 問うこ 認知さ こ 児童扶養手当

支給 い 定 こ 合理 いう い

被告 施行 一条 第 いわゆ 行 懐胎

出生 児童 う 血縁 父 明 場合 想定 法四条一項

四 父 生死 明 い児童 準 場合 類型化さ

あ 父 認知 さ 父 明 場合 支給 打

合理的 あ 主張 婚姻外 児童 ア母 児童

懐胎 実婚 状態 いえ い 血縁 父 明 い

場合 イ右 意味 父 明 あ 場合 場合 あ 考え

そ 右イ 場合 準 いえ ，右ア 場合 当

初 血縁 父 明 い あ 父 生存 確認さ い

う 法 扶養義務 父 存在 い いう点 父母 実婚

解消 認知さ い い児童 類似 いうこ 右

主張 失当 あ

結局 認知さ 婚姻外 児童 対 件差 合理的 あ

理 見出 こ い

父母 婚姻 実婚 含 解消 児童 児童

扶養手当 支給 対 婚姻外 児童 認知さ 場合 児童扶

養手当 支給 い こ 何 合理的 理 見出 こ
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右差 明 合理 いうべ あ 件括弧書 法

定 憲法一四条 違背

第四 結論

第 婚姻外 児童 児童 認知さ こ 児童扶

養手当 支給対象外 件括弧書 父母 婚姻 解消 児童及び

実婚 解消 父 認知さ 児童 比較 婚姻外 児童 そ 社

会的 地位又 身 経済的関 い 明 差 あ

右差 合理的 理 いえ い 法 定

憲法一四条 違背 無効 いう い そ 余 点

断 件括弧書 基 件処 当然 違法 あ

件処 違法 あ こ 消 訴訟費用 負担

行 件訴訟法七条 民訴法 九条 適用 主文 決

裁 官 前川鉄郎 哲男 近 正晴
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 全 文全 文全 文全 文

文献番文献番文献番文献番   

児童扶養手当 給資格喪失処分 消請求 件

大阪高裁 六 行コ 七四

・ ・ 民 部 決

決

住所略

控訴人奈良県知 柿本善也

訴訟 理人弁護士 川村俊雄

指定 理人 山元裕 ほ 一

住所略

被控訴人 花子

訴訟 理人弁護士 住忍

多 実

福 英之

主 文主 文主 文主 文

一 原 決を 消

被控訴人 請求を棄却

訴訟費用 第一 審 被控訴人 負担

実及 理実及 理実及 理実及 理

第一 当 者 立

一 控訴人

主文 旨

被控訴人

本件控訴を棄却

控訴費用 控訴人 負担

第 案 概要

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース : ex L Ze C e x? e =

   :

案 概要 原 決一〇頁一行目 主 行目 違反

を 本件処分 適法 あ 改 控訴人及 被控訴人 各

主張 付加 ほ 原 決 実及 理 中 第 案

概要 欄 記載 あ こ を引用

一 控訴人 主張

本件括弧書 施行 一条 第 一部 全体

法四条一項 委任 基 認知 い婚姻外 児童を保護対

象者 児童扶養手当を支給 旨を定 規定 あ

本件処分 法四条一項所定 支給要件 い 該当

あ 適法 あ

本件括弧書 を無効 こ 実質 い 父 認知

婚姻外 児童を監護 母 手当を支給 言う 個 支給要件を定

規定を創設 あ 裁 所 自 児童扶養手当 支給

要件を創設 要件 存 こ を前提 本件処分を 消 こ

政 制定権者 権限を侵 あ 法 限界を超え 許

い

児童扶養手当を支給 保護対象者 父 認知 婚姻外 児

童 いう類型を規定 い い施行 一条 述べ 憲法一

四条一項 違反 い

一 児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨を実現 設け

社会保 制度 あ 具体的 う 制度を設け 選択決定

立法府 広い裁 い 社会権 保

実質的 等 実現を志向 あ こ 立法府 広い裁 を認

を得 い 憲法一四条一項 等原則 適用 立法府

裁 を尊 べ あ

こ 施行 一条 父 認知 婚姻外 児童を保護対象

児童扶養手当を支給 旨規定 い いこ 憲法一四条一項 違反

う を 断 い う 規定を設け こ 著

合理性を 明 裁 権 逸脱・濫用 見 を得 い あ

う 結果 何 合理的理 い 当 差 的 扱いを

あ う いう観 断 け い

法 四条一項一 い 四 限定 場合 児童 父 状

態 着目 基本的 保護範 を画 い こ 各 け 父

婚姻外 児童 父を含 い 法 婚姻外 児童を保護対象者

う 政 制定者 裁 い 解 法 婚姻外

児童を保護対象者 こ を当然 前提 い いこ 法四条一

項 他父 生計を い い児童 政 定
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規定を い いこ う うこ 法四

条一項一 い 四 児童 生活環境 悪化 を児童扶養手当 支給

要 指標 い 婚姻外 児童 当然 生活環境 悪化

あ いうこ 項一 い 四 準 状態 あ いえ い

婚姻外 児童を一律 保護 対象外 こ 裁 範 内

いうこ こ 父 生死 明 い場合 四 準

支給対象 四 場合 父 生存 明

保護対象 いこ 法律 婚姻 い 父母 居

児童 父 生計を い場合 児童扶養手当 支給要件 含 い

こ 等 均衡 を考慮 婚姻外 児童 認知 無 いう客観

的指標 保護対象者 う を画 こ 合理的 あ

裁 権 範 内 あ

児童扶養手当 児童を監護 母等 対 支払わ あ

婚姻外 児童 婚姻 懐胎 児童を比較 本件処分 憲法

一四条一項 違反 う を論 こ 給資格者 被控訴人

権利義務 直接関 い 情を 本件処分 違法をいう あ

失当 あ

被控訴人 主張

施行 一条 第 イ 母 婚姻 い 懐胎 児童

い 支給 ロ 前項 規定 わ 児童 父 認知

場合 支給 い いう規定 内容 あ 本件括弧書 実質

的 ロ 項 う 制限規定 あ こ こ 施行 制定 経

過 衆参両院 社会労働委員会 附 決議を け 婚姻外

児童を支給対象 こ を決定 支給制限を検討 い こ

法 父 生計を い児童 母子家庭 児童 を保護 目的

い こ 婚姻外 児童 法 保護を 定 い 母子家庭 児

童 該当 本件括弧書 こ を制限 趣旨 規定 あ こ

明 あ 本件括弧書を違憲無効 こ 制限規定 解除 あ

裁 所 権限 属

一 施行 衆参両院 社会労働委員会 附 決議を け 制定

あ 附 決議 内容 拘束 こ 無関 広範 裁

権 あ い 法 趣旨 目的及 附 決議 照 認知

婚姻外 児童 を児童扶養手当 支給対象 除外 こ 立

法 政 制定 当 裁 権 範 を逸脱

法四条一項一 い 四 生活環境 悪化 着目 児童扶養

手当 支給要件を規定 いこ 児童 生

父 生計を共 い い場合 あ 児童福祉手当 支給 場合
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あ こ 明 あ 法 父 実質的 在・母子家庭 着目

要件 定 い あ 本件括弧書 合理性 い

本件括弧書 あ こ 認知 婚姻外 児童 い 父

母 婚 嫡出子 異 児童扶養手当 支給 いこ 児童扶養手

当 支給 こ 認知を け こ 実 害 認知

請求権を害 い 本件括弧書 意味 非嫡出子全体を嫡出子 差

あ

児童扶養手当 児童を監護 母等 支給 あ

母等 児童 児童 わ 領 あ 児童

あ 児童を基準 差 合理性を検討 べ あ

第 証拠 略

第四 当裁 所 断

一 被控訴人 本件処分 本件括弧書を根拠規定 あ

主張 趣旨 本件括弧書 法四条 項 い 四項 様

独立 児童扶養手当支給 消極要件を定 あ 本件処分 こ

消極要件 該当 本件括弧書を根拠規定 あ

理解 こ を前提 解

児童扶養手当 法四条一項各 い 該当 児童 母

児童を監護 又 児童 母 外 者 児童を養育

母又 養育者 対 支給 あ 法四条一項

児童 条 項各 い 該当 児童 支給

条 項 母又 養育者 条 項各 い 該当

母又 養育者 支給 条 項 法九条 い

一一条 規定 該当 あ 児童扶養手当 全部

又 一部 支給 停止 い

こ う 法 規定を見 法四条一項 児童扶養手当 支給 積極

要件を定 条 項及 項 消極要件を定 法九条 い 一一

条 支給制限 を規定 あ こ 法四条一項各 児童扶養

手当支給 積極要件 一 あ 支給対象 児童を定 あ こ

明 あ ，施行 一条 法四条一項 委任を

け 制定 あ 条各 児童扶養手当 支

給対象 児童を定 いうこ う 施行 一

条 第 本件括弧書を含 全体 条 他 様 児童

扶養手当 支給対象 児童を定 規定 あ 自体 中 児

童扶養手当 支給対象 児童を規定 ほ 消極要件 規定

い 解 こ い

こ 被控訴人 施行 一条 第 イ 母 婚姻
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い 懐胎 児童 い 支給 ロ 前項 規定 わ 当

該児童 父 認知 場合 支給 い いう規定 一 あ

本件括弧書 規定 ロ 項 当 消極要件を規定 あ

旨主張 本件括弧書 あ こ 児童扶養手当 支

給 う いう結論 い 被控訴人 主張 う 規定 あ

場合 一 結果 前述 施行 一条 児

童扶養手当支給 積極要件中 支給対象児童を規定 四条一項 委任

を け あ 法四条一項一 い 四 準 支給対象児童

を規定 あ 消極要件を規定 こ 委任 範 を超え

解 こ 被控訴人主張 う 解 こ い

述べ 施行 一条 第 本文 括弧書 いう

規定 一体 母 婚姻 い 懐胎 児童 あ

父 認知 い い を児童扶養手当 支給対象 こ を定

規定 あ

本件括弧書 独立 児童扶養手当支給 消極要件を規定

あ こ 本件処分 本件児童 本件括弧書 規定 扶養手当

給 消極要件 該当 至 こ を理 あ こ

を前提 被控訴人 主張 前提を こ 主張

う 婚姻 い 懐胎 児童 あ 父 認知 を

児童扶養手当 支給対象 規定を い いう立法 い 政 制定

作 を違法

施行 一条 第 う 本件括弧書 を 出

を無効 本件括弧書 無効を理 本件処分を 消 こ 一

体 母 婚姻 い 懐胎 児童 あ 父 認知 い

い を児童扶養手当 支給対象 こ を定 施行 一条 第

規定 趣旨 反 法四条一項各 施行 一条 各 を含 児

童扶養手当 支給対象 規定 い母 婚姻 い 懐胎 児

童 あ 父 認知 い 児童扶養手当 支給対象 含

法律又 政 存在 う 法律又 政 を適用 本

件処分を 消 こ 一 結果 立法府又 政 制定者 権限を

侵 こ 許 い

要 本件処分 本件児童 法四条一項各 規定 支

給対象児童 い 該当 いうべ こ

本件児童 認知 こ 施行 一条 第 規定 児童

該当 こ 当 者間 い 弁論 全趣旨

法四条一項各 規定 他 支給対象児童 い 当 いこ

認 本件処分 適法 あ
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本件括弧書 婚姻 い 懐胎 児童 父 認知

を支給対象 いこ い 説示

憲法一四条一項等 違反 い 解 被控訴人 い 本件児

童 本件括弧書 規定 生 こ 本件児童 施行 一条

第 規定 児童 該当 こ 当 者 い い

本件処分 適法 あ

児童扶養手当 憲法 条 規定 趣旨を実現 目的を 設定

社会保 制度 あ 憲法 条 規定 趣旨 こ え 具体

的 う 立法措置を講 選択決定 立法府 広い裁

最高裁昭和 一 行ツ 第 〇 七 七 七日大法廷

決・民集 六巻七 一 頁参照 う 児童を児童扶養手当

支給対象 立法府 裁 範 属 柄 見 べ あ

憲法一四条一項 合理的理 い差 を禁止 い 憲

法 条 規定 要請 こ え 制定 法 い 支給要件等

い 何 区 設け い 場合 何 合理的理 い

当 差 的 扱い あ 立法府 合理的 裁 断 限界を超え い

認 憲法一四条一項違反 問題 生 いうべ

あ

本件括弧書 憲法一四条一項 違反 う 父

認知 婚姻 い 懐胎 児童を児童扶養手当 支給対象

いこ 何 合理的理 い 立法府 合理的 裁

断 限界を超え う いう観 断 べ あ

法 父 生計を い い児童 育成 家庭 生活 安

定 自立 進 寄 当該児童 い 児童扶養手当を支給

こ 児童 福祉 増進を こ を目的 い あ

法一条 べ 父 生計を い い児童を児童扶養手当 支

給対象 いう政策を採用 法四条一項各 該当 児童 を

支給対象 い こ 法一条 四条一項 文理 明 あ

前述 衆議院及 参議院 社会労働委員会 各附 決議 委員会

希望を表明 何 法的 効力を いこ

附 決議 性質 明 あ 項 政 指定

児童 項一 い 四 規定 児童 準 児童 ほ 特

段 制限を付 い い 項一 い 四 規定 児童 準

児童 中 児童扶養手当 支給対象 児童 類型を指定 こ を政

制定者 裁 い いうべ あ

こ 法四条一項自体 具体的 規定 い 児童扶養手当 支給対

象 あ 児童 父母 婚姻を解消 児童 項一 父
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死亡 児童 項

父 政 定 程度 害 状態 あ 児童 項

父 生死 明 い児童 項四 イ 父 存在

父 児童を扶養 こ を期待 こ 困 類型 う 一定

ロ 父 存在 い 父 扶養を け

こ い類型 児童 う 一定

父 存在 明 場合 あ 場合 児童 扶養 いう

存在 い 視 得 い 児童扶養手当 支給対

象 あ こ をう うこ

項 委任 基 制定 施行 一条 父

引続 一 遺棄 い 児童 条一 父 法 引

続 一 拘禁 い 児童 条 母 婚姻

い 懐胎 児童 父 認知 児童を除 条 及

前 該当 う 明 い児童 条四 を児童扶養手当 支

給対象 こ を規定 い こ イ 父 存在

父 児童を扶養 こ を期待 こ 困 類型 児童

及 ロ 父 存在 い 父 扶養を け こ

い類型 児童

支給対象 解 こ わ

施行 一条 第 規定 児童 父 存在 い 父 児童を

扶養 こ い場合 あ 法四条一項 又 四 準

規定 解 こ

父 存在 児童 い 父 存在 自体 当該児童 育成

家庭 生活 安定 自立 進 寄 児童扶養手当を支

給 必要性 類型的 肯定 場合 あ ロ を指標

児童扶養手当 支給対象 児童 範 を画 こ 合理

的 あ う 反面 父 存在 いう指標 該

当 実 場合 わ 父 存在 至 場合

他 支給対象児童 実 あ 場合 類型的 児童扶養手当

必要性 こ 合理的 いうこ

立法者 裁 範 内 属 解 本件括弧

書 こ 父 存在 いう指標 該当 実を規定

あ こ う 指標 児童扶養手当 支給対象

を画 こ 合理 いえ い 本件括弧書を設け こ 婚姻

い 懐胎 児童 父 認知 を支給対象 いこ

立法府 い 政 制定者 裁 範 内 属 解 憲法一四

条一項 違反 いえ い
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本件括弧書 存 結果 母 婚姻 い 懐胎 児童 い

児童扶養手当 支給 い 場合 当該児童 父 認知

当該児童 児童扶養手当 支給対象 父 当該児童

対 扶養義務を尽 否 わ 当該児童を監護 い 母又

養育者 児童手当 給権を喪失 こ 様 結果

父 存在を指標 解 前記 及 場合 生

あ わ 父 死亡 又 父 生死 明 あ

児童扶養手当 支給 い 場合 当該児童 養子縁組を

又 父 生存 確認 養父 い 生存 確認 父

当該児童 対 扶養義務を尽 う わ 法四条一項

又 四 支給対象児童 こ を理 児童扶養手当 給

権 消滅 解 あ こ 結果 当該児童 い 父 存

在 いう支給対象児童 あ 要件 け あ 母 婚姻

い 懐胎 児童 あ こ 当該児童 い 当該児童を監護

母又 養育者を差 い

前記説示 照 条約違反 主張 失当 あ 本件

括弧書を設け こ 施行 一条 第 婚姻 い 懐胎 児童

父 認知 を支給対象 いこ 法 委任 範 内 あ

こ 明 あ

第 結論

本件処分 消 を求 被控訴人 請求 理 い こ

を棄却 べ あ こ 異 原 決を 消 被控訴人 請求

を棄却 こ 訴訟費用 負担 い 行政 件訴訟法七条 民

訴訟法九六条 八九条 従い 主文 決

大阪高等裁 所第 民 部

裁 長裁 官 山中紀行 裁 官 武 多喜子 裁 官 水 敏
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 全 文全 文全 文全 文

文献番号文献番号文献番号文献番号   

児童扶養手当資格喪失処 消請求事件

最高裁 所第一小法廷 成 行ツ 第 号

成 日 決

主 文主 文主 文主 文

原 決を破棄

被 告人 控訴を棄却

控訴費用 び 告費用 被 告人 負担

理理理理

告 理人 住忍，同多 実，同 保典，同福井英之 告理 い

児童扶養手当法 法 いう 条 項 ，児童扶養手当 支

給要件 ，都道府県知事 各号 い 該当 児童 母 そ

児童を監護 ，又 母 い 若 く 母 監護を い場合

い ，当該児童 母 外 者 そ 児童を養育 ，そ 母又 養育

者 対 ，児童扶養手当を支給 ，支給対象 児童 ， 父

母 婚姻を解消 児童 号 ， 父 死亡 児童 号 ， 父

政 定 程度 障害 状態 あ 児童 号 ， 父 生死 明

い児童 号 ， そ 他前各号 準 状態 あ 児童 政

定 号 を規定 い 規定 場合を含 ，法 い

う 婚姻 ，婚姻 届出を い い 事実 婚姻 同様 事情

あ 場合を含 い 法 条 項 ，本 決 い

同 そ ，児童扶養手当法施行 成 政 第 号

改正前 施行 いう 条 ，法 条 項 号

規定 政 定 児童 ， 父 母 児童を懐胎 当時婚姻 届

出を い い ，そ 母 事実 婚姻 同様 事情 あ 者を含

号 い 同 引 続 遺棄 い 児童

号 ， 父 法 引 続 拘禁 い 児童 号 ，
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母 婚姻 婚姻 届出を い い 事実 婚姻 同様 事情 あ

場合を含 い 懐胎 児童 父 認知 児童を除

く 号 ， 前号 該当 う 明 い児童

号 を規定 い

原審 適法 確定 ， 告人 ，婚姻 い 子

を懐胎，出産 ， を監護 ，施行 条 第 号 該当

児童を監護 母 成 児童扶養手当 支給を い

，同 日，子 そ 父 認知 ，被 告人 ，

児童扶養手当 給資格 消滅 ，同 日付

児童扶養手当 給資格喪失処 本件処 いう を い

う あ

記事実 ，原審 ， 断 ，本件処 消 を

求 告人 請求を認容 第 審 決を 消 ， 告人 請求を棄却

施行 条 第 号 ， 父 認知 児童を除く

括弧書部 本件括弧書 いう を含 ，全体 児童扶養

手当支給 積極要件 あ 支給対象 児童を定 規定 あ ，本件

括弧書 独立 児童扶養手当支給 消極要件を定 いえ い

同号 規定 う 本件括弧書 を 出 ，そ を無効 本件処

を 消 ，母 婚姻 い 懐胎 児童 婚姻外懐胎

児童 いう あ 父 認知 い い を児童扶養手当 支

給対象 を一体 定 同号 規定 趣旨 反 ，法 び施行

児童扶養手当 支給対象 規定 い い父 認知 婚姻外

懐胎児童 い 児童扶養手当 支給対象 含 法 存在

，そ う 法 を適用 本件処 を 消 同一 結果

，立法府又 政 制定者 限を侵 ，許 い

，本件括弧書を設 ，憲法 違反

く，法 委任 範 内 あ 法 ，法 条 項 号 い 号 規定

児童 準 児童 中 児童扶養手当 支給対象児童 類型を指定

を政 制定者 裁量 ゆ い ，法 条 項 号 び 号 ，

父 存在 い 父 扶養を い類型を定

あ ，施行 条 第 号 ， 準 規定 解

父 存在を指標 児童扶養手当 支給対象 児童 範

を ，そ 合理的 いう ，そ 反面

，父 存在 いう指標 該当 事実 く 場合 ，類型的

児童扶養手当 支給対象 必要性 く ，そ

合理的 いう 本件括弧書 ， 父
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存在 いう指標 該当 事実を規定 あ ，本件括弧書を設

，立法府 い 政 制定者 裁量 範 内 属 解 ，

違憲，違法 いえ い

，原審 記 断 ，是認 い そ 理

あ

施行 条 第 号 規定 ，婚姻外懐胎児童を児童扶養手当 支

給対象児童 ，認知 児童をそ 除外 明

確 立法的 断を示 い 解 そ ， う 認知

児童を児童扶養手当 支給対象 除外 いう 断 違憲，違法

評価 場合 ，同号 規定全体を 可 一体 無効

く，そ 除外部 を無効 ，い 何

立法的 断 い い部 裁 所 新 立法を行う 同

視 いえ い ，本件括弧書を無効 本件処

を 消 ，裁 所 立法作用を行う 許 い いう

い

そ ，政 制定者 施行 条 第 号 い 本件括弧書を設

，法 委任 範 を超え いう 否 い

検討

法 ，父 生計を同 く い い児童 育成 家庭 生活 安定

自立 進 寄 ，当該児童 い 児童扶養手当を支給 ，

児童 福祉 増進を を目的 い 法 条 ，父 生計を

同 く い い児童 べ を児童扶養手当 支給対象児童 旨を規定

く，そ 条 項 号 い 号 い 一定 類型 児童を掲

支給対象児童 ，同項 号 そ 他前各号 準 状態 あ 児童

政 定 を支給対象児童 い 同号 委任 範

い ，そ 文言 ，法 趣旨や目的， ，同項 一定

類型 児童を支給対象児童 掲 趣旨や支給対象児童 者

均衡等を 考慮 解釈 べ あ

法 ，いわゆ 死 母子世 を対象 国民 金法 母子福祉 金

支給 い 均衡 ，いわゆ 生 母子世 対 同様

施策を講 べ あ 議論を契機 制定 あ ，法

条 項各号 規定 類型 児童 ，生 母子世 児童 限定

， 条 目的規定等 照 ，世 生計維持者 父 現

実 扶養を期待 い 考え 児童， わ ，児童 母

婚姻 あ う 父 存在 い状態，あ い 児童 扶養 観点

同視 状態 あ 児童を支給対象児童 類型化

い 解 母 婚姻 懐胎，出産 婚
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姻外懐胎児童 ，世 生計維持者 父 い い児童 あ ，父

現実 扶養を期待 い類型 児童 当 ，施行 条

第 号 本件括弧書を除い 本文 い 婚姻外懐胎児童を法 条 項

号 い 号 準 児童 い ，法 委任 趣旨 合

あ 一方 ，施行 条 第 号 ，本件括弧書を設 ，父

認知 婚姻外懐胎児童を支給対象児童 除外 い

確 ，婚姻外懐胎児童 父 認知 ，法 父 存

在 状態 あ ，法 条 項 号 い 号 法 父 存

否 支給対象児童 類型化を 趣旨 い 明 あ

，認知 当然 母 婚姻 形成 世 生計維

持者 父 存在 状態 わ い ，父 認知

通常父 現実 扶養を期待 いえ い

，婚姻外懐胎児童 認知 法 父 い 状態

，依然 法 条 項 号 い 号 準 状態 続い い

いうべ あ そう ，施行 条 第 号 本件括弧書を除い

本文 い ，法 条 項 号 い 号 準 状態 あ 婚姻外懐胎児

童を支給対象児童 ，本件括弧書 父 認知 婚姻外懐

胎児童を除外 ，法 趣旨，目的 照 両者 間 均衡を ，

法 委任 趣旨 反 いわ を得 い

原 決 ，法 条 項 号 父 死亡 児童 び 号 父

生死 明 い児童 ，父 存在 い 父 扶養を

い類型を定 あ ，施行 条 第 号 ，本件括弧

書を含 準 規定 あ ，父 認知

給資格 失わ ，法 条 項 号 び 号 支給対象

児童 い 養父 出現や父 生存 確認 父 存在 いう

事実 く 父 扶養義務を尽く 否 わ 児童扶養手当

支給 打 同様 あ ， 記各号 定

父 死亡や父 生死 明 ，単 法 父 存在 く，世

生計維持者 父 存在 場合を類型化 いう

あ ， 記各号 場合 養父 出現や父 生存 確認 世 生

計維持者 父 存在 状態 解消 そ 給資格を喪失

，認知 法 父 存在 一事を

給資格を喪失 を同一視 い いうべ あ

そ ， う 解 ，事実 婚姻 あ 父母 間 出

生 児童 ，事実 婚姻 解消 法 条 項 号 支給対象

児童 場合 い ，そ 父 認知 あ ，そ 給

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

- 41 -



資格 消長を来 い 解 い 整合

あ ，施行 条 第 号 父 認知 婚

姻外懐胎児童を本件括弧書 児童扶養手当 支給対象 児童 範

除外 法 委任 趣旨 反 ，本件括弧書 法 委任 範 を

逸脱 違法 規定 無効 解 べ あ そう ，そ 余 点

い 断 く，本件括弧書を根拠 本件処 違

法 いわ を得 い

，原審 前記 断 ，法 解釈適用を誤 違法 あ

，そ 違法 決 影響を 明 あ 論旨 ， 趣旨

をいう 理 あ ，原 決 破棄を免 い そ ，前記説示

， 告人 請求を認容 第 審 決 ，結論 い 是認

，被 告人 控訴を棄却 べ あ

，裁 官 顯 反対意見 あ ，裁 官全員一 意見 ，

主文 決

裁 官 顯 反対意見 ， あ

私 ，多数意見 本件括弧書 法 委任 範 を逸脱 違法 規定

無効 あ 解 ，賛成 い そ 理 ，

あ

多数意見 ，法 条 項各号 規定 児童 世 生計維持者

父 現実 扶養を期待 い 考え 児童を支給対

象児童 類型化 い 解 ，婚姻外懐胎児童 世 生計維持

者 父 い い児童 あ ，認知 世 生計維持者

父 存在 状態 わ い ，父 認知 婚姻外懐胎児

童を支給対象児童 い本件括弧書 法 委任 趣旨 反 ，無効 あ

，児童扶養手当 制度 ，多数意見 指摘 ，死 母子世

母子福祉 金 支給 い ，生 場合 ，死 場合

同様， 児童 経済状態 悪化 異 い ，死 母

子世 均衡 ，生 母子世 対 同様 施策を講 を主

眼 創設 あ ， ， 同視 状態 あ

児童 あ 父 死亡 児童， 父 一定 障害 状態 あ 児

童 事故，疾病等 父 障害者 少 く い び

父 生死 明 い児童を支給対象児童 明記 ， 準

状態 あ 児童 政 定 支給対象児童

あ 法 世 生計維持者 父 い い児童 べ を

支給対象児童 い ，そ 文言 明 あ ，

， を前提 ，法 議決 当 衆議院 社会労働委員会 ，政
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府 父 生計を同 く い い べ 児童を対象 児童扶養手当を

支給 う措置 を求 い 付 決議 法的効力を持

い ，いう い 裏付 父

生計を同 く い い児童 べ く，父母 婚等そ 児童

経済状態 悪化 特 事情 あ 児童 限 児童扶養手当を支給

社会保障立法 ，憲法 反 い ，最高裁昭和 行

ツ 第 号同 日大法廷 決・民集 巻 号 頁 照

明 あ を，多数意見 う ，法 世 生計維持者

父 い い児童を類型化 支給対象児童 い 解 ，

そ 一 典型 あ 婚姻外懐胎児童 い ，法 条 項 列記 い

説明 困 思わ

う 解 べ ，内 ，法 条 項 号 委任 基

，政 を定 場合 ，婚姻外懐胎児童を支給対象児童 を義務

付 い い 同号 同項 号 号 準 状態

あ 児童 政 定 を支給対象児童 包括的，抽象的

定 趣旨 ， う 状態 あ 児童を同項 号 号 準

状態 あ 政 定 を，政 制定 者 あ 内 裁量 ゆ

い いうべ あ そ ，内 婚姻外懐胎児童を支給対

象児童 政 定 場合 ，父 認知 認知 い

い 異 扱いを ， 異 扱う 合理的理 あ

， 裁量 範 内 あ 解 同 婚姻外懐胎児童 あ

，父 認知 父 対 扶養請求 を持 認知 い

い そ う 利 い ，社会福祉制度 一 あ 本件児

童扶養手当 支給 い ，認知 い い を支給対象児童

合理的 理 あ ，施行 条 第 号 括弧書部 法 委

任 趣旨 反 解 い う 解 ，認知を

児童 父 引 続 遺棄 い 場合 ，法 条 項 号

号 又 施行 条 第 号若 く 号 該当 場合 ，婚

姻 あ 父母 間 出生 児童 同 事 基 児童扶養手当 支

給を あ ，格段 利益を いえ

い 多数意見 ，事実 婚姻 あ 父母 間 出生 児童 事実

婚姻 解消 児童扶養手当 支給を い 場合 ，そ

父 認知 給資格 消長を来 い ，婚姻外懐胎児童 場

合 父 認知 給資格を く ，整合性 う

いう ，事実 婚姻 あ 父母 間 出生 児童 い ，法

，父 認知 無 わ ，父 あ 法を適用

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

- 42 -



い あ ，認知 法 適用 新 父 出現

い 対 ，婚姻外懐胎児童 場合 ，父 認知 初 父 あ

あ ， 給資格 ，認知 扱い 異 ，

整合性 い

児童扶養手当 ，前記 ， 婚等 経済状況 悪化 母子家

庭等 支給 社会保障 給付 あ ，そ 運用 ， 趣旨

従 行わ べ あ ，従前児童扶養手当を 事

い 給資格 該当 く 場合 ，他 給資格 あ 場合

， 給資格喪失処 を 許 い 解 相当 あ

そ ，本件 う 父 認知を ，施行 条

第 号 給資格を く 場合 ，同条 号 規定 児童

該当 場合 あ 十 予想 ，児童扶養手当 給資格喪失

処 適否を 断 当 ，同号等 該当 事 無を釈明，

審理 必要 あ いうべ あ

， 点を 断 ，原 決を破棄 ，本件を原審 差 戻

相当 あ

裁 長裁 官 井嶋一 裁 官 藤井正雄 裁 官 顯 裁 官

深澤武久

 

Ｘ／ インターネットに関する知的所有権そ 他一切 権利 株式会社Ｔ および情報提供者に帰属します。
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定 全定文全定文全定文全定文

文献番号文献番号文献番号文献番号 定定

選挙無効請求 件

東京高等裁 所 成 行 第 号

成 日第 民 部 決

口頭弁論終結日 成 日

決

原告

原告

原告

原告

原告

原告

原告

原告

原告

原告

原告 原告 除 訴訟 理人弁護士

原告 原告 除 訴訟 理人弁護士

被告 東京都選挙管理委員会

表者委員長

指 理人

主 文主 文主 文主 文

原告 請求 棄

訴訟費用 原告 担
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実及び理実及び理実及び理実及び理

第 当 者 求 裁

原告

成 日 行わ 参議院 選挙区選出 議員選挙 東

京都選挙区 け 選挙 無効

訴訟費用 被告 担

被告

主文

第 案 概要

件 ，東京都選挙区 選挙人 あ 原告 ， 成 日

行わ 参議院 選挙区選出 議員選拳 件選挙 いう

， 成 法 第 号 成 日公 改

公職選挙法 条， 表第 選挙区及び議員 数 規 従 実

施 ， 議員 数 規 ，人口 比例

，憲法 規 議制民主制， 基礎 公 表 選出

契機 あ 選挙 等 保 ，憲法 条， 条等 無効

あ ， 改 規 基 実施 件選挙 無効 あ 主張 ，

公職選挙法第 条 基 ，東京都選挙区 け 件選挙 無効確認

求 訴訟 あ

前提 実 尾 証 掲記 い い 実 争い い 実

あ

原告 ， 成 日 行わ 件選挙 東京都選挙区

選挙人 あ

件選挙 ， 成 法 第 号 成 日公

改 公職選挙法 公選法 いう 条及び 表第

選挙区及び議員 数 ， 改 数 規

成 改 規 いう 従 実施

紙 表 ― 表 ― いう う 紙 表示

省略 ， 成 国勢調査人口 基 ，当該選挙区 現実 人口

数 ， 数値 選挙区人口 いう 多い 選挙区

並 あ ，選挙区人口 最 少 い鳥 選挙区 大阪府選挙区

，議員 人当 選挙区人口 ． 倍 数 桁 捨

入 較差 生 い

， 成 国勢調査人口 ，選挙区間 け 議員 人当

人口最大較差 ，大阪府選挙区 万 人 鳥 選挙区 万
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人 間 ． あ ， 件選挙当日 者数 選挙区

間 け 議員 人当 選挙人数 最大較差 ，神 川 選挙区

万 人 鳥 選挙区 万 人 間 ． あ

乙 数 桁 降 捨 入

成 国勢調査人口 成 法 第 号 改 前

議員 数 基 選挙区間 け 議員 人当 人口最大較差 ，

東京都選挙区 万 人 鳥 選挙区 万 人 間

． あ 乙 数 桁 降 捨 入

争

成 改 規 件選挙 議員 数 選挙 等 保

無効 あ 否

原告 主張

憲法 ， 表民主制 採用 憲法前文一段， 条 ，公務員

選 罷免 国民固 利 法 条 ，普通選挙 条

， 等選挙 法 条 ， 条 保 い

，普通選挙制度， 等選挙制度 発展 歴史的経過 ，選

挙 憲法的保 ，国民 人種，信条，性 ，社会的身 ，門地，

具体的能力，資質及び居 地域 差異 わ ，形式的 一人 一票

保 要請 ， ， 内容 い 等価性 保 要求 一

票等価 あ

憲法 ，個々 国民 個人 尊 法 条 ，一人一票制

，個人 尊厳原理 根 原理 ，民主制維持，運営 面 い

発現 け ，厳格 遵 求 い 一般社会 け

等 希求 深 応 ，差 許容 程度 急 ， 倍

較差 人 人 投票価値 認 到底認

， 能 限 対 近接 け い いう ，諸外国 例

明 あ

一人一票，一票等価 基 選挙 憲法的保 要請 ，国会

選挙区制 選挙制度 採用 場合 ，各選挙区 選出

表者 議員 数 均等 ，人口 比例 う

国会 立法 限 束 い

， 成 改 規 ，表 ― 明 う ，各

選挙区 人口 比例 ，憲法 規 議制民主

制 憲法前文一段， 条 ， 基礎 公 表 選出 契

機 あ 選挙 等 保 憲法第 条 ， 条

， 憲 評価 免 い ，憲法 条 基 無効

あ ， 成 改 規 基 実施 件選挙
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無効 あ

表 ― 明 あ

ア 表 ― ， 成 国勢調査 人口 基 ，人口 多い

選挙区 並 あ ， 成 改 規 議員 数

，選挙区人口 比例 い い 明 あ

イ 表 いう 基準人数 ，全人口 参議院 選挙区選出 議員

数 除 得 整数値 あ ，議員 人 表 人口 示

概念 あ ， 必要人数 ， 基準人数 成 改 規

基 当該選挙区 議員数 法 議員数 いう

得 数値 ，当該選挙区 け 法 議員数 表 来

人口数 示 い ， 過 足人数 ，選挙区人口 必

要人数 引い 得 数値 ， 必要人数 選挙区人口 程

度 明 わ ， 過 足人数 数値 あ ，選

挙区人口 必要人数 回 ，当該選挙区 い 法 議員数

表 い い人口 存在 表 缺 いう 示

あ 逆 ，過 足人数 数値 あ ，選挙区人口 必要

人数 回 ，当該選挙区 い 法 議員数 過剰 表 い 人

口 過剰 表 いう 存在 示 い

ウ 東京都選挙区 状況

表 ― ，東京都選挙区 ，選挙区人口 選挙区 中 最

多い選挙区 あ ，法 議員数 人 い い

基準人数 万 人 数 捨 前記 法 議員

数 万 人 表 ― 必要人数 欄 人口

， 来，法 議員数 人 表 適 人口数 ，

実 選挙区人口 万 人 表 ― 人口 欄 人

議員 表 ， 差 あ 万 人 表 ―

過 足人数 欄 表 缺 い

表 い人口 対 ， 表 議員数 適

，法 議員数 人 外 ， ． 人 数 桁

捨 入 表 ― 過 足議員数 欄 議員 必要 あ 東京

都選挙区 ，少 人 表 ― 参照 ，偶数 前提 少

人 表 ― 参照 議員 足 ， 表 缺 顕著 あ

人口較差論 検証

ア 表 ― ，各選挙区間 議員 人あ 人口 ，最 少 い

鳥 選挙区 最 多い大阪府選挙区 ， ． 倍 数 桁

捨 入 最大較差 生 ， 成 改 規 投票価
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値 著 い 等 残存 あ

イ ，参議院 特色 選挙区 偶数 前提

，選挙区人口 前記 基準人数 除 数値 当基数 い

う 満 選挙区 対 議員数 最 数

得 い ，人口較差論 中 ， 当基数 各選挙

区間 議員 人当 人口 較差 い 論 いう考え方 最高裁

所 成 日大法廷 決 成 大法廷 決 い

う け 園部裁 官 意 や最高裁 所 成 日大法廷

決 民集 巻 号 頁 成 大法廷 決 いう

け 尾裁 官 追加補足意 参照 立脚 ，議員数 人

い 選挙区 限 各選挙区間 議員 人あ 人口数 比較

， 人 い 選挙区間 人口 最 少 い岐阜 選挙区

大阪府選挙区 間 ， ． 倍 数 桁 捨 入

較差 存 い ， 成 改 規 ，投票価値 著

い 等 残存 い 明 あ

ウ ，参議院議員選挙法 昭和 法 第 号 参議院議員

選挙 け 地方選出議員 人 選出 数 い ，数

表 記載 最大剰余法 ， 成 公選法改

い 人 衆議院議員 比例区 法 用

い ，各 ル 表者 選出 方法 最大剰余法 何

人 合理性 認 方法 あ ， 考え 共通 ，全

体 数 表者 数 割 人数 基準人数 人 表 え いう

あ ，過 足人数 基 人数 人 超え い い

う あ 人 超え いう ，基準人数 人口 議員 え

，誰 い い土地 議員 人 あ あ

成 国勢調査 人口 前提 過 足議員数 ，最高

． 人 ，選挙区 う 人 ， 人 ， 人

あ ， 総数 総選挙区中 パ セン あ ，憲法

明 あ

是 ，表 ― 記載 ，選挙区人口 基準人数

除 比例値 応 ，残余部 剰余高 良 ，

う ，過 足議員数 人 超え 場合，

人区， 人区， 人区 生 ， 選挙 け 被選挙人 異

， 等原則 いう い

偶数 数制度 長所 失う ，表 ― ，偶数

前提 最大剰余法 適用 ，人口比例原則 視

， 場合，過 足議員数 人 超え，議員 人当 人
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口数 最大較差 ．

表 ― ， 成 国勢調査人口 基 ，人口 万人

都 府 大都 府 いう 府 地方

区 地方 いう 区 ，表 ― 趣

作成 あ

， 大都 府 地方 ル 比較

， 人口 差 パ セン あ ， 地方 法 議員数

人 ， 大都 府 人 倍 倍 あ ， 大都

府 議員 人当 人口数 倍 ． 倍 あ 基準人

数 検討 ， 大都 府 人 足 ， 地方 人超過 い

地方 選出議員 選挙区選出議員 割 超え ， 数是

え ， 地方 議員 数 減 ， 多数派議

員 対 困 あ ，参議院議員 数是

理 地方 利 あ 明 あ 議員 数 是

国会 癒 い病 いわ ，裁 所 憲法 審

査 発動 ， 憲 あ 宣言 あ

議員 数 憲法 条 法 等 い 否

， 数 生 い 等 合理的根 基 否 いう

問題 あ 合理的根 い ，被告 主張 立証責任 あ

， 主張 ， 間題 回避 国会 裁 論 利用

い

成 ， 成 数 改 ，い 合理性 い

あ 成 改 ， 々 抜 的改 先 ，社会党

減 対象 あ 鹿児島 選挙区 数減 対 ， 実現 ，選

挙人数 多い選挙区 議員 数 選挙人数 少 い選挙区 議員 数

少 い いういわゆ 逆転現象 解消 目標 増 減 過 ，

最大最 格差是 諦 あ ，何 合理性

成 改 ，公聴会 国民 意 聞 スピ 審

議 ， 数 人 削減 批 多 非拘束 簿式 変更

あ ，根 立法 実 い ，党利優先 強行

あ

， 成 改 規 ，国会 成 大法廷 決 答え 形

成立 あ ，抜 的 改 ， 人区 う 成 国

勢調査 人口 最 少 い選挙区 減員 ，大都 圏 各 人増員 ，

若 是 過 い あ

成 国勢調査 人口 前提 ， 数 是 ，表

― 基準人数 倍 合区案 考え ， 案 ，隣接
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基準人数 選挙区 合区 あ ，合区 数 け少

， 結果，選挙区数 ，過 足議員数

存在 ，最大格差 ． あ ，表 ― 基準人数

倍 目 合区案 考え ， 基準人数 倍 目 合区

あ ， 選挙区 議員数 人 い 人 中心 ，選挙区

数 ，超過議員数 存在 過 足議員数 ，最

大較差 ． あ

被告 ，最高裁 所 例 根 ， 成 大法廷 決

い ，多数意 中 裁 官 仮 回選挙 い ，無

う 漫然 現在 状況 維持 あ ，立法府

義務 適 裁 行使 ， 憲 断

余地 十 存在 補足意 述 ，立法裁 認

裁 官 立場 ，立法府 ，投票価値 等 要性

，制度 枠組 自体 改 視 入 抜 的 検討 必要

あ 追加意 述 い わ ， 成 改

規 ，時間的 十 余裕 あ 記 改 留

あ ，再 わ 抜 的 改革 求 い 立法時 社会的要求

斟 立法裁 合憲性 審査 あ

被告 ，過去 例 合憲性 審査基準 最大較差 採用 い

， あ 主張 ， 対象 議員 人当

人口 最大 最 選挙区 状況 け あ ，残 選挙区 状

況 い あ ， 状況 基準 込 い 妥当 基準

い 参議院議員 選挙区選挙 選挙 前提 偶数 避け

い ， 格差 数倍程度 大 避け い

あ 最大較差論 現行制度 是 役立 い

投票価値 等 憲法的保 人口比例 原則 要請

あ

表 ― ，現行 都 府 単 選挙区 維持 ，昭和 参議

院議員選挙法 数 用い 方法， わ ，人口比

例 方式 最大剰余法 ，各都 府 偶数 行う いう方法

， 成 国勢調査 基 ，各都 府 議員数 再 ， 再

結果 成 改 規 結果 検証 あ

表 ― ，現行 都 府 単 選挙区 維持 ，人口比例 方

式 最大剰余法 ，各都 府 行 あ ，

， 数 能 成 国勢調査 人口 基 ，

各都 府 議員数 再 結果 ， 成 改 規 結
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果 検証 あ

表 ― ， ― ，現行 選挙区 維持 人口比例

原則 適用 能 あ ， 結果，表 ― 成 法

比較 記載 ， 都 府 い 人増， 府 人減

，過 足議員数 最大値 東京都 ． 減少 ，過

足議員数 超え 選挙区 減少 う 改 容易

， 成 改 規 設け 十 能 あ

， 成 改 規 ，合理的根 選挙区

選挙 価値 等 生 ， 状態 ，憲法前

文， 条， 条 ， 条 ， 条但書， 条 無効

立法 あ

，原告 ， 憲無効 議員 数 規 あ 成 改 規

基 い 行わ 件選挙 無効 決 求

被告 論 主張

憲法 ，国会 衆議院及び参議院 両議院 構成 ，各議

院 限及び議員 任期等 差異 設け い ， 趣 ，両議院

特色 あ 機能 発揮 ，国会 公 効果的 国

民 表 機関 う あ

，参議院議員選挙法 昭和 法 第 号 ，参議院議

員 選挙 い ，議員 人 全国選出議員 人 地方選出議員

人 区 ，地方選出議員 い ， 選挙区及び各選挙区

け 議員 数 表 ，都 府 単 選挙区 い 選出

，憲法 参議院議員 半数 改選

い ，各選挙区 通 選出議員 半数 改選 う

， 数 偶数 ， 最 限 人 方針 ，昭和 総

人口 数 除 数値 基準人数 各選挙区人口 除 ， 結

果得 数値 当基数 基準 比例 う 人 い 人

偶数議員数 昭和 制 公選法 議員 数 規

昭和 規 いう ， 記議員 数 規

引 い あ ，沖縄返還 伴 昭和 法 第 号

改 沖縄選挙区 議員 数 人 付加 総 数 人

，昭和 法 第 号 公選法 改 ，参議院議員選

挙 比例 表制 入 ，各選挙人 投票価値 差異 い い

，従来 全国選出議員選挙 様 あ ，地方選出議員 選挙区選出議

員 称 変更

成 法 第 号 議員 数 規 改 ，参議院
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議員総 数，選挙区選出議員 数 維持 ， 選挙区 増 減

行わ ， 成 法 第 号 ，参議院議員 数 人

減 ，非拘束 簿式比例 表制 入

成 改 規 ，参議院議員 総 数 維持 ， 選挙区

議員 数 増 減 あ ，選挙制度 組 自体 変更 加え

い

憲法 ， 表民主制 採用 ，議員 数，選挙区，投票 方法

選挙 関 法 い 条，

条 ， 記 両院制 採用 ，両議院 特色あ 機

能 発揮 ，公 効果的 国民 表 機関 う い

う ，憲法 ，投票価値 等 選挙制度 組 決 け

唯一，絶対 基準 い ， う 選挙制度 国民 利

害や意 公 効果的 国政 映 決 国会

裁 ゆ ，投票価値 等 ，参議院 自性 ，国会 当

考慮 政策的目的 い 理 関連 い 調和的

実現 い 解 け い

ゆえ，国会 具体的 裁 行使 合理性

是認 得 あ 限 ， 投票価値 等 損 わ

，憲法 い 最高裁 所 成

日大法廷 決 成 大法廷 決 いう

参議院議員 数 規 合憲性 断基準

ア 前記 う 参議院議員選挙制度 前提 ，参議院議員 数

規 合憲性 断 基準 い ，最高裁 所昭和 日

大法廷 決 昭和 大法廷 決 いう 示 ，

従う 断 ，最高裁 所 成 日大法廷 決

成 大法廷 決 いう ， 成 大法廷 決及び 成

大法廷 決 い ， 例 示 断基準

確認

イ 記 例 示 断基準 ， 成 大法廷 決 ， 公職

選挙法 参議院議員 選挙制度 組 ，国民各自，各層 利害や

意 公 効果的 国会 表 方法 合理性

いえ ，国会 ゆ 立法裁 合理的行使 是認 得

あ う あ ， 結果 各選挙区 議員

数 選挙区 選挙人数又 人口 比率 較差 生 ，

選挙区間 け 選挙人 投票価値 等 け損 わ

， 直 議員 数 憲法 条第 等
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規 選挙 等 侵害 い

わ ， う 選挙制度 組 ，投票価値 等 要求 ，人

口比例主義 最 要 基 的 基準 選挙制度 場合 比較 ，

一 譲歩 免 い ，社会的，経済的変 激 い時 あ

断 生 人口 異動 ， う 形 選挙制度 組

映 問題 ，複雑 高度 政策的 考慮 断 要求

あ ， 決 ，種々 社会情勢 変動 対応 適 選挙制度

内容 決 責務 限 国会 裁 ゆ い

あ ，議員 数 規 制 又 改 結果， 記 う

選挙制度 組 い 投票価値 等 要性 照

到底 過 い 認 程度 投票価値 著 い 等

状態 生 ，あ い ， 人口異動 記 う 等

状態 生 ， ， 相当期間 い わ

是 何 措置 講 い ，複雑 高度 政策的 考慮 断

立 行使 国会 裁 的 限 係 あ 考慮

許 限界 超え 断 場合 ，初 議員 数

規 憲法 至 解 相当 あ いう

あ

ウ ， 基準 ，選挙制度 立 生 人口異動

投票価値 等状態 い 憲法適合性 断 い ， 人口

異動 結果 選挙制度 組 い 投票価値 等

要性 照 到底 過 い 認 程度 投票価値

著 い 等状態 生 う 断 け ，

肯 場合 ， ， 相当期間 い

わ 是 何 措置 講 い ，複雑 高度 政

策的 考慮 断 立 行使 国会 裁 的 限 係

あ 考慮 許 限界 超え う 断

成 大法廷 決 い ， 記 例基準

あ 示 ， 成 大法廷 決 確認 例 基準 ，

件改 公職選挙法 基 実施 参議院議員選挙 関 訴訟

い 否 い

参議院議員 数 規 合憲性

ア 成 改 規 ，参議院 選挙区選出議員 数 選挙区

増 減 ， 成 国政調査 選挙区間 議員 人当 人

口 最大較差 対 ． ， 件選挙当日 選挙区間 者数 最大較

差 対 ． あ ， 最大較差 投票価値

等 憲 問題 生 程度 い 否 い 検討

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース ex L Ze C e x? e =

   

- 49 -



イ 前記 ，参議院議員 選挙制度 組 公選法 制 当初

一 あ ， 選挙制度 い 投票価値 等 要求 ，人口

比例主義 基準 選挙制度 場合 比較 一 譲歩， 免

い あ ，選挙制度 け 選挙人間 投票価値 等

憲法 要求 投票価値 等 要請 満 い 否 ，前記 投

票価値 等 要性 照 到底 過 い 認

程度 投票価値 著 い 等状態 生 否 断基

準 相当 いう あ ， 断 当

， 複雑 高度 政策的 考慮 断 立 行使

国会 裁 的 限 係 あ 考慮 あ ，参議

院選挙区選出議員 選挙制度 組 維持 ，投票価値 等

是 技術的限界 あ ，比例 表選出議員選挙 い 各選挙人

投票価値 等 あ 考慮 け い

ウ 一連 最高裁 決 ，投票価値 等 程度 憲法適合性 最大較差

指標 断 い

，昭和 施行 参議院議員選挙 関 昭和 大法廷

決 ，問題 選挙当時 最大較差 対 ． あ ，いわゆ 逆

転現象 一部 選挙区 案 あ ，許容限度 超え 憲

問題 生 程度 著 い 等 生 い 足 い 断

最大較差 対 ． あ 昭和 施行 参議院議

員選挙 関 最高裁 所昭和 日 決，最大較差 対

． あ 昭和 施行 参議院議員選挙 関 最高裁 所

昭和 日 決，最大較差 対 ． あ 昭和

施行 参議院議員選挙 関 最高裁 所昭和 日 決 ，

い 憲 問題 生 認 足 い い ， 成元

施行 参議院議員 選挙当時 最大較差 対 ． あ

東京高等裁 所 成元 日， 選挙 無効請求 件

い 請求棄 決 ，最高裁 所 ， 記 決 対 告 件

， 成 日 告棄 い ，最高裁 所 成

日大法廷 決 ，最大較差 対 ． 至 成

施行 参議院議員選挙 い 初 憲 問題 生 程度 投票価値

著 い 等状態 生 い あ ， 昭和 日

施行 参議院議員選挙当時 け 選挙区間 議員一人当 選挙人数

較差 対 ． あ 前記 あ ， 較差

大 投票価値 等状態 ， 記較差 程度，推移 ， 記

選挙 件選挙 前 時期 い 到底 過

い 認 程度 至 い 推認
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，最大較差 対 ． あ 昭和 施行 参議院議員選挙

い ，到底 過 い 認 程度 著 い 等状

態 至 い い ， 成 大法廷 決 ，最

大較差 対 ． あ 成 施行 参議院議員選挙 い ，

投票価値 等 要性 照 到底 過 い

認 程度 い いえ い 示 い 最大較差 対

． あ 成 施行 参議院議員選挙 い 成

大法廷 決，最大較差 対 ． あ 成 施行 参議院

議員選挙 い 成 大法廷 決， 最大較差 対 ．

あ 成 施行 参議院議員選挙 い 成 大法廷

決 ， 様 示 い

エ 一連 最高裁 所 決 照 ，最大較差 対 ．

あ 件選挙 い ，投票価値 等 要性 照 到

底 過 い 認 程度 い いえ い

明 あ

あ ， 件選挙 東京都選挙区選挙 無効 あ

原告 主張 理 い ，選挙無効 決 求 件請求 棄

あ

第 当裁 所 断

前提 実，証 ， ， い ， 及び当裁

所 顕著 実 ，参議院議員選挙制度， 改 経緯 概要 ，

認

参議院議員選挙法 昭和 法 第 号 制

，参議院 議員 数 人 ，う 人 全都 府 通

選出 全国選出議員， 余 人 地方選出議員 ，

選挙区及び選挙区 け 議員 数 表 ，選挙区 都 府

単 ，各選挙区 議員 数 い ，憲法 条 参

議院議員 半数 改選 い 応 ，

全選挙区 通 選出議員 半数 改選 う ， 数 最 限

人 偶数 ，昭和 国勢調査 当時 各選挙区人口 比

例 う ， 人 い 人 偶数 議員数 数

い ，選挙区間 け 議員 人当 人口 最大 対 ．

較差 生 い ， 人区 け 最 人口 鳥 最大人口

宮城 間 生 ，偶数 制 避 あ

数表 参照 昭和 規 ，参議院議員選挙法 議員 数

規 引 い あ

昭和 ，沖縄 土復帰 伴い， 選挙区 議員 人
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増員 ，総 員 人 ，昭和 ，拘束 簿式比例

表制 入 ，比例 表選出議員 全国選出議員 全都 府 通

選出 ，地方選出議員 選挙区選出議員 称 改

成 ，初 選挙区間 数 是 選挙区 う

人 埼玉，神 川， 人 宮城，岐阜 人 増員

一方， 海 人 人 人減，兵庫，福岡 人

人 人減 ，いわゆ 逆転現象 ， 成 国勢調査 人

口 最大較差 神 川選挙区 鳥 選挙区 間 是 前 ．

あ ． 縮 成 ，拘束 簿式比例 表制

改 非拘束 簿式比例 表制 入 ，議員 数 人

減員 ，比例 表選出議員 人 人 ，

選挙区選出議員 人 人減 人 減員 ， 数

人 選挙区 う 選挙区人口 少 い岡山，熊 及び鹿児島 ，

人減員 結果， 成 改 降 生 い 逆転現象 解消 ，

生 い 人口 最大較差 ． 影響 数 増減 ，

較差 残

成 日 施行 参議院議員選挙 け 選挙人数 基

準 最大較差 対 ． あ ， 成 大法廷 決 ， 選

挙 効力 断 あ

成 大法廷 決 い ，選挙施行当時 参議院 選挙区選

出 議員 数 規 憲法 条 い 断

， 裁 官 対 意 あ ， 補足意 い

， 仮 回選挙 い ，無 裡 漫然 現在 状況 維持

あ ，立法府 義務 適 裁 行使

， 憲 断 余地 ，十 存在

断 示 け ， 成 日，参議院議長 主宰

各会派 表者懇談会 ， 参議院議員選挙 数較差問題 関

協議会 設置 ， 回 わ 協議 行わ ， 協議会

施行 参議院議員選挙 間 数較差 是 困

あ ， 件選挙 協議 再開 あ 意 大勢 あ

報告書 提出 ， 日，各会派 表者懇談会 い

，選挙 回選挙 向け 数較差問題 い 協議 再開

合 ， 数 改 い 参議院議員選挙 施行

，参議院議長 日 参議院改革協議会 専

門委員会 選挙制度 設置 ， 委員会 い ， 成 日

日 回 会合 開 委員会 い ，

最大較差 倍 超え ， 近い将来 超え あ 選挙区
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含 是 数 増 減案 最大較差 対象 東京，千葉 各

人増員 ， 数 人， 人 ， 数 人 栃木，群馬 各

人減員 ，最大較差 神 川 鳥 生 ． ，

最大較差 倍前半 解消 考慮 ， 増 減 記案

増減 加え， 神 川 増員，福島 減員 最大較差 大阪

生 ． ， 増 減 大阪 増員，岐阜 減員

最大較差 海 生 ． ，最大較差 生 選挙

区 増員 人区 人減員 案 ， 増 減

海 ，兵庫，福岡 増員，長 ，宮城，新潟 減員 最大較差 東京 生

． 含 検討 案， 較差 倍 満 あ

， 選挙区 数 増減 け 相当 困 伴う 合区 検討

，具体的 最 人口 鳥 隣接 合区 案 通 是 案

検討 ， ，全国 程度 ロッ け 選挙区 ロッ

案 検討 委員会 ， 成 選挙 向け 当面 是 策

記 増 減案 力 意 あ 報告 参議院

議長 ， 増 減案 基 公職選挙法 一部 改 法 案

国会 提出 ， 成 日 成立 成 法 第

号 ， 成 改 規 数 件選挙 施行

至

記 ， 成 改 規 選挙区， 数 ，最大

較差 倍 超え い 目標 行 あ ， 参議院議

員選挙法 昭和 法 第 号 制 降，選挙区 地方 選

出議員選挙 ，沖縄 選挙区 加わ ，各都 府 単 選

挙区 設け，昭和 国勢調査時 総人口 万 人 成

国勢調査 総人口 億 万 人 大 変動 ，各

選挙区人口 変動 あ ，議員 数 ，当初 数 いわ

ゆ 逆転現象 解消や最大較差 倍 超え い 目 是

あ

， 成 国勢調査 総人口 議員数 割 人数

基準人数 人 各選挙区 表 あ 議員 え いう基準 成

改 規 数 検討 ，表 ― 基準人数

検討欄 ， 足議員数 最大 大阪選挙区 ． 人 ，選挙区

う 東京，神 川 人 足，愛知， 海 ，兵庫 人

足， 人 足 埼玉，福岡 選挙区 生 ， 対 人 過剰

選挙区 生 ，基準人数 人 過 足 あ 全部

選挙区 及ぶ ， 成 国勢調査 人口 基

，各選挙区 議員 人当 人数 ，最 鳥 人数 対
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倍率 ，表 ― 議員 人当 人数 最 倍率 欄

， 倍 最大 大阪 ． 含 選挙区， 倍

選挙区， 倍 選挙区 ， 選挙区 倍 い

， 成 国勢調査 人口 基 い ，表 ―

， 倍 最大 大阪 ． 含 選挙区， 倍

選挙区， 倍 選挙区 ， 選挙区 倍 い

数値 ， 成 改 規 数 選挙区人口 比例

い い 明 あ ， 成

国勢調査人口 基 ，人口 万人 大都 府 地

方 ，両 ル 間 基準人数 基 過 足議員数 ，表

― ， 大都 府 地方 ，人口 都 府 パ

セン 回 い ，法 議員数 地方 人 ， 大都 府

人 約 倍あ ， 大都 府 議員 人当 人口数 均

値 万 人 あ ， 地方 万 人 約 ．

倍 当 基準人数 過 足議員数 ， 大都 府

人 足 ， 地方 人超過 い

方，昭和 規 用い 様 方法 ， 成

国勢調査 各選挙区人口 従い，現行 選挙区，偶数 前提

表 ― ，過 足数 人 い 人 満 選

挙区 選挙区 過剰 選挙区， 足 選挙区 留

， う 比例原則 数 能 あ いう

， 増 減 議員 数 大幅 変更 必要

あ ， ，表 ― ，議員 人当 選挙区人口 最大

較差 茨城選挙区 鳥 選挙区 間 ． ，最 人口 選挙

区 比較 ， 倍 茨城 含 選挙区， 倍 選挙区， 倍

選挙区あ ，合計 選挙区 倍 ，表 ― 対

比 ， 成 改 規 比 最大較差 値 程度 ， 倍

較差 生 選挙区数 差異 い 幾 増加

憲法 ，国会 両議院 議員 選挙 国民固 利 ，選挙人

資格 け 人種，信条，性 ，社会的身 ，門地，教育， 産又 入

差 禁 ，選挙 内容 等，換言 ，議

員 選出 け 各選挙人 投票 影響力 等， わ 投票価値

等 要求 い 解 相当 あ 方，憲法 ，国会 両

議院 議員 選挙 い ，議員 全国民 表 け

い いう制約 ，議員 数，選挙区，投票 方法 選挙 関

法 い 条， 条 ，憲法

，国会 衆議院 参議院 両議院 構成 条 ，各議院
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限及び議員 任期等 差異 設け い ， 趣 ，衆議院

参議院 特色 あ 機能 発揮 ，国会 公

効果的 国民 表 機関 う あ う

，憲法 ，投票価値 等 選挙制度 組 決 け 唯一，絶対

基準 い ， う 選挙制度 国民 利害や意

公 効果的 国政 映 決 国会 裁 ゆ

，投票価値 等 ，参議院 自性 ，国会 当 考慮

政策的目的 い 理 関連 い 調和的 実現

い 解 け い ゆえ，国会 具体的

裁 行使 合理性 是認 得 あ 限

， 投票価値 等 損 わ ，憲法

いえ い

前記 参議院議員 選挙制度 組 ，憲法 院制 採用 前記

趣 ，参議院議員 選出方法 衆議院議員 異

参議院 実質的内容 い 機能 特 要素 持 う 意

，参議院議員 全国選出議員 い 比例 表選出議員 地方選出議員

い 選挙区選出議員 け， 者 い ，都 府 歴史的 政

治的，経済的，社会的 自 意義 実体 ，政治的 一

単 え得 照 ，都 府 構成 民

意思 集約的 映 いう意義 い 機能 加味 う

あ 解 ， 記 組 ，憲法 条 参議院議

員 い 半数 改選 い 応

，各選挙区 通 選出議員 半数 改選 う 慮

，各選挙区 偶数 数 行う 解

う 憲法 趣 等 照 ，公職選挙法 参議院議員

選挙制度 組 ，国民各自，各層 利害や意 公 効果的 国

会 表 方法 合理性 いえ ，国会

立法裁 合理的 行使 範 逸脱 あ いう

い

う ，公職選挙法 採用 参議院議員 い 選挙制度 組

国会 ゆ 裁 合理的行使 是認 得 あ

， 結果 各選挙区 議員 数 選挙区 選

挙人数又 人口 比率 較差 生 ， 選挙区間 け 選挙人

投票価値 等 け損 わ ，

直 記 議員 数 憲法 選挙 等 侵害

い

，社会的，経済的変 激 い時 あ 断 生 人口 変
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動 う 形 選挙制度 組 映 問題 ，複雑

高度 政策的 考慮 断 要 あ ， 決 ，種々 社

会情勢 変動 対応 適 選挙制度 内容 決 責務 限

国会 裁 ゆ い ，議員 数 規 制 又

改 結果， 記 う 選挙制度 組 い 投票価値 等

要性 照 到底 過 い 認 程度

投票価値 著 い 等状態 生 ，あ い ， 人口

変動 記 う 等状態 生 ， ， 相当期間

い わ 是 措置 講 い ，複雑 高度

政策的 考慮 断 立 行使 国会 裁 的 限 係

あ 考慮 ， 許 限界 超え 断 場合

，初 議員 数 規 憲法 至 解 相当

あ ， 成 大法廷 決参照

う ，選挙区選出 地方選出 議員 い ， 選挙区及び

各選挙区 け 議員 数 ，都 府 単 選挙区 ，憲法 参

議院議員 半数 改選 い ，各選

挙区 通 選出議員 半数 改選 う ，議員 数 偶数

， 最 限 人 長 わ 運用 あ ，

う 選挙制度 参議院 国民 利害や意 公 効果的 国政

映 う立法 国会 ゆ 裁 基 形成，

維持 あ 鳥 人口 昭和 国勢調査 い

万 人， 成 国勢調査 万 人， 成

国勢調査 万 人 変 ，最 選挙区人口 少

， う 鳥 選挙区 対 人 ，長 ，最大

較差 対象 あ ，表 ― 及び ―

， 件選挙 け 議員 人当 人口 最大較差 鳥 選挙区 大

阪府選挙区間 ． 成 国勢調査 あ い

． 成 国勢調査 あ ， 投票価値 等状態

，投票価値 等 いう憲法 要請 要性 照 ，憂慮 状態

あ いわ け い ， 記 う 較差 生 理

や投票価値 等 実現 向け 議員 数 変更 法改 経

緯 照 ， 到底 過 い程度 至

い 認 い

原告 ，表 ― 成 改 規 各選挙区 議員

公 原則 適う ，過 足人数 明 表

缺 過剰 表 状態 ，投票価値 著 い 等 あ ，憲法

要請 い 明 あ 主張
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成 改 規 ， 表 示 過 足人数 明 ，各選

挙区 選挙区人口 比例 議員 数 ，選挙区間

け 選挙人 投票価値 較差 広範 相当程度存在 ，各選挙区 民間

相当 等 生 い いう ，投票価値 等 い

う極 要 憲法 要請 あ ，参議院議員 選挙区， 数 当初

制度 設け 約 経過 ， 間 人口 変動

記 う 等状態 相当期間 い いえ ， 記 記

載 是 いう

， 参議院選挙区 地方 選出議員選挙制度 具体的 組

，特 ，選挙区 都 府 単 ，各選挙区 偶数 数

維持 ，議員総 数 増や い 前提 ，議

員総 数 人，う 選挙区選出議員数 人，減少 ，制度 運

営 結果 あ ，参議院 自性 国会 当 考慮

政策的目的 い 理 いえ あ

，議員 数 比例 観 立 ， 成 国勢調査 各

選挙区 人口 偶数 前提 ，いわゆ 最大剰余法

，各選挙区 議員 数 ，表 ― 記載 ，議員 人

当 選挙区人口 ， 成 改 規 場合 程度 最

大較差 ． 残 ， 倍 選挙区， 倍

選挙区 含 選挙区 倍 ， 成 改 規

場合 差異 い ，幾 増加 う ，選挙区人

口 応 議員 数 比例 ，各選挙区間 最大較差 ，過

足議員数 選挙区 け少 ，参議院議員

選挙制度 抜 的 改 要 う わ け ，投票価値

等等 憲法 要請 能 限 実現 ， ，両院制 長所 生 ，

参議院 国民 利害や意 適 ，効果的 映

う 具体的制度 望 い ， ，国会 裁 委

あ ， 数 必 偶数 や 投票価値

等 実現 措置 講 い い ， ，複雑 高度

政策的 考慮 断 立 行使 国会 裁 的 限内

あ

う ，投票価値 等 参議院 あ 方 考慮 政策

目的等 関連 調和的 実現 解 け い

前記 あ ， 記 等 到底 過 い程度

至 い 認 困 あ

，前記 う ， 成 大法廷 決 け 最大較差 縮減

増 減 改 等 国会 問題 対 対応や 経
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緯 斟 記 件選挙 成 改 規 限度 是

措置 講 ，複雑 高度 政策的 考慮 断

立 行使 国会 裁 的 限 係 あ 考慮

， 許 限界 超え い 断 困 あ

，原告 主張 い 採用 い

，原告 請求 理 い

，原告 請求 棄 ，訴訟費用 担 ，行

政 件訴訟法 条，民 訴訟法 条， 条 適用 ，主文

決

東京高等裁 所第 民 部

裁 長裁 官 裁 官 裁 官

紙 表 ―

紙 表 ―

紙 表 ―

紙 表 ―

紙 表 ―

紙 数表

紙 表 ―

紙 表 ―

定

Ｘ／ インターネットに関する知的所有権そ 他一切 権利 株式会社Ｔ および情報提供者に帰属します。
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定 全定文全定文全定文全定文

文献番文献番文献番文献番 定定

選挙無効請求 件

最高裁 所大法廷 行 第

日 決

主 文主 文主 文主 文

件 告 棄

告費用 告人 担

理理理理

告人兼 告 理人山 邦明 森徹 告人 々山哲郎 土 惟

國部徹 各 告理 い

件 日 行 参議院議員通常選挙 件

選挙 いう い 東京都選挙区 選挙人 あ 告人 公職

選挙法 条 表第 参議院 選挙区選出 議員 議員 数配 規

憲法 条 等 無効 あ 基 行 件選

挙 選挙区 選挙 無効 あ 主張 提起 選挙無効訴訟

あ

原審 適法 確 実関 等 概要 あ

参議院議員選挙法 昭和 法 第 参議院議員 選挙

い 参議院議員 人 全国選出議員 人 地方選出議員

人 区 全国選出議員 い 全都 府県 区域 通

選出 一方 地方選出議員 い 選挙区及 各選

挙区 議員 数 表 都 府県 単 選挙区 い

選出 各選挙区 議員 数 い 数

偶数 最 限 人 方 昭和 当時 人

基 各選挙区 人 比例 形 人 い 人 偶数 議員数

配 昭和 制 公職選挙法 参議院議員 数配 規

う 選挙制度 組 基 参議院議員選挙法 議員 数配

規 引 い あ 沖縄返還 伴 沖縄県
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選挙区 議員 数 人 付 法 第 議員

数配 規 改 改 いう 数配

規 変更 昭和 法 第 公職選挙法

改 参議院議員選挙 い いわ 拘束 簿式比例 表制 入

各 党等 得票 比例 選出 比例 表選出議員 人 都

府県 単 選挙区 選出 選挙区選出議員 人 区

比例 表選出議員 全都 府県 通 選出

あ 各選挙人 投票価 差異 い い 来

全国選出議員 様 あ 選挙区選出議員 来 地方選出議員 称

変更 い

選挙区間 議員 人当 人 最大較差 参議院議員選

挙法制 当時 対 較差 関 数 概数 あ

あ 第 大 改

日 行 参議院議員通常選挙当時 対 大 い

選挙区間 議員 人当 選挙人数 最大較差 是 目的

行わ あ 前 う 参議院議員 選挙制度 組 変更

え 直近 実 国勢調査結果 基

限 増減 対象 選挙区 少 いわ 逆転現象 解消

参議院議員 総 数 人 及 選挙区選出議員

数 人 増減 い 選挙区 議員 数 増 減

改 結果 国勢調査結果 人 基 選挙区間 議員

人当 人 最大較差 対 対 縮

いわ 逆転現象 消滅 改 議員 数

配 規 い 日 行 参議院議員通常選挙

当時 選挙区間 議員 人当 選挙人数 最大較差 対

あ

法 第 公職選挙法 改

改 いう 比例 表選出議員 選挙制度 いわ 非拘束

簿式比例 表制 改 参議院議員 総 数 人削減

人 数削減 当 改 前 選挙区選出議員

比例 表選出議員 数比 限 維持 方 選挙区選出

議員 数 人削減 人 比例 表選出議員 数 人削

減 人 選挙区選出議員 数削減 い 直近

実 国勢調査結果 基 改 生 いわ

逆転現象 解消 選挙区間 議員 人当 選挙人

数又 人 較差 大 防 数 人 選挙区 中 人

少 い 選挙区 数 人 削減 改 結果 いわ 逆転
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現象 消滅 国勢調査結果 人 基 選挙区間

議員 人当 人 最大較差 対 あ 改 前 変

わ

改 参議院議員 数配 規

日 行 参議院議員通常選挙 前々回選挙 いう 当

時 い 選挙区間 議員 人当 選挙人数 最大較差 対

あ 最高裁 行 第 日

大法廷 決 民集 巻 頁 大法廷 決 い

う 結論 い 前々回選挙当時 数配 規 憲法

い い 示 決

裁 対意見 漫然 現在 状況 維持

憲 断 余地 あ 指摘 裁 補足意見 付

大法廷 決 参議院議長 主宰 各会派 表者懇談

会 参議院議員選挙 数較差問題 関 協議会 設 協議

行 行 参議院議員通常選挙 前回選

挙 いう 間 数較差 是 困 あ

日 選挙 協議 再開 合

前回選挙 日 参議院改革協議会 選挙制度 専門

委員会 設 委員会 い 現行 選挙制度 組 維持

較差 倍 超え い 選挙区及 近い将来 倍 超え

あ 選挙区 い 較差 是 いわ 増 減案 倍前半

較差 是 考慮 選択肢 増 減 含

検討 案 較差 倍 満 現行 選挙制度

組 自体 見直 検討 案 各種 是 案 検討 件

選挙 向 当面 是 策 増 減案 力 意見 あ

案 基 公職選挙法 一部 改 法 法

第 日 立 改 件改

いう 結果 実 国勢調査結果 人 基

選挙区間 議員 人当 人 最大較差 対 縮

件改 参議院議員 数配 規 件 数配 規

いう 行 件選挙当時 選挙区間 議員 人

当 選挙人数 最大較差 対 あ

専門委員会 報告書 表 意見 現行 選挙制度

組 維持 限 各選挙区 数 振 替え 措置 較差 是

較差 対 内 抑え 困 あ

い 報告書 い 件選挙 向 較差是 参
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議院 在 方 わ い選挙制度 議論 進 い 過程 数較差

的 検証等 行う場 設 調査 進 い 必要 あ

憲法 選挙 内容 等 換言 議員 選出 各選挙

人 投票 影響力 等 わ 投票価 等 要求 い

解 憲法 う 選挙制度 国民 利害 意見

公 効果的 国 映 決 国会 裁

い あ 投票価 等 選挙制度 組 決

唯一 絶対 基準 参議院 独自性 国会 当

考慮 策的目的 い 理 関連 い 調和的

実現 あ え 国会 体的

裁 行使 合理性 是認 得 あ 限 投

票価 等 一 限度 譲歩 求 憲法

いえ い

い 指摘 参議院議員 選挙制度 組 憲法

院制 採用 参議院 実質的内容 い 機能 独特 要素 持 う

都 府県 歴史的 治的 経済的 社会的 独自 意義

実体 一 治的 単 え得 憲法

条 参議院議員 い 半数 改選

い 等 照 相応 合理性 あ 国会 裁

合理的 行使 範 超え い いえ い 社会的 経済

的変 激 い時 あ 断 生 人 変動

う 形 選挙制度 組 映 問題 複雑 高度

策的 考慮 断 要 あ 決 基 的 国会 裁

い あ 人 変動 結果 投票価

著 い 等状態 生 相当期間 い

わ 是 措置 講 い 国会 裁 限界 超え

断 場合 当 議員 数配 規 憲法

解 相当 あ

最高裁昭和 行 第 日大法廷

決 民集 巻 頁 昭和 大法廷 決 いう

降 参議院 地方選出 い 選挙区選出 議員選挙 関 大法廷

決 趣 あ 基 的 断枠組 変更

必要 認 い

当裁 所 昭和 大法廷 決 降 参議院議員通常選挙

都度 断枠組 い参議院議員 数配 規 合憲性 い

断 日 行 参議院議員通常選挙当時 最大較

差 対 い 憲 問題 生 程度 著 い 等状態 生
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い 示 い 場合 い 結論 い 各選挙

当時 参議院議員 数配 規 憲法 い

い 示 あ 人 都 部 集中

最大較差 対 前 常態 中 大法廷 決及

最高裁 行 第 日大法廷 決 民集

巻 頁 い 断枠組 自体 基 的 維持

投票価 等 視 あ 指摘 較差是

国会 断 力 求 指摘 等 是

措置 適 行わ い う い 考慮

断 う 実質的 厳格 評価 い

あ

見地 立 件選挙当時 件 数配 規 合憲性 い

検討

参議院 前 大法廷 決中 指摘

当面 是 措置 講 必要 あ 数較差

的 検証調査 進 い 必要 あ 認識 件改 う

認識 行わ あ 結果 実 国勢調

査結果 人 基 選挙区間 議員 人当 人 最大較

差 対 縮 件選挙 件改

約 件 数配 規 行 初 参議院議員

通常選挙 あ 件選挙当時 選挙区間 議員 人当 選挙人

数 最大較差 対 あ 較差 件改 前 参

議院議員 数配 規 行 前回選挙当時 最大較差 対

比 縮 い 件選挙 参議院改

革協議会 設置 協議会 選挙制度 専門委員会 設置

数較差 問題 い 検討 行わ い

現行 選挙制度 組 大 変更 述 う

相応 時間 要 否 い あ 件選挙

う 見直 行う 極 困 あ いわ 得 い

う 情 考慮 件選挙 間 件 数配 規

更 改 国会 裁 限界 超え いう

件選挙当時 い 件 数配 規 憲法

い い

件改 結果 う

較差 投票価 等 いう観 大 等 状

態 あ 選挙区間 選挙人 投票価 較差 縮 求

状況 あ いわ 得 い 前 専門委員会
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報告書 表 意見 あ 現行 選挙制度 組 維持

限 各選挙区 数 振替え 措置 最大較差 大幅 縮

困 あ 行 う 現行 選挙制度 組

自体 見直 必要 否 い う 見直 行う

い 参議院 在 方 踏 え 高度 治的 断 必要 あ

柄 性質 課題 多 検討 相応 時間 要 認

得 い 国民 意思 適 映 選挙制度 民主 治 基盤 あ

投票価 等 憲法 要請 あ 国会 い

投票価 等 要性 十 踏 え 適 検討 行

わ 望

第 あ 件 数配 規 件選挙当時憲法

い いう い 原審 断 是認

論 採用 い

裁 中 了滋 那須弘 原睦夫 近藤崇晴 宮

治 各 対意見 あ 裁 全員一 意見 主文 決

裁 藤 靖 佑紀 竹内行夫 金築誠 各補

足意見 あ

裁 藤 靖 補足意見 あ

私 多数意見 調 大法廷 決 補足意

見 決補足意見 いう 及 大法廷 決

多数意見 掲 日 決 私 補足意見

決補足意見 いう い 述 鑑

補足 い

立法府 両院 数配 含 選挙制度 在 方 法

当 憲法 条 多様 策的要請 踏 え 適 裁

行う義務 義務 例え 変転 社会情勢等

考慮 入 時宜 適 断 い 性的 弊

断 維持 当然考慮 入 考慮 入

又 考慮 い 考慮 あ い 要視

い 過大 比 置い 断 い う 場合 憲法

課 い 義務 適 裁 行使 行わ い 憲法

法 断 得 い いう あ 参議院選挙

区選出議員 選挙 数配 在 方 関 いう 来

国 立法 い 憲法 保 基 的人 一 あ 投票

価 等 い 配慮 必 充 あ いえ

是 間行わ 諸改 い 問題 立法府

自 基 的 う考え 将来 向 う 構想 抱 い
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明確 い 単 目 必要 応 幅 修

来 いう憾 否 い あ

う 状態 漫然 維持 う 状況 行わ 選挙

い 議員 数配 規 憲 あ 断 可能性 充

あ 決補足意見 及 決補足意見 い 述

あ

う 見地 立 件 問題 い 議員 数配 規

合憲性 い 問わ 大法廷 決

件選挙 間 立法府 数配 立法裁 諸々 考

慮要素 中 え 投票価 等 十 尊

損 わ 程度 院制 制度的枠内 あ 可能 限

う 問題 根 的解決 目指 作業 中 断

真摯 力 認 否 あ いわ

い 件 い 問題 い いわ 増 減案 基

公職選挙法改 い 多数意見 指摘 大法廷 決

立法府内 検討作業 経緯等 照 あ 当面 是

策 立 あ 限 い 更

改善 余地 意識的 留保 改善 意欲 充 認

限 い 段階 い 許 一 立法的選択 あ

評価 い 問題 根 的解決 向 立法府

真摯 力 あ 一 証 あ 見 可能

大法廷 決当時 状況 あ

いう いわ 増 減 改 表向

実質的 改革作業 終着駅 最大較差 倍

超え い 最 限 改革 いう意 あ

問題 要性 解決 向 国民 対 責任

参議院 い 国会 程度真摯 考え い い 改 疑い

抱 決補足意見 い 既 指摘

い あ 件選挙 法改 初 行わ 選挙

あ 現時 い 改 う 見地 増 減

措置等 い 評価 い

参議院 い 増 減措置 入 少 表向 差 当

暫 的 い 選挙制度 関 参議院改革協議

会 回 わ 開 第 回会議 日

参議院改革協議会専門委員会 選挙制度 設置 い 当審

顕著 実 推認 方 専門委員会 第 回目

会議 開い 半 日 う
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あ 公 い 限 実質的 検討

行わ 気配 窺わ い 開催 専門委員会

諸会議 い 基 的 様 あ 要 参議院 増

減措置 入 現在 間 わ 更 数是

格的 検討 行 い う 見 い あ

何故 あ 更 数是 う 理論的 実 的

問題 在 う 困 あ 改革 前進 妨 い

等 い 参議院 国民 前 一向 明 う

い い

投票価 等 いう見地 限 最大較差 倍超 いう数

等 保 い いう 来無理 強弁 いう

わ 合憲 あ いう 許 合理的

理 在 い 立法府自 国民 対 明確 説明 及

問題解決 向 絶え 真摯 力 必要 あ いわ

い う 見地 参議院 う 状

況 立法府 義務 適 裁 枠内 あ 認

否 い 直 甚 心 い あ

いわ 得 いわ 増 減措置 い 入 真

意 い 疑念 抱 得 い あ うい 意

味 い 件選挙当時既 件 数配 規 憲 いう 状態

あ 考え 余地 無い い 少 件選挙 行わ

当時 い いわ 増 減措置自体 格的

改 作業 向 暫 的 措置 置付 認 得 あ

誠 遅々 歩 あ いえ 参議院 い

大法廷 決 趣 等 踏 え選挙制度 改革 向 前進

う 気運 消失 見 い 等 鑑

参議院 う 検討状況 い 憲法的 断

動向 注意深 見 回 参議院議員通常選挙 時期 い

改 行う 現時 一 選択肢 あ う 考え

多数意見 参議院議員選挙制度 抜 的改革 行う あ 程度

時間的余裕 必要 一 理 件選挙当時 件 数

配 規 必 憲 いえ い いう

実 立法府 改革 作業 怠 是認

い 仮 期 結論 得 困 あ いう

体的 理 作業 現状 絶え 国民 対 明確 説明

可 あ 現状 引 摺 う あ

立法府自 手 議員 数是 措置 向

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

- 58 -



期待 信頼 遂 消失 う 態 招 避 い い

う あ う

裁 竹内行夫 補足意見 あ

私 多数意見 調 あ い 触 い

現行参議院議員選挙制度 組 見直 い 適 検討 関

私 意見 補足 述 い

多数意見 指摘 う 見直 行う い 参議院

在 方 踏 え 高度 治的 断 必要 あ う

治的 断 行う 当 投票価 等 要性 踏 え

単 議員 数配 数 問題 国会 国 最高機

関 置 院制 採用 憲法 国家 統治機構 在

方 わ 問題 広い観 検討 必要 あ 国

会 憲法 趣 十 機能 揮

国民生活 要 あ 考え あ

憲法 院制 採用 衆議院 参議院 特色 あ 機能

揮 い 憲法 条 両議院 全国民 表 選

挙 議員 組織 国民 表原理 い

投票価 等 理念 衆議院議員選挙 参議院議員選挙

い 妥当 憲法 院制 採用 趣 選挙 組

選出基盤 関 理念 両議院 間 い いう

異 当然 あ 衆議院議員選挙 い 各選挙区

選挙人数又 人 数 中略 配 議員 数 比率 等 最 要

基 的 基準 最高裁昭和 行 第

日大法廷 決 民集 巻 頁 あ 厳格

投票価 等 求 い あ 方 参議院議員選挙制

度 組 い 国民各層 種々 利害 考え 公 効果的 吸

多角的民意 映 考え 基 い 厳格 人 比例主義 合理的

策的目的 い 理 広 考慮 院制 趣 合

あ

昭和 大法廷 決 来 当審 例 趣

あ 例法理 認 う 憲法 投票価 等 要求

い 参議院議員選挙制度 組 決 唯一 絶対 基準

い 私 衆議院議員 選挙 い 人 基 い 議

員 数 配 視 当然 あ 考え 参議院

様 厳格 人 比例原理 選出基盤 議員 構

参議院 第 衆議院 いう 憲法 採用

院制 趣 損 わ 結果 危惧 参議院議員 選

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

出基盤 衆議院議員 異 要素 両院あい

国会 総体 公 効果的 国民 表 機関 得

考え あ 国民 利益 複雑 意見 多様 あ 人

多寡 基準 選出基盤 多様 民意 十 映 い 一例

挙 人 集中 大都 地域 人 少 い地方 間 異

問題 あ 異 解決策 求 少 い 日 日

い 全国 交通網 情報網 著

大都 地方 間 種々 面 均衡 問題 深刻

いう指摘 見 国 地方 関 関 問題意識 地方

関 議論 高 い 現状 あ 多種多様 問題 対応

国土 展 期 地方 実情 問題意識 通

暁 者 国 参画 必要 あ 人 多寡 数配

組 い 国会議員 国民全体 表者 あ

人 少 い地域 問題意識 国会 十 映 実 困

伴う 単純 人 比例原理 問題 補う 組 設 十

合理性 あ 人 比例原理 選出 議員 衆議院

異 選出基盤 併 用い 参議院 あい 多様 民意

院制 国会 映 い あ

現行 参議院議員選挙制度 組 い 比例 表選出議

員 選挙 関 人 票 価 原則 実現 い 投票価

等 関 問題 選挙区選挙 い あ 多数意見 指摘

選挙区選挙 関 現行 選挙制度 組 い 最

大較差 大幅 縮 困 情 あ 憲法 条

参議院議員 任期 半数 改選 求

い 関 あ 現行制度 い 半数改選 実現 都

府県単 各選挙区 偶数 数配 最 限 人 行 い 投票

価 等 措置 仮 数配 最 限 人

実 国勢調査 人 基 最大剰余方式

数配 行う 選挙区 う 選挙区 数 人

場合 県 選挙人 一度 投票 得 い

選挙 行わ 数 人 選挙区 選挙人 半

投票機会 い 意味 う 絶対的 等 許容

思え い

選挙区 都 府県単 い 当審 決 触

合理性 認 都 府県 普通地方公共団体

地方自治 担い 国 治 行 実 い 要 役割 果

い あ 都 府県単 選挙区制 長 わ 行
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国民 間 い 着 い いえ う 都 府県単 選挙

区制 憲法 唯一 絶対 選択肢 い 国

地域 結 機能 要 あ わ 得 国民 入

選挙区制 見い 決 容易 い

う 都 府県単 選挙区 偶数 最 限 人 数 配

現行 参議院議員選挙制度 組 合理性 い あ

現行 数配 組 前提 場合 投票価 等 いう観

較差 縮 求 い 状況 あ 投票価 等 要性 踏

え 憲法 院制 採用 趣 参議院 独自性 損 う

い う 選挙制度 見直 実現 容易 い課題 あ

いわ 得 い 投票価 等 要性 い 更多言 要 い

選挙制度自体 見直 単 数 数配 是

憲法 国 最高機関 あ 国会 院制 採用 い 趣 踏

え 統治機構 在 方 い 検討 求 故 参議

院 在 方 踏 え 高度 治 断 必要 あ

参議院議員 数配 い 国会 い 参議院 在 方 踏

え 抜 的 検討 必要性 指摘 何度 是 措置 執

あ 参議院 在 方 わ い 表基盤 何 参議院 場合 投

票価 等 原則 譲歩 求 憲法 院制 採用 趣

含 当 策的目的 い 理 国会 何 考慮

い い 基 的 諸 い 国民 理解 進 い

見 い 諸 い 一朝一 結論 得 困

あ う 国会 憲法 立法裁 行使 選挙制

度 組 検討 当 関 論 国民 広 明

検討 え 衆議院 異 参議院 在 方 わ い

選挙制度 組 基 理念 提示 望

裁 佑紀 裁 竹内行夫 補足意見 調

裁 金築誠 補足意見 あ

私 多数意見 賛 あ 件選挙 投票価 較

差 現状 憲法 い 評価 い 私 見解 述

い

憲法 両議院 議員 任期 参議院議員 半数改選制 自

議員 数 選挙人及 被選挙人 資格 選挙区 投票 方法

両議院 議員 選挙 関 い 挙 国会 立法 い

条 い 条 い う 形

態 選挙制度 採用 関 国会 広範 裁 い

明 あ 選挙制度 決 当 投票価 等 唯一 絶
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対 基準 い 当然 あ

投票価 等 者 国 選挙 対 等

利 持 意味 い 国民 意見 国 公 映 保

憲法 要請 あ 国会 選挙制度 決 考慮

単 一要素 い 衆議院 参議院 い

選挙制度 対 最 基 的 要求 置付

あ 最高裁 行 第 日大法廷 決 民集

巻 頁 投票価 等 憲法 条 来

あ 国会 立法裁 一 限界 あ 指摘

い う 当裁 所 決 趣

あ 考え 多数意見 投票価 等 参議院 独自性

国会 当 考慮 策的目的 い 理 関連

い 調和的 実現 あ 説示 い 部 前提

投票価 等 視 余 面 合理性

選挙制度 適当 い 趣 述 解

一般 憲法 等原則 う 等 合理的根

理 う あ 考え い

投票価 等 い 基 的 様 考え方 妥当 思

う 投票価 較差 い 限度 倍 見解 力 あ

倍 い較差 あ 合理 理 在 い

憲 得 面 例え 院制 在 方等 十 理

あ 倍 超え 較差 合理的裁 範 内 あ 得

考え 倍 理論的 絶対的 基準 いえ い う 思わ

倍 いう数 常識的 い基準 あ 国会

議員選挙 投票価 等 い 全国民 関 国 基

わ 柄 い 基準 要 あ 著 い

等 う 目 視 あ 考え

当裁 所 例 い 議員 数配 規 全体

可 一体 効力 無 断 私

い 考え う 形 断 選挙区間 議員 人当

選挙人数 最大較差 全国的 較差 広 状況 断要素

相当 あ

比例 表 え 投票価 算 いう 多数意見 掲

日大法廷 決 那須裁 補足意見 大変

傾聴 見解 あ 選挙区選挙 投票価 較差

憲法 条 問題 生 来 例 態度

十 理 あ 思わ 投票価 地域的 較差 い
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比例 表 在 回 参議院議員通常選挙 い 各 者 行使 得

利 総体 いう観 選挙区選挙 投票価 等 一

程度埋 合わ 要素 考慮 当然許 思う

件選挙当時 い 選挙区間 最大較差 目 考え 倍

超え 倍 い 全国的 較差 状況 い

様々 指標 採 方 あ 差 当 原 決 認 い

国勢調査 基 人 万人 大都 府県

府県 比較 見 人 前者 ％ 回 い

件改 議員数 前者 人 者 人 あ 議員 人

当 均人 倍 較差 生 い 件選挙当時 い

人 う密地域 地域 間 大 較差 あ

推認 う 較差状況 投票価 著 い 等状態 当

認 得 憲法 合理的範 内 是認

強い明確 理 在 い

半数改選制 衆議院 比較 相対的 性 性 う

参議院 特 憲法 要請 あ 関 数区 設 い

い 含 投票価 等 譲歩 求 得 い理

考え 要請 満 投票価 著 い 等 生

い う 制度設計 行う 現在 参議院議員選挙 枠組 固

的 考え 可能 あ う 大 較差 当

足 い

選挙区間 等 数配 実現 妨 い 大 要素 衆議院

比 議員総数 少 い え う 相当数 比例 表 割

当 い 都 府県 選挙区選挙 単 い あ

現行 う 選挙区選挙 比例 表 建 う 議員総数

何人 選挙区選挙 比例 表 う配 選挙区割 う

い 参議院 性格決 関 あ 立法

府 裁 属 前述 う 裁 限界 あ あ

国会 投票価 著 い較差 い う 裁 行使

責務 い 都 府県 長い歴史 治的 経済的 社

会的 独自 意義 実体 い 否 選挙区選挙

単 結果 投票価 あ 程度 等 生

合理性 い 認 い 国 参議院 連邦制国

家 院 う 在 組織原理 衆議院 全 異

い あ 都 府県 表的意義 いう理 較差 合

理 憲法 限度 あ いう あ

結局 参議院議員 選挙 い 衆議院 比較 投票価
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等 緩 考え い要素 あ う 著 い 等

在 長期 わ 合理 根 見い い いわ

大幅 較差縮 立法措置 可避 あ

多数意見 指摘 現行 選挙制度 組 維持 各選挙

区 数 振 替え 措置 是 較差 倍 内

い あ 大幅 較差縮 実現 選挙 組 自

体 抜 的 見直 必要 う 制度 見直

院制 参議院 役割 在 方 踏 え わ い

あ 求 国会 対 決

趣 沿 法改 立案 審議 一 時間的猶 認

得 件選挙 間 件 数配 規 更 改 国

会 裁 限界 超え いう い あ 直

憲 断 相当 い

裁 中 了滋 対意見 あ

私 件 数配 規 憲法 あ 件選挙 法

あ 考え 理 あ

多数意見 述 憲法 選挙 内容 等 換

言 議員 選出 各選挙人 投票 影響力 等

わ 投票価 等 要求 い 解 憲法

う 選挙制度 国民 利害 意見 公 効果的 国 映

決 国会 裁 い あ 投

票価 等 選挙制度 組 決 唯一 絶対 基準

参議院 独自性 国会 当 考慮

策的目的 い 理 関連 い 調和的 実現 あ

え 国会 体的 裁 行使 合理

性 是認 得 あ 限 投票価 等 一 限度

譲歩 求 憲法 いえ い

私 い 賛 あ 国会

件 数配 規 国会 裁 行使 合理性 是認 得

あ う 問わ い

多数意見 参議院議員 選挙制度 組 憲法 院制 採用

参議院 実質的内容 い 機能 独特 要素 持 う 都

府県 歴史的 治的 経済的 社会的 独自 意義 実体 一

治的 単 え得 憲法 条 参議院

議員 い 半数 改選 い 等 照

相応 合理性 あ 国会 裁 合理的 行

使 範 超え い いえ い 社会的 経済的変
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激 い時 あ 断 生 人 変動 う 形

選挙制度 組 映 問題 複雑 高度 策的 考

慮 断 要 あ 決 基 的 国会 裁

い あ 件選挙当時 い 選挙区間 議

員 人当 選挙人数 最大較差 対 あ 国会

い 数較差 問題 い 検討 行わ い

現行 選挙制度 組 大 変更 相応 時間 要

件選挙 う 見直 行う 困 あ 等 情

考慮 件選挙 間 件 数配 規 更 改

国会 裁 限界 超え いう い 件選

挙当時 い 件 数配 規 憲法 い

い

確 現行法制 参議院議員 選挙制度 創設 当初

都 府県 選挙区 半数改選制 配慮 各選挙区 最 限

人 偶数 議員 数 配 制度 採用 い

う 都 府県単 選挙区設 及 数偶数配 制 う 一

合理性 認 憲法 院制 半数

改選 い 都 府県単 選挙区設 及 数偶数配 制

憲法 直接 根 い 参議院議員 数配

い 当初 人 大 変わ 伴う人 比例

配 改 適宜行わ あ 最大較差 対

大 あ う 較差 当審 決

憲 問題 生 程度 著 い 等状態 断

回 わ 数改 あ わ 件選挙当時 対

最大較差 あ あ 投票価

等 憲法 要求 あ う 較差 生 選挙区設

数配 投票価 等 要性 照 許 国会

裁 行使 合理性 いう い 解

あ う 較差 生 い 等状態 憲

考え

件 数配 規 憲 あ 国会 真摯

是 期待 情 決 法理 い 件選挙 法 宣言

無効 い 相当 あ

裁 那須弘 対意見 あ

国民 議会構 員 選挙 い 人 票 原則 基

あ あ 選挙人 え 投票 価 選挙人 え

投票 価 倍 態 極力避 い 理
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憲法 条 法 等 条 普通選挙 保 及

条 書 議員選挙 差 禁 各規 当然

あ 憲法 条 議員選挙 関 法 委任 い

い 特 変更 い 多数意見 大法廷 決

趣 要約 基 的 断枠組 適 あ

枠組 自体 人 票 原則 否

当然 前提 い 解 前提 立 回 訴訟

問題 い 選挙区間 投票価 最大較差 対 い

いう数 票 価 等 示 あ 等 裏

付 あ 得 い いう 断 行 着 当然 あ

選挙区間 投票価 較差 あ い 直

憲 いう結論 出 い いう 問題 単純

い

私 多 訴訟 中 投票価 較差 示 用い

数 等 等 実態 適 映 い

較差 是 体的 現実的 方法 何 考え い 根

立 戻 検 必要 あ 考え 一 手法

考察 対象 選挙区 限 比例 表選挙 数 広

考え わ

参議院議員 選挙 い 各選挙人 選挙区選出議員 選

票 比例 表選出議員 選 票 投票 行う 参議院議員選

挙 各選挙人 治的意思 投票行動 相 表明

い 選挙区選挙 比例 表選挙 決 無関 個

選挙 時 行わ いう 被選挙人 数 選挙

区 人 比例 表 人 選出母体 区域 選挙区 都 府県単

比例 表 全国 通 一 等 い 関 一体

設計 運用 い 選出 議員 選挙区 選出

者 あ 比例 表 選出 者 あ 問わ 参

議院 構 員 何 区 立法活動 携わ

参議院議員選挙 投票 価 考え 選挙区

投票 比例 表 投票 一体 見 両者 総合 計算

自然 あ

比例 表選挙 全都 府県 通 一 単 投票 行わ

各選挙人 投票価 差 い 選挙区選挙 投票

価 合わ 計算 選挙区選挙 場合 比 較差 緩

和 大法廷 決 多数意見 掲
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日 決 私 補足意見 中 指摘 あ

省 結論 見 前回選挙 最 投票価 い東

京都 場合 最大較差 鳥 県 あ 件選挙

い 様 方法 計算 最 投票価 い神 県 場

合 最大較差 鳥 県 較差 前回 わ 縮

い 投票価 等 いう 問題 あ い

較差 少 対 満 必要 あ 前述 あ

最大較差 対 満 範 内 望 い 参議

院議員選挙 現行 選挙制度 組 前提 限 較差 大幅

縮 い いう問題 参議院議員選挙

訴訟 指摘 視 比例 表 数 大

最大較差 い 比例 表 合わ 計算 状況 変

わ

例え 比例 表 員 減 員 過少 選挙区

振 替え 参議院議員 数全体 選

挙区 比例 表 合わ 計算 投票価 最大較差 一 程度縮

え 改 減員 復活

選挙区 員 振 向 更 態 改善 各選挙区

い 最 数 配 超え 数 い 数配 可

能 各選挙区 増員数 常 偶数 い

いう窮屈 回避 数 員 選挙区 い 偶数 員 選挙

行う回 数 員 選挙 行う回 交 組 合わ 全国 選挙区

総体 数選挙区選挙 一方 偏 い う 散 等

方法 味 全体 憲法 条 議員 半数 改選

要請 満 可能 あ 策 動員

比例 表 合わ 投票価 最大較差 対 程度 縮

可能

私 大法廷 決 い 比例 表 合わ 計算

最大較差 対 あ 憲領域 近接 い 認

前提 憲法 許容 立法 裁 範 内 辛う

踏 結論的 憲法 否 多数意見 賛

断 対象 選挙 大法廷 決

経 い時期 行わ 間 参議院 数較差問題 関

協議会 足 是 向 体的 真摯 対応 執 結果

増 減 件改 実現 等 経緯 視

あ
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対 件選挙 い 件改 大法廷 決

断 織 込 済 あ 再度評価 料 相当

国会 審議 見 進展 あ 進展 向 真摯

力 いう形跡 見 い 現行 選挙制度

組 比例 表 含 全体 選挙 最大較差 相当程度縮

方法 い いえ い 述 明 あ

件選挙 い 適 対応 対

超え 対 近い大幅 較差 実

い 憲法 あ 断 得 い

件 う 選挙 数訴訟 い 憲法 断 場合 主文

在 方 い 最高裁昭和 行 第

日大法廷 決 民集 巻 頁 確立 例 い 主文 請

求 棄 当 選挙 法 あ 宣言 いわ 情 決

考え方 力 あ 情 決 い 請求全部 棄

あ 相 直接 立法府 改 法的効果 持

い 元来 公職選挙法 条 訴訟類型

件 う 憲 理 数訴訟 含

情 決 適用 排 中 最高裁 法的救済 必要性 視

立場 あえ 一般法理 適用 示 断 昭和 大法

廷 決 あ 決 実質的 憲確認 い 憲宣言 決 近い

あ 見 来歴 念頭 い 件訴訟 質

直視 情 決 竿頭一歩 進 端的 主文 憲確認

方法 認 い い 考え 場合 原告 主張

眼目 数配 憲 い 断 求 あ 考慮 憲

確認 対象 数過少 わ い 当 選挙区 関 数配 規 絞

数 過少 い いう一種 立法 作

限度 い 断 足 選挙自体 無効 い 考

え 数 過少 問題 選挙区 い 当選者 投票 選挙人

治的意思表示 無 い 当選者 被選挙人

何 落 度 い 国 場 排 件訴訟 目的

範 超え 無用 混乱 来 選挙無効 訴え

中 含 解 憲確認 求 部 着目 主文 い 件

数配 規 う 東京都選挙区 議員数 人 あ

憲 あ 確認 超え 選挙無効 請求

い 余 請求 棄 等 文言 一部認容 決 あ 趣

明 相当 あ う 憲法 審査 最
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高裁 所 職責 途 考え

裁 原睦夫 対意見 あ

私 多数意見 異 件 数配 規 憲法 あ

件選挙 法 あ 考え

投票価 等 憲法 意義

国民 選挙 行使 国 参 民主主義国家 基

原理 あ 憲法前文 条 参 人種 信条 性

社会的身 門地 教育 産又 入 差 い

憲法 条 書 選挙 行使 地域

居 地 投票価 較差 生 原則 投票

等 侵害 あ 憲法 条 条

条 条 書 条 いう あ

国会 国 最高機関 憲法 条 縁 国会 構 議員

国民 等 参 行使 選出 全国民 表

あ

私 多数意見 述 う 憲法 投票価 等 選

挙制度 組 決 唯一 絶対 基準 い い

是認 あ 多数意見 述 投票価 等

参議院 独自性 国会 当 考慮 策的目的

い 理 関連 い 調和的 実現 あ

賛 い 国民 参 実現 選挙 投票 価 等

選挙制度 地 学的 配慮 え 術的 諸問題 一

譲歩 迫 得 い あ 得 選挙制度 構築

最 視 要素 あ 策的目的 い 理

間 調和的 実現 い 最高裁

行 第 日大法廷 決 民集 巻 頁

大 男裁 対意見 最高裁 行 第

日大法廷 決 民集 巻 頁

崎行信裁 対意見 最高裁 行 第

日大法廷 決 民集 巻 頁 河合伸一裁

対意見参照

参議院 組織及 議員 選挙制度 憲法

憲法 参議院 構 関 全国民 表 選挙 議員

組織 条 任期 議員

半数 改選 条 数 条 議員及

選挙人 資格 条 文 選挙区 投票 方法 議員 選挙

関 条 法 体的 規
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国会 合理的 裁 委 い

国会 憲法 認 立法 裁 行使 参議院 組織

選挙制度 構築 当 連邦制国家 院制 異

単一国家 院制 意義 憲法 衆議院 優越 認 参議院

解散 議員 半数 改選 制度 設

趣 踏 え 参議院 置付 等 諸 十 考慮 憲法

要請 国民 投票 投票価 等 い 策的要素

い 程度 修 許 い 厳密 較

あ 国会 参議院 組織 選挙制度 い 立

法 い 国 経済構造 含 社会情勢 変

人 動態等 策選択 基礎 社会的 実関 変動 常 注

視 既 参議院 組織 選挙制度 変動 十 対応 得 い

否 機会あ 検証 変動 程度 立法当初あ い

改 法制 時 想 い 限度 超え い 認 時

新 い 態 対応 参議院 組織 選挙制度 見直

的 行 い 義務 憲法 い 解 社会

構造 変 人 動態 立法当初あ い 改 法制 当時 想

著 異 結果 既 組織 憲法 院制 理念

間 大 乖 生 あ い 既 選挙制度 国民 国 参

根 投票 等 著 害 場合 国会

態 解消 足 合理的 策 伴う立法 行う 義務

い いう あ

国会 目的 沿う法改 行う 必要 認 合理

的 期間 経過 い 何 措置 採 態

擲 あ い 国会 採 立法措置 態 解消 程 い

当面 弥縫策 評 得 い あ 場合 憲法 認

立法 適 行使 国会 当 理 怠 いわ 得

う 状態 あ 組織 選挙制度 憲状態 い 評価

得 い あ う 憲状態 あ 選挙制度 行

参議院議員選挙 法 評価

前 参議院議員 選挙制度 議員 配

参議院議員選挙法 昭和 法 第

憲法 制 制 参議院議員選挙法 昭和 公

参議院議員 数 人 全国選出議員 人 地方選出議員

人 区 全国選出議員 い 全都 府県 区域 通 選

出 一方 地方選出議員 選挙区及 各選挙区

議員 数 表 都 府県 単 選挙区 い 選出
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憲法 条 参議院議員 半数 改選

い 応 各選挙区 数 偶数 昭和 日現

在 人 基 各選挙区 人 比例 形 人 い 人 議員数

配 結果 選挙区間 議員 人当 人 最大較差

宮城県選挙区 鳥 県選挙区間 倍 あ 較差

倍 超え 選挙区 合計

法制 過程 帝国議会 審議 録 見 全国選出

議員 専 学識経験 優 全国的 人 簡抜

主眼 共 職能的知識経験 選挙

可能性 生 依 職能 表制 長所 採 入

狙 持 昭和 日 第 回帝国議会貴族院

大 清一国務大臣 法案説明 議 録 頁 置付

い 立法過程 全議員 全国 選出 選

挙制度 可否 い 議論 い

方 地方選出議員 意義 い 憲法制 過程 府 説明

形式的 言 地方 表 精神的 地方 表 マ

地方 表的 考ヘ方 考 国 現 ヤウ 人

地方的 捜シ 方 地方的 断 依 捜シ方 色々

制限 公 結果 得 ウ 固 地域

表 ウ言葉 シ 居 マ 選挙 実 地域 表 イ

選挙 方便 シ 地域的 区 付ケ 国家全体 現 者 選ビ

出 コ 過 イ マ 昭和 日 第

回帝国議会貴族院 帝国憲法改 案特 委員会 金森徳 郎国務大

臣 言 議 録 頁 頁 いう あ

参議院議員選挙法 審議 府 答弁 参議院 審議

地方 実情 精通 居 議員 居

望 い 考 あ 国 第 院 付

表 地域 表 う 考 方 あ 思

あ 国 参議院 地域 表 意味 思想

是 採 出来 い 思 あ 唯地域 表的性質

う 私 時々 居 是 地方 情 い人

出 貰 趣 居 あ 昭和

日 第 回帝国議会貴族院 参議院議員選挙法案特 委員会

大 清一国務大臣 答弁 議 録 頁 頁 いう

あ 参議院議員選挙法 い 設 地方選出議員 決 都

府県 民 利益 表 国会 広 地方 実情 把握

用 多種 多様 人 参議院議員 確保 各地
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方 選挙区 選出 途 設 望 い 置付 設

制度 あ 明 あ

法制 当時 う 趣 各地方区 設 当

時 通信 交通 情 顧 容易 理解 公刊 い 資料

法 行 昭和 当時 国 通信 情 戦災 戦時

中 整備 良等 大 乱 復興過程 あ 電 普及率

郵便 情 交通網 整備 遅 あ 遅配 状況 あ

交通網 いう 航空路 米軍占領 全 利用 現在 入手

得 昭和 国鉄列車 イヤ う 一部復活 急

行列車 利用 東京 大阪間 時間 東京 博多間 時間

東京 鹿児島間 時間 東京 青森間 時間 青森 函

館 幌間 時間 いう状態 あ

国会 算審議 立法 適 行使 国各地 情況 十

踏 え 必要 あ う 通信 交通網 整備 あ

法制 時 い 各地方 実情 弁え 人 選出 いう趣 地

方区 設 人 比例配 半数改選制 確保 各都 府県

偶数 議員 割 付 あ 結果 選挙区

投票価 較差 倍 超え 最大較差 倍 法

憲法 制 行前 第 回参議院議員選挙

昭和 日 行 行う 制 あ 間

行 憲法 理念 体 制 あ

選挙制度及 選挙区 議員 数 配 憲法 行 い 国

会 認 合理的 裁 行使 範 内 認

あ いう い

公職選挙法 制

昭和 制 公職選挙法 参議院議員選挙法 議員 数配

規 引 い 法 衆議院議員 数配 規 表第

表 法 行 日 直近 行わ 国

勢調査 結果 更 例 規 設

参議院議員 数配 規 表第 様 規 設

理 日 必 い 載

立法経緯 明 地方選挙区選出 議員 当 地方 民

表 広 人 地方 求 中央 対応 意

味 地方 実情 精通 い 人 選出 方法 設

あ 各地方 民 表 選出 場合 求

う 厳密 人 比例配 原則 必 適 い 考え

度
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配 規 う 選挙区選出議員 数配 昭和 沖縄復

伴 沖縄県選挙区 議員 数 人 付 参議院議員選挙法

制 来 述 数是 間改

昭和 拘束 簿式比例 表制 入

昭和 法 第 公職選挙法 改 来 全国選出

議員制度 替え 拘束 簿式比例 表制 入

制度 全国選出議員 い 個人 選出制度 廃 一

要件 満 党等 称 候補 者 氏 及 者

間 当選人 載 簿 提出 簿 載

者 候補者 あ

改 案 参議院議員 提出 あ 提案理

参議院全国区制 い 参議院 わ い人 得 い制度

必要 あ 全国区制 者 候補者

選択 著 困 あ 多 候補者 膨大 経費 要

党 議会制民主主義 支え 可 要素

国民 治的意思形 媒 要 機能 果 い

挙 い

前 参議院議員 地方選出議員 各地方 表

参議院議員選挙法制 当時 交通 通信網 整備 状況 踏 え

全国選出議員 共 各地方 地方 実情 い全国民 表 議

員 選出 あ 全国選出議員制度 見直

当然 地方選出議員制度 い 選出制度 設

趣 立 返 検討 あ 制度 設

当時 比 全国 交通網 羽 主要都 間 航空路 開設

新 線 既 全線開通 い 山陽新 線 え 東 新

線 盛岡 開通 格段 整備 電 全世

普及 利用 通信網 著 展 地方選出議員

制度 設 時 異 地方 選出議員 中央

対応 意味 地方 情況 十 把握 う い あ

間 国 産業構造 第一 産業 第 第 産業

比 大 移動 伴う人 都 集中 改 前

昭和 日 行 参議院議員通常選挙 地方区間

議員 人当 選挙人数 最大較差 対 い

わ 是 措置 い 何 検討 え い い

改

法 第 公職選挙法 改 日
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行 参議院議員通常選挙 行時 選挙区間 議員 人当 選挙人数 最

大較差 対 大 い 緩和 目的

参議院議員 総 数 前 選挙区選出議員

県 各 人増 方 人 県 各 人減員

あ 増 減 結果 直近 国勢調査 結果 基 人 基準

最大較差 対 対 縮 依然

倍 大 超え い 改 過程 い 参議院議

員選挙法制 時 選挙区選出議員制度 設 趣 没 選挙区

選挙 都 府県 表的 性格 あ 各都 府県 人 数

割 振 当然 前提 論議 い 日付

選挙制度審議会 参議院議員 選挙制度 改革及 党 対 公的

等 い 答 参照 各都 府県 人 数 割 当

選挙区間 い 投票価 著 い較差 生

策目的 何 投票価 等 著 い 均衡

実現 投票価 均衡 是 長期的

う 方策 あ 等 い 検討 形跡 窺え い あ

改

法 第 公職選挙法 改 議員 数 削減

比例 表選出議員 人 選挙区選出議員 人 比例 表選出議員選挙

来 拘束 簿式比例 表制 非拘束 簿式比例 表制 変更

あ

選挙区選挙 関 選挙区選出議員 数 人 削減 伴い 県 各

人 数 削減 法改 改 時

様 選挙区選出議員選挙 置付 等 い 基 的 論議 形

跡 窺え い

改

法 第 改 多数意見 紹 い う

当審 大法廷 決 行わ あ

件選挙 向 当面 是 策 策 あ 検討

過程 い 選挙区間 較差 是 措置 改 法 立

増 減案 増 減案 最大較差 対

案 選挙区 対 改 法 影響 一番

い 増 減案 採用 結果 国勢調査結果 基

議員 人当 人 基準 最大較差 対

改 法 い 議員 人当 人 較差 対 超え 選

挙区 対 超え 対 選挙区 議員 数 人
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選挙区間 議員 人当 人 較差 対 超え 選挙区

う 対 超え 選挙区 最大 対

あ 人 規模 大 い選挙区間 い 議員 人当 人 較差

無視 得 い状況 い 認

括

参議院議員選挙法制 選挙区選挙制度 関 改 経緯 通

覧 選挙区選挙 関 昭和 参議院議員選挙法制

戦 復興 経済 長 法制 時 比 国 社会 経済

構造 著 変革 人 動態 大 変動 伴い各選挙区

間 人 基準 最大較差 法制 当時 比 大 大 既 昭和

日 行 参議院議員通常選挙時 い 倍 超え

い わ 制度 見直 作業 長 置 選挙区選挙

制度 い 改 行わ 制度 足 来 実 経

待 あ 増 減

改 前 選挙区選挙制度 根 問題 立 入

投票価 較差 倍 超え 態 生 い 是認 得

理 い 何 検討 あえ 最大較差 倍 抑

え 策 採用 あ

選挙区選挙制度 関 改 憲法 院

制 意義 参議院議員選挙法 い 選挙区選挙制度 採 入 趣

い 根源的 検討 え 既 選挙区選挙制度 影響

抑 較差 倍 抑え 改 解

得 い あ 改 単 弥縫策 あ 評価

得 い いえ

参議院選挙区制 抜 的見直 必要性

選挙 投票価 等

載 投票 等 要請 憲法 基 的 理念 基

あ 理解 限 選挙制度 検討 制度

術的 あ い 地 学的 関 選挙区間 投票価 等

生 得 較差 得 限 近 う 力

あ 較差 超え 場合 較差 生 い

合理的 理 明 い いう あ

現行 選挙区選挙制度 設 趣

昭和 制 参議院議員選挙法 採用 選挙区選挙

載 憲法 条 全国民 表 議員

選出 手段 当時 交通 通信手段 整備 踏 え地方 実情

国会 映 地方 実情 知悉 人 選出 必要 あ
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想 設 制度 あ 交通 通信手段 整備

あ い 各種 情報伝 手段 充実 国会議員 国民 声 博 入

手 映 方法 整 時 い 制度制 時 立法

趣 制度 抜 的 見直 検討 あ

参議院議員選挙法 前述 人 基準 選挙区間

最大較差 倍 い 制度趣 選

挙区 都 府県 割 当 半数改選制 趣 偶数 割 当

人 比例配 結果 較差 生 いう あ 較差

倍 超え 合計 選挙区 倍 内

い あ 較差 程度 当 選挙制度 選択 趣

是認 得 範 内 い いえ

現行 選挙制度 選挙区間 投票価 等

多数意見 述 う 現行 都 府県単 選挙区 偶数配

制度 維持 選挙区選出議員 総 数 現行程度 限

各選挙区 数 振替え 措置 較差 是 較

差 対 内 抑え 困 あ

各要素 前述 い 憲法 要請

数 余 参議院議員 選挙制

度 検討 所 要件 い 選挙区選出議員制度自体

前 当初全国選出議員制度 設 当時 通信 交通

情 踏 え 全国的 人々 求 地方

人々 求 意義 あ 設 制度 あ

イ 表 情報伝 手段 高度 日 地方在

人 広 全国 知 い 例 枚挙 暇 い

あ 全国区 替わ 設 比例選出制度 選挙区選出議

員制度 立 必要性 少 制度 設 当時 比

い

検討 参議院議員選挙 選挙区 都 府県

単 中央 対応 意味 地方 実情 通

人 求 方法 一 決 都 府

県 表 選出 趣 設 い あ 選挙区制

維持 都 府県 選挙区 維持 必然性 全

い あ 選挙区制度 見直 一環 一部 合区案 主張

い 前 選挙区制 引 摺 弥縫策的 案 いう側面 え

い 仮 都 府県 選挙区 制度 維持 半

数改選制 故 必 選挙区選出議員数 偶数 必要 い 選挙
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区選出議員数 数 場合 都合 い 指摘

い 例え 参議院議員 数 人中半数 人 比例区

余 人 選挙区 選出 一方 議

員 選挙 行う 選挙区選出議員 数 あ 特段 都

合 生 い 仮 方式 採 最大剰余法 用い 最大較

差 対 鳥 県 山 県 倍 超え 県

選挙制度 採 間 時間差 生 いえ 投

票価 完全 等 あ 比例 表選挙 選挙区選挙 較差 均 評価

当 う 最大較差 倍 回

参議院議員 選挙制度 抜 的見直 行う 当 日 選挙

区間 い 倍 超え 人 較差 生 最大 原因 選挙区 都

府県 単 偶数 配 いう制度 廃 大前提

い 選挙制度 構築 憲法 関連諸規 及

趣 踏 え 国会 合理的 裁

あ

国会 裁 行使 選挙制度 構築 当 少

諸 十 留意 必要 あ う

院制 参議院 わ い議員 全国民 表 者 選

出 制度 あ

現在採用 い 衆議院議員選挙制度 人 枠方式 含 都 府

県 更 区割 選挙区制 比例 表制 併用制

異 方式 あ 都 府県 人 枠 設 選挙区制 地域

表的側面 い 制度 在 参議院議員 選挙 い

都 府県 地域 表 選出 消極 方向 機能

日 イ 用い 情報 質 含

伝 時性 広域性 及 全国 主要都 間 日中 往復

いう充実 交通機関網 在 十 配慮 制度 あ

国民 参 基 投票 価 得 限 等

う 工夫 等 維持 い場合 較差 程度及 範

限 限局 う 力 工夫

票当 人 較差 倍 超え 場合 倍 超え 当 選挙制

度 選択 理 い 国民 明示

人 動態 変動 視 入 新 選択 選挙制度 比

較的長期間 的 機能 得

件選挙 投票価 等

件選挙時 議員 人当 選挙人数 較差 最大 鳥 県 神
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県 対 あ 倍 超え 大阪

庫 東京 福岡 選挙区 及 鳥 県 基準 倍 超

え い 選挙区 選挙区 及 い 議員 人当 選挙人

数較差 倍 超え 地域 鳥 島根 高知 福 徳島 選

挙区 選挙人数 合計 約 万人 対 述 神 大阪

庫 東京 選挙区 選挙人数 合計 約 万人

い あ

う 選挙区間 最大較差 全選挙区 割 超え

選挙区間 最大較差 倍 超え 倍 超え 選挙区 選挙

人数 合計 全選挙人数 ％ い あ

多数 選挙人 投票 価 鳥 選挙区 投票 価

劣 評価 逆 いえ 鳥 選挙区 選挙

人 合計 前述 約 万人 全選挙人数 ％ 投票 価

神 選挙区 選挙人 合計 前述 約 万人 全

選挙人数 ％ 投票価 倍 評価

合理的理 全 見い い あ

選挙区選挙 数中過半数 選出 必要 選挙区数 選

挙区 選挙人数 計算 選挙区中最 議員 人当 選挙人数

少 い鳥 選挙区 数え 選挙区 員 選挙区選出議

員 総数 過半数 選出 選挙人数 全体

％ わ 選挙人全体 投票 選挙区選

出議員 過半数 選出 あ

投票 価 等 顕著 あ

う 件選挙時 い 各選挙区間 投票価 著

い 等 生 い 等 許容 合理的 理

国会 国民 示 一度 い 著 い投票価

等 い 合理的 説明 い 等

憲法 条 趣 憲状態 あ 評価 得 い

あ

件選挙 法性

前 最高裁 所大法廷 決 問題 指摘

参議院議員通常選挙 い 選挙区間 議員 人当 選挙人数 最

大較差 倍 超え 昭和 日実 選挙 あ

前 選挙制度 改 わ 件選挙 間

最大較差 倍 一度 い 国民 参 選挙

投票価 倍 超え 合理 足 策目標 見い

状態 憲状態 あ 解 得 い
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う 中 昭和 日 行 参議院議員通常選挙 選挙区

間 選挙人数 最大較差 対 効力 わ 訴訟 最高

裁昭和 行 第 日大法廷 決 民集 巻

頁 い 団藤 裁 憲 あ 対意見 谷

孝裁 憲状態 あ 意見 述

日 行 参議院議員通常選挙 選挙区間 選挙人

数 最大較差 対 最高裁 行 第

日大法廷 決 民集 巻 頁 多数意見 選挙

時 選挙区間 投票価 等 憲 問題 生 程度 著

い 等状態 生 い 評価 得 い

是 措置 講 立法裁 限界 超え

い 合憲 前 大 男裁 対意

見 あ 対意見 い 選挙区間 議員 人当 選挙人数

最大較差 問題 付 選挙区 数 人 比 応 数

倍数増 選挙区 間 等 確保 問題 論 個

対意見 い 投票価 等 確保 観 選挙区選挙 制

度 い 見直 含 検討 必要性 指摘 い

選挙 行 各参議院議員通常選挙 各最高裁

所大法廷 決 い 対意見 様 観 対意見 補足意

見 現行 選挙区選挙制度 抜 的 見直 指摘 意見

述 い

国会 立法 作 法

国会 憲法 認 立法裁 適 行使 責務

件 選挙制度 関 社会情勢 変 対応 制

度自体 改変 含 是 常 意 払う 責務

憲法 関 い 載 国会 国 最高機関

縁 国会 構 議員 国民 等 参 行使 選挙

選出 あ 国会 選挙

投票価 等 確保 い 格段 意 払う あ

前 既 昭和 行 参議院議員通常選挙時 い

選挙区間 議員 人当 選挙人数 較差 最大 対 倍 超

え い わ 公職選挙法 改 間 較差

是 立法措置 全 あ 作 責

あ 改

改 い 選挙区間 投票価 較差 若 減少 あ

前 単 弥縫策 い 評 得 い

あ
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前 参議院議員通常選挙 大

法廷 決 多数意見 い 件選挙当時 較差 憲 問題 生

程度 等状態 生 い 評価 得 い

裁 憲 あ 対意見 表明 い あ

最高裁 所大法廷 決 国会 決 参

議院 憲法 置付 踏 え 既 選挙制度 抜 的 見直

国民 投票価 等 限 実現 憲法 法評価

い制度 立法 構築 法的責務 う

いう あ い 述 う 選挙制度 抜 的

見直 短期間 遂 困 あ 見直 相当程

度 期間 要 あ 間 見直 立法 い

法 評価 い

決 件選挙 期間 経過

い わ 間 公職選挙法 改

選挙区 議員 数 一部 見直 選挙区間 投票価

較差 若 減 弥縫策 選挙制度 抜 的改

着手 推移 あ う 長期間 選挙制

度 抜 的改 怠 憲状態 置 国会 対応 国会 え

立法 裁 合理的 行使 責務 怠 法

あ 評価 得 い あ

何 合理的理 倍 超え 投票価 較差 多

数 選挙区 い 生 いう 憲状態 長期間 わ 生

解消 選挙制度 抜 的改 必要 あ 最高裁 所大

法廷 決 指摘 わ 改

い 状態 行 件選挙 憲法 法 選

挙制度 行 無効 あ いわ 得 い

件選挙 選出 議員 影響 件選挙

日 参議院 参議院議長 諮問機関 参議院改革協議

会 設置 選挙制度改 含 較差是 い 抜 的 検討

い 件 情 決 法理 適用 件選

挙 法 宣言 相当 あ

裁 近藤崇晴 対意見 あ

私 多数意見 異 件 数配 規 件選挙当時憲法

い 考え 理 あ

憲法適合性 断枠組

いわ 参議院議員選挙 数訴訟 い 昭和 大法廷 決 降
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大法廷 決 多数意見 参議院議員 数配 規 憲法適合性

断 基 的 断枠組 多数意見 摘 い う

示 大法廷 決 い 多数意見

補足意見 私 基 的 断枠組 一般論 認

い 考え 参議院 第 院 あ 国 最高機関

あ 国会 構 憲法 条 条 全国民 表 選挙

議員 組織 憲法 条 あ 参議院 い

投票価 等 要求 当然 あ 憲法 院

制 採 民意 多角的 映 いう目的 選

挙制度 い 衆議院 異 独自性 追求 要請

いう あ 要 両者

い う あ 憲法適合性 断

件 数配 規 憲法適合性

う 観 件選挙 い 見 件 数配 規

選挙区間 議員 人当 選挙人数 最大較差 対

及 い 数 投票価 等 実現 い いえ

最大 倍 満 較差 著 逸脱 あ 異 選挙区間 選挙人

投票価 等 大 損 う あ いわ い

う 大 較差 生 要因 参議院議員 選挙制度 い

参議院議員 任期 議員 半数 改選 いう憲法

条 要求 法 参議院議員 総 数

人 う 選挙区選出議員 数 人 各都 府県

選挙区 各選挙区 偶数 数配 いう 組

採 い あ う 組 前提 限 国

現在 人 選挙区間 最大較差 倍 内

可能 あ

う 選挙制度 基 的 組 自体 国会 当 考慮

策的目的 い 理 備わ い いう

わ 第 院 あ 参議院 い 議員総 数 衆議院 半数

約 割 地域 表的性格 選挙区選出議員 数 充

約 割 全国単 選出 比例 表選出議員 数 充

衆議院議員 選挙制度 相 民意 多角的 映 実現 資

現在 都 府県制 明治 現在 都府県割

府 県制 格扱い あ 東京府 東京都 変

わ 昭和 あ 確立 来 及 歴史 あ

選挙区 都 府県単 地方制度 関 国民 社会通
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念 深 根 一 合理性 あ 半数改選 制度 参議院 構

衆議院 比 的 機能 果 得 考え

あ

策的目的 い 理 自体 国会 当 考慮

あ 実現 う 現状

選挙区間 最大較差 倍 内 可能

あ 件選挙 い 前 最大較差 実 対

い あ 較差 あ わ 憲法 要求 投

票価 等 実現 い 評価 到底 い

策的目的 い 理 関連 い 投票価 等 調和的 実現

投票価 等 程度 損 わ

国会 裁 行使 合理性 是認 得 あ 考え

い あ

私 前 大法廷 決 一般論 基 的

断枠組 い 件選挙当時 件 数配 規 投票価

著 い 等 生 い いう 件 数配 規 全

体 憲法 条 い 考え 関 論

理 あ 件選挙 う 提訴 選挙区 選挙 無効

いわ 情 決 法理 選挙無効 請求 棄

決主文 い 選挙 法 宣言 相

当 あ

大法廷 決 関

う 件 数配 規 憲 あ 大

法廷 決及 大法廷 決 多数意見 掲

日 決 関 い 私 考え 述 い

件選挙 いわ 増 減 内容 日 行

件改 件 数配 規 あ 件改 前

数配 規 直前 回 参議院議員通常選挙 選挙区間 議

員 人当 選挙人数 最大較差 い 見

日 行 前々回選挙 い 対 あ

日 行 前回選挙 い 対 あ わ い

件選挙 前 最大較差 回 い あ

大法廷 決 前者 大法廷 決 者 い

選挙当時 い 数配 規 憲法 い

い

大法廷 決 い 多数意見 う 人 裁

補足意見 改 合理性 認
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理 前々回選挙当時 数配 規 い 回 憲

いえ い 憲 近い状態 あ 見解 示 あ

人 裁 対意見 憲

大法廷 決 い 人 裁 多数意見

大法廷 決 言渡 前回選挙 期間 約

前回選挙 いわ 増 減 内容

件改 選挙区間 議員 人当 人 最大較差

対 縮 考慮 前回選挙 間 数配

規 改 国会 裁 限界 超え 断

い 国会 い 投票価 較差 縮

検討 憲法 趣 沿う あ 付言

人 裁 対意見 憲

わ 大法廷 決 大法廷 決 結論 合憲

あ 決 国会 裁 行使 合理性 積極的 是認

投票価 等 十 実現 法改 行う時間的余裕 乏

い中 選挙 直前又 直 行わ 数配 規 改 一 限度 評

価 え 更 国会 対 参議院議員選挙制度 組 根 的 見直

求 当 選挙 数配 規 直 憲

いう あ

前回選挙 いわ 増 減 内容 件改 根 的

見直 程 い弥縫策 評 い あ 大法廷

決 大法廷 決 多数意見 前提 件選挙当時

件 数配 規 憲 余地 十 あ 考え 私 前々回

選挙 い 前回選挙 い 倍 超え 較差 生 い 当時

数配 規 前 基 的 断枠組 あ 憲法 条

い 考え 大法廷 決 大

法廷 決 多数意見 前提 件 数配 規 憲

必 実質的 抵触 い 考え あ

抜 的改 必要性

参議院議員 選挙制度 う 基 的 組 昭和 制

参議院議員選挙法 い 既 採用 い あ

当時 い 選挙区間 人 基準 最大較差 対

い 最大較差 倍 超え い う

国会 当 考慮 策的目的 い 理 関連 い

投票価 等 調和的 実現 い 評価

人 変動 伴い 人 い 選挙人数 改選議員 人当

全国 均 回 県 増 最大較差 倍
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内 あ わ 参議院議員 選

挙制度 基 的 組 前 諸 維持 限

策的目的 い 理 関連 い 投票価 等 調和的 実現

可能 いう あ 解決

参議院議員 選挙制度 基 的 組 う 例え 選挙区割 見

直 憲法 要求 い 見直 行い 抜 的

改 可避 あ 考え

明 行 回 参議院議員通常選挙 最 限

是 措置 講 う 抜 的 見直 実現

困 あ う 国会 い 行 々回 参

議院議員通常選挙 憲法 要求 投票価 等 策的目

的 い 理 関連 い 調和的 実現 参議院議員 選挙

制度 抜 的見直 行う 憲法 要請 え いう

あ 々回 選挙 う 抜 的 見直 行う 行

数配 規 憲 前 情 決 法理

是非 検討 う

裁 宮 治 対意見 あ

私 対意見 要

衆議院及 参議院 各議員 選挙 利 国民主 実現

国民 最 要 基 的 利 あ 人 国民 表 唯一 基礎 あ

投票価 等 憲法原則 あ 法 選挙区

数配 人 比例 選挙区間 投票価 比率 可能 限

対 近 い 憲法 参議院 役割 い 示

衆議院 対 抑制 均衡 補完 機能 通 国会 審議 慎

衆議院 共 国民 表機関 国会 万全

う 参議院 役割 独自性 十全 機能

選挙制度 構築 国会 当 考慮 柄 あ 得

選挙区間 投票価 最大較差 倍 超え い う

範 考慮 あ 憲法 参議院議員 都 府県 表

機能 求 い い う 策目的 投票価 等

退 許 いう 根 い主張 あ

人 移動 都 産業構造 変 いう戦 国社会 遭遇

大 変容 対応 国会 手 弥縫策 数配 区 設

行 区 わ 大規模 区割 試 等 選挙制度 抜 的 改

革 あ あ う 試 遅 公職

選挙法改 時 実現 あ 国会 無 長 わ

い い 票 価 大 国 治 活力 時 適応
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能力 減殺 治 統性 疑念 招来 い

多数意見 件改 件選挙時 最大較差 前回選挙当時

最大較差 対 対 縮 件選挙

参議院改革協議会 設置 検討 行わ

い 投票価 大 等状態 解消 現行選挙

制度 組 自体 見直 向 適 検討 行わ 望

付言 件 数配 規 件選挙当時 憲法

い いえ い い 私 多数意見 賛 い 私

件 数配 規 件選挙当時 憲無効 状態 あ 考え

情 決 法理 主文 い 件選挙 法 あ

宣言 将来 選挙無効請求 件 い 選挙結果 無効

あ 得 付言 考え

私 意見 最高裁 所大法廷 決 い 対意見 述

少 数 輩裁 意見 趣 い あ

対意見 系譜 連 日 時 私 特 付言 い

述

基 的 利 選挙 等原則

憲法 前文 い 主 国民 宣言 国民

当 選挙 国会 表者 通 行動 国 国民 厳

粛 信 あ 威 国民 来 力 国民

表者 行使 規 規 国民主 宣明

議会制民主制 実現 表 い 衆議院及 参議

院 議員 選挙 国民 固 利 あ 条 国民

主 実現 最 要 基 的 利 あ 憲法 い

両議院 議員 選挙 対 国民 利 う 置付 い

踏 え 憲法 近 選挙 原則 あ 普通選挙 条

条 書 等選挙 条 自 選挙 条 秘密選

挙 条 直接選挙 い 要請 い 理解

憲法 両議院 数 条 両議院 議員及 選挙人

資格 条 文 選挙区 投票 方法 両議院 選挙 関

条 い 法 い 国会 立法裁

憲法原則 う限 認 あ

主 者国民 利 実現 いう観 考え 投票価 可能 限

等 い 人 国民 表 唯一 基礎 あ

憲法 条 人 い 投票 効果 異

当 理 在 い 人 議席配 出

あ 決 的 基準 あ 等保護条 明確 断固
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要請 あ イ 件 い 合衆国連

邦最高裁 所 決法廷意見 法 選挙区 数配

当 人 比例 選挙区間 投票価 比率 可能

限 対 近 い

考慮 策的目的 い

多数意見 昭和 大法廷 決 降 大法廷 決 趣

基 的 断枠組 踏襲 い 第 枠組 投票価

等 憲法 要請 あ 国会 選挙制度 組 決

唯一 絶対 基準 当 考慮

策的目的 い 理 関連 い 調和的 実現 あ

憲法 院制 採用 参議院 実質的内容 い 機能 独特 要

素 持 う 都 府県 歴史的 治的 経済的

社会的 独自 意義 実体 一 治的 単

え得 憲法 条 参議院議員 い

半数 改選 い 等 照 参議院議員 選挙制

度 組 相応 合理性 国会 裁 合理的 行使 範

超え い いえ い いう あ

院制 関 比較制度的 見 院制 第 院 い

類型 あ 連邦制国家 第 院 院 連邦 各構

国 表 例え 院 建国時 歴史的経緯

各 人 選出 任期 議員 組織 い

合衆国憲法 条 節 修 条 イ 連邦参議院

府 任命 府 構 員 構 各

少 票 票決 人 一

票 票 票 票決 イ 連邦共和国基 法 条

方 イ 国 憲法 帝国議会 う 民選

い貴族院型 あ 民選 場合 元老院

議員 地方公共団体 表 間接選挙 選出

第 共和国憲法 条 地方 府 首長 地方議会議員 兼職 認

選挙人団 地方議会 表 多数 占 い

国憲法 院制 異 院制度 民主制的

展型 いう 独自 あ 両院 直接普通選挙 選出

議員 組織 議員 全国民 表 条 憲法

衆議院 議員 任期 衆議院解散 場合 任期満了前

終了 条 一方 参議院 議員 任期

議員 半数 改選 い 条 両院議員 兼職

禁 い 条 法 案 憲法 特 あ 場合

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =

   

- 72 -



い 両議院 可決 法 い 条

衆議院 解散 参議院緊急集会 い 条

等 踏 え 憲法 参議院 在理 い 異

時期 方法 表明 国民 多様 意思 映 審議 慎

深 衆議院 対 抑制 均衡 補完 機能 一院制

い多数派 暴 審議 形骸 阻 補 いう 治的効用

あ 果 衆議院 共 国民 表機関 国会 万

全 あ 考え 付 解散

等 衆議院 機能 い時 国民 表機関 確保 あ

憲法 い 参議院 在 方 考え い 憲

法 参議院議員 地域 表 都 府県 表 何 要

請 い い う 憲法 想 い いう議論 根

思い込 い

参議院 い 長期的 総合的 視 国 諸問題 対応

衆議院 十 表 い国民各層 利益 意見 表

映 非 党的 色彩 多種多様 意見 映 等 望

い 参議院制度研究会 参議院 あ 方及 改革 関 意見 昭和

う 参議院 期待 役割 果 可能

選挙制度 工夫 試 可能 あ 必要

あ う 試 投票価 等 侵 い限

い 体的 最大較差 対 範 い 検討 あ

範 あ う 較差 生 い 試 合

理性 吟味 あ

都 府県 選挙区 単 昭和 公 参議院

議員選挙法 昭和 法 第 地方選出議員 選挙区

採用 選挙区 議員 数 い 人 偶数 昭

和 当時 総人 地方選出議員 総 数 得 数

各選挙区 人 結果得 数 基準 いわ 最大

剰余方式 議員数 配 あ 都 府県 選挙区 単

偶数配 結果 最大較差 既 対 い 当初

憲状態 あ いう あ 参議院議員選挙法 憲法

昭和 日公 直 状況 い 選挙 意義及

投票価 等 要性 対 認識 い 十 透 い 状

況 短期間 制 あ 得

い内容 あ い 是 あ

戦 経済 復興 国社会 構造変 進 人 構 大

変 中 区割 数配 投票価 等状態 悪
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一方 あ あ 国会 相当 前 い 抜 的

見直 行う あ いう あ

選挙区 偶数 割 当 改選 維持 限

現在 都 府県単 区割 限界 あ 最大較差 倍

可能 あ 手 手直 抜 的 制度 改

い

憲法 条 参議院議員 任期 議員 半数 改

選 い 意味 議員総数 偶数 半

数 改選 いう あ 憲法 各選挙区 議員 偶数配

半数 改選 求 い い 確 人 過少地

域 い 全国比例 表選出議員 選挙 行わ

選挙区選挙 度 行わ い 選挙区 選挙人

い 投票 機会 均等 制度 望 い あ

いえ い 選挙区 選挙人 票 価 数倍 あ い

う 侵 許 い 等原則 態 解消 得

い いう あ 例え 人 人 人 人等 いう 数

配 容認 基準人数 人 比例 議員数 計算 四捨 入等

工夫 配 議員数 算出 計算 人 選挙区 区前

人 選挙区 区前 人 人 選挙区 各 区程度生

最大較差 投票価 等 抜 的 改善

場合 人 選挙区 隣県 合区 人 あ い 人 選挙

区 いう方法 採 投票 機会 確保

数配 場合 全国比例 表選挙 選挙区選挙

交 実 方法 採 投票 機会 均等

方 憲法 行 区 選挙区 求 い い あ

都 府県単 人 基礎 検討 考

え 将来 制 入 参議院議員選

挙区 区割 単 行う必要 い 仮 選挙区 区割

単 沿 人 比例原則 堅持

い

国会 是 措置 講 い

行 参議院議員選挙時 最大較差 対

国会 いう長い 経 選挙区選挙 数

是 踏 いわ 増 減 あ 改

減 改 増 減 いう 弥縫策 終わ い 最大較差

対 前 程度 遅 国会
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改 時 い 投票価 等状態 抜 的 改善 制度改革

行う あ 無 日 い う 長 わ

い い 票 価 大 来 議員選出 結 付 投

票行動 生 膨大 数 死票 生 い 等 い状況

い あ 状況 国 治 活力 時 適応能力 減殺

治 統性 疑念 招来 い

多数意見 第 基 的 断枠組 人 変動 結果 投票価

著 い 等状態 生 相当期間 い

わ 是 措置 講 い 国会 裁 限界 超え

断 場合 当 議員 数配 規 憲法

解 相当 あ い 結論 い 件選挙

件 数配 規 更 改 国会 裁 限界 超え

い い 断 い

私 余 わ 国会 作 裁 行使 範 あ

容認 到底 い

私 件 数配 規 件選挙当時 憲無効 状態

あ いわ 情 決 法理 原 決 変更 告人 請求

棄 主文 い 件選挙 法 あ 宣言 あ

考え 国会 抜 的改革 要 合理的期間経

過 い 改革 い場合 将来提起 選挙無効請求 件

い 当 選挙区選挙 結果 い 無効 あ 得 付言

考え

裁 長裁 竹崎博允 裁 藤 靖 裁 斐中辰夫 裁

裁 中 了滋 裁 堀籠 男 裁 佑紀 裁

那須弘 裁 涌 紀夫 裁 原睦夫 裁 近藤崇晴

裁 宮 治 裁 櫻 龍子 裁 竹内行夫 裁 金築

誠

定

Ｘ／ インターネットに関する知的所有権そ 他一切 権利 株式会社Ｔ および情報提供者に帰属します。

Ｘ／ インターネッ  Ｔ 法律情報 ータベース e Ze C e ? =
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